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ごあいさつ

　桜川市では、平成２９年３月に１０年間のまちづくりの指針となる「桜川市第２次総
合計画」を策定し、まちの将来像を「ヤマザクラと市民の幸せが咲くまち 桜川」と基
本構想に定め、これを実現するため、前期基本計画によりさまざまな施策・事業を
推進してまいりました。
　現在、急激な人口の減少や少子高齢化の進行、地域経済の縮小、ICT（情報通信
技術）の進展、大規模な自然災害や感染症への対応など、本市を取り巻く環境は大
きく変化しています。前期基本計画に続く令和8年度までの5年間を計画期間とす
る後期基本計画では、このような社会情勢の変化や、多様化する市民ニーズ、行政
課題を踏まえるとともに、行政評価の達成度や市民満足度を把握し、前期基本計
画の評価と検証を行うなど、多様な地域資源や地域特性を生かしたまちづくりを
進めるため、具体的な検討を行い策定いたしました。
　本計画に基づき、市民や関係者の皆様のお力添えをいただきながら、安心して
暮らせる、住みよさを実感できるまち、そして、「住みたい、これからも住み続けた
い」と思えるまちになることを目指して、まちづくりの６つの基本理念である共生・学
び・安心・活力・快適・自治を政策の柱とし、具体的な施策に取り組んでまいります。
　結びに、本計画の策定にあたり、熱心にご審議いただきました総合計画審議会
委員の皆様をはじめ、貴重なご意見、ご提言をお寄せいただきました市議会の皆
様、市民の皆様並びに関係各位に心よりお礼申し上げます。

　　令和4年3月

大 塚　 秀 喜桜川市長
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2 Sakuragawa City

※１：SDGｓとは、2015年9月に国連で採択され国際社会共通の目標。2030年を期限として、17の目標を掲げ、「誰一人取り残さない」社会の
実現を目指し、国際社会全体が取り組むもの。

※２：Society5.0とは、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステム（IoTやAIなど）により、経済発
展と社会的課題の解決を両立する、人がより快適に活力に満ちた生活を送ることができる社会。

用語
解説

第1章 第２次総合計画後期基本計画が目指すもの

　総合計画は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るための市の最上位計画であり、将来における市のあるべ
き姿と進むべき方向について定めるものです。また、市民、各種団体、企業、行政など、市に関わる全ての人々が、
ともに理解し協力して取り組むまちづくりの目標を定めるとともに、自主・自立を基本とする責任ある行政運営
を進めるための指針となるものです。

■■ 1． 第２次総合計画の目的

　植物名をカタカナで表記した場合、種名として用いられる場合が一般的です。桜川市内で多く見られるヤマザクラ、
カスミザクラ及びその種間雑種がこの地域にもともと分布している種であるため、本計画ではこれらを包括して「山
桜」と表記します。なお、見出し等においては、桜川市第２次総合計画（基本構想・前期基本計画）との整合性や伝わ
りやすさを重視し、カタカナ表記を用いています。

※「ヤマザクラ」と「山桜」の表記の違いについて

■■ ２． 第２次総合計画推進の基本姿勢

　国や多くの地方自治体の税収が減少していく中で、限りある財源を有効に活用して、何を行うかで地域の豊かさ
に差がついてきます。そこで、桜川市が進めるべき政策を選択し、政策間での優先度を明らかにした総合計画を策
定するとともに、それを自治体運営の軸に据え、計画的・長期的な政策展開を行う計画行政を推進していきます。

ʲ̍ �r૯߹ܭըΛ࣠جͱ࣏ͨࣗ͠ମӡӦ

　総合計画には、施策実施の基準・根拠となる規範性が必要であり、そのために市民・行政・議会などが参加し、
合意による計画の策定を行うことが大切です。
　また、総合計画をもとに施策を実施し成果を上げるという実効性を高めるために、評価や予算編成との連動な
ど効果的な計画を基軸とする行政運営システムを構築します。

ʲ̎ �r૯߹ܭըͷੑൣنͱ࣮ޮੑ

　総合計画で取り組むまちづくりの目標の実現性を担保するため、「計画⇒実行⇒評価⇒見直し⇒計画」のサイ
クルに沿って進行管理を行います。この進行管理においては、内部評価により職員の意識向上を図るとともに、外
部委員による評価を行うことにより計画の実効性を高めます。

ʲ̏ �rਐ؅ߦཧͱධՁ

　施策を確実に実施していくため、毎年、市の財政状況を踏まえた向こう３か年の実施計画をローリング方式で
策定し、予算編成に結びつけます。

ʲ̐ �rܭըͱ༧ࢉฤ੒ͷ࿈ಈ

　計画の進行管理を行うにあたり、市民の市に対する意向を定期的に調査し、その結果を施策に反映させます。
ʲ̑ �rܧଓతͳࢢຽҙ޲ͷ൓ө

　計画期間中に、市政や社会全体のデジタル化の進展などの社会経済状況の変化や、大規模災害（感染症の蔓
延等含む）の発生など、桜川市を取り巻く情勢が著しく変化した場合には、対応できるよう基本計画の見直しを行
います。

ʲ̒ �rܭըͷݟ௚͠

　桜川市では、平成19（2007）年３月にまちづくりの指針として第１次総合計画を策定し、その後、第１次総合計
画を踏まえつつ、平成29（2017）年に第２次総合計画を策定し、「共生」「学び」「安心」「活力」「快適」「自治」の６つ
の基本理念のもと、将来像『ヤマザクラと市民の幸せが咲くまち 桜川』を目指したまちづくりを進めてきました。
　その間、SDGs※１といった世界共通の目標への動きや、次代の経済発展と社会的な課題の解決を両立させるた
めの科学技術的な取り組みであるSociety5.0※２といった動きも本格化し、さらに新型コロナウイルス感染症の
蔓延や自然災害の多発など、社会情勢や自然環境が大きく変化してきました。
　市においては、人口減少に歯止めがかからず、特に20代～30代の人口減少が著しく、令和２（2020）年には４
万人を下回る状況となっています。しかしながら、福祉分野の市民満足度は高く、また市民の６割以上が定住意向
を持っているなど、少しずつではありますが、取り組みが芽を吹き始めています。

ୈ̎࣍૯߹ܭըલجظຊܭըͷ̑೥ؒ

　このような社会の変化の中、一人ひとりのニーズの多様化・高度化にも対応できる市民が暮らしやすい持続
的なまちづくりを進めるべく、前期基本計画を踏まえ施策を見直し、さらに重点プロジェクト「ヤマザクラと市民の
幸せを咲かせるプロジェクト」の再編など、今後５年間、市全体が一つとなり、取り組んでいけるよう準備を進めて
まいりました。確かなステップを駆け上がり新たなステージへの一歩を踏み出すため、「桜川市第２次総合計画 後
期基本計画」を策定しました。

͞ΒͳΔ࣋ଓతͳ·ͪͮ͘Γ΁
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4 Sakuragawa City

第2章 計画の体系と期間、関連する計画 第3章 前期基本計画の評価・検証

　総合計画は、計画的かつ効率的な行政運営を行うため、基本構想、基本計画及び実施計画で構成されます。目
指すまちの将来像を定める｢基本構想｣を大きな目的とすると、その目的を達成するための手段（施策）が｢基本計
画｣、その手段の具体的な進め方（事業）を明示するものが｢実施計画｣です。
　また、総合計画を市の最上位計画として、政策分野ごとの個別計画との整合を図ります。

■■ 1． 計画の体系

　基本構想は期間を平成29（2017）年度から令和８（2026）年度までの10年間とします。
　後期基本計画は期間を令和４（2022）年度から令和８（2026）年度までの５年間とします。
　実施計画は、基本計画に掲げられている施策を実施していくための３か年計画とし、毎年度、評価と見直しを行
います。

■■ 2． 計画期間

　後期基本計画にて、施策単位での個別の関連計画を掲載して、関係性の明確化を図ります。

■■ 3．関連する計画

ʻࡩ઒ࢢୈ̎࣍૯߹ܭըͷؒظʼ

2015
年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

※毎年度見直しを行う
３か年計画

基本構想（10年間）策定
準備

策定
期間

前期基本計画（５年間）策定
準備

策定
期間

後期基本計画（５年間）策定
準備

策定
期間

実施計画策定
期間

◎横軸に成果指標の達成率、縦軸に市民満足度を示し、成果指標の達成率とアンケートによる市民満足度を合わ
せてみることで、施策の取り組み状況と市民からの満足度の関係について分析しました。

ʲୡ੒཰ʷຬ଍౓ͷ෼ੳʳ

Ⅱ 成果指標の達成率が平均より低く、市民満足
度が平均より高い施策群。

　 今後も引き続きの取り組みを実施していくと
ともに、より成果の見えやすい指標の検討が
必要。

Ⅰ 成果指標の達成率、市民満足度がともに平均
より高い施策群。

　 今後も引き続きの取り組みが必要。

Ⅲ 成果指標の達成率、市民満足度がともに平均
より低い施策群。

　 一層の取り組みの推進やより良い取り組み、
指標の検討が必要。

Ⅳ 成果指標の達成率が平均より高く、市民満足
度が平均より低い施策群。

　 取り組みの方向性や指標について、見直しの
必要ありの可能性がある。

※次ページの分析結果に関しての算出方法については、付属資料内125ページを参照。

　「満足」を５点、「やや満足」を４点、「どちらともいえない」を３点、「やや不満」を２点、「不満」を１点とし、それ
らの合計値を回答者数（無回答を除く）で割ったものを満足度としています。数値が大きいほど満足度が高
くなります。

満足度＝
（満足×５点＋やや満足×４点＋どちらともいえない×３点＋やや不満×２点＋不満×１点）

無回答を除く回答者数

ຬ଍౓ࢉ�ग़ํ๏
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5Sakuragawa City
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■■ 1． 計画の体系

　基本構想は期間を平成29（2017）年度から令和８（2026）年度までの10年間とします。
　後期基本計画は期間を令和４（2022）年度から令和８（2026）年度までの５年間とします。
　実施計画は、基本計画に掲げられている施策を実施していくための３か年計画とし、毎年度、評価と見直しを行
います。

■■ 2． 計画期間

　後期基本計画にて、施策単位での個別の関連計画を掲載して、関係性の明確化を図ります。

■■ 3．関連する計画
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2015
年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

※毎年度見直しを行う
３か年計画

基本構想（10年間）策定
準備

策定
期間

前期基本計画（５年間）策定
準備

策定
期間

後期基本計画（５年間）策定
準備

策定
期間

実施計画策定
期間

◎横軸に成果指標の達成率、縦軸に市民満足度を示し、成果指標の達成率とアンケートによる市民満足度を合わ
せてみることで、施策の取り組み状況と市民からの満足度の関係について分析しました。
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Ⅱ 成果指標の達成率が平均より低く、市民満足
度が平均より高い施策群。

　 今後も引き続きの取り組みを実施していくと
ともに、より成果の見えやすい指標の検討が
必要。

Ⅰ 成果指標の達成率、市民満足度がともに平均
より高い施策群。

　 今後も引き続きの取り組みが必要。

Ⅲ 成果指標の達成率、市民満足度がともに平均
より低い施策群。

　 一層の取り組みの推進やより良い取り組み、
指標の検討が必要。

Ⅳ 成果指標の達成率が平均より高く、市民満足
度が平均より低い施策群。

　 取り組みの方向性や指標について、見直しの
必要ありの可能性がある。

※次ページの分析結果に関しての算出方法については、付属資料内125ページを参照。

　「満足」を５点、「やや満足」を４点、「どちらともいえない」を３点、「やや不満」を２点、「不満」を１点とし、それ
らの合計値を回答者数（無回答を除く）で割ったものを満足度としています。数値が大きいほど満足度が高
くなります。

満足度＝
（満足×５点＋やや満足×４点＋どちらともいえない×３点＋やや不満×２点＋不満×１点）

無回答を除く回答者数
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6 Sakuragawa City

満足度達成度

1 【共生】
子どもから高齢者まで健康で

共生のまちづくり

2 【学び】
生きがいを育む学びのまちづくり

3 【安心】
安全安心な暮らしのまちづくり

4 【活力】
活力ある産業のまちづくり

5 【快適】
快適な暮らしのまちづくり

6 【自治】
みんなで築く自治のまちづくり

1－1 子育て支援の充実と少子化対策の推進 2.772.50
1－2 健康づくりの推進 3.294.00
1－3 地域医療体制の充実 2.845.00
1－4 地域福祉の推進 3.021.67
1－5 障がい者福祉の充実 2.984.67
1－6 高齢者福祉の推進 3.052.00
1－7 社会保障制度の健全運営 2.905.00
2－1 学校教育の充実 3.113.33
2－2 生涯学習・芸術文化活動の推進 3.041.00
2－3 青少年の健全育成 3.022.33
2－4 生涯スポーツ活動の振興 3.121.00
2－5 文化財の保存活用 3.211.00
3－1 消防・防災対策の充実 3.402.50
3－2 防犯・消費生活対策の推進 2.873.75
3－3 交通安全対策の推進 3.115.00
4－1 農林業の振興 2.742.60
4－2 商工業の振興 2.592.80
4－3 観光の振興 2.762.75
5－1 計画的な土地利用の推進 2.653.00
5－2 景観の良い住環境の保全 2.793.00
5－3 道路網の整備 2.624.00
5－4 公共交通の充実 2.704.50
5－5 下水道の整備 2.944.57
5－6 上水道の整備 3.172.60
5－7 廃棄物の抑制と適切な処理 3.294.40
5－8 生活環境の保全 2.913.67
6－1 市民協働のまちづくり 3.003.67
6－2 人権尊重のまちづくり 3.031.67
6－3 時代に合った自治体運営 2.814.33
6－4 組織経営と人事マネジメントの充実 2.784.25
6－5 健全な財政運営の推進 2.703.20

平　均 2.943.16

※１：合計特殊出生率とは、15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計した値。一般には一人の女性が一生の間に生む子どもの数として解
釈される。

※２：SDGs（p.３参照）
※3：再生可能エネルギーとは、太陽光、風波力、バイオマス、水力、地熱といった再生可能なエネルギーのこと。温室効果ガスを排出せず、国

内で生産できることから、エネルギー安全保障にも寄与できる有望かつ多様で、重要な低炭素の国産エネルギー源のこと。
※4：３Rとは、Reduce：発生抑制、Reuse：再使用、Recycle：再生利用の3つの語の頭文字をとった言葉。環境に配慮をした循環型社会を

形成するための考え方。

用語
解説

第4章 社会の潮流と市の課題

　我が国の総人口は平成20（2008）年をピークに減少傾向に転じており、平成27（2015）年の国勢調査では、１
億2,709万人でした。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、令和22（2040）年には１億1,092万人、
令和35（2053）年には１億人を下回るものと予測されています。
　人口減少の大きな要因となっている合計特殊出生率※１は、令和２（2020）年で「1.34」（厚生労働省）と、人口維
持の水準である「2.07」には遠く及びません。その結果、少子高齢化が急速に進み、平成27（2015）年には65歳
以上の方は約４人に１人ですが、令和22（2040）年には3人に１人以上になると予測されています。
　こうした人口減少や少子高齢化という社会構造的な変化の中でも、医療・健康づくりを充実させるとともに住
民の生活の質を高めていくことが重要であり、女性や高齢者、障がいのある方など、誰もが本来持っている力を
発揮することができ、若い世代が住みたくなるまちづくりを進めることが求められます。

■■ 1． 人口減少・超高齢社会の到来

　社会の潮流を次の８つの視点から捉え、本市の対応等を概括します。

　平成27（2015）年に国連で決議された持続可能な開発目標「SDGs※２」など、「地球温暖化」に象徴される環境
の悪化を防止し、地球を将来の世代に資産として引き継ぐため、国際的枠組みの中で自然環境の保全と社会経済
活動が調和した取り組みが求められています。
　我が国では、平成23（2011）年の東日本大震災に伴う原発事故を機に、エネルギー供給のあり方を見直す機
運が高まり、各地で太陽光、風波力、バイオマス、水力、地熱といった再生可能エネルギー※３の普及に向けた取り
組みが加速し、国においても令和32（2050）年までに温室効果ガス排出０を目指すことが表明されました。
　また、３Ｒ（Reduce：発生抑制、Reuse：再使用、Recycle：再生利用）※４による廃プラスチックごみの排出抑
制など、環境負荷の少ないライフスタイルや企業行動が一層求められ、循環型社会の形成に向けた意識の高まり
が期待されています。

■■ 2． 地球環境を考えた省資源・循環型社会への動き

　本市においても桜川市となって以降、人口減少は続いており、特に20代～30代の人口減少が顕著となっ
ています。
　今後は、人口増加にも繋がるよう婚姻数、出生数の増加等への対策を図るとともに、若者や子育て世代な
どの若い世代の定住性を高め、子どもを育てやすいまちづくりを進めていくことが必要です。また、移住、定住
対策等による定住人口増加のみならず、交流人口や関係人口の拡大によるまちの活性化を図っていくことも
重要です。加えて、今後は、団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22（2040）年に向け、総人口及び現役
世代人口が減少する中で、高齢者人口がピークを迎えるとともに、介護ニーズの高い85歳以上人口が急速
に増加することが見込まれています。

◎行政評価の達成率及び市民満足度の結果は次のとおりとなっています。
◎左下「Ⅲ」のグループの６つが、一層の取り組みの推進やより良い取り組み、指標の検討が必要な施策となってい
ます。
◎右下「Ⅳ」のグループの９つが、取り組みの方向性や指標について、見直しの必要がある可能性のある施策と
なっています。
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8 Sakuragawa City

※１：SDGｓ（p.３参照）
※２：ALTとは、Assistant Language Teacherの略で、外国語指導助手のこと。日本の学校における外国語授業の補助を行う助手。
※３：ICTとは、Information and Communication Technologyの略で、情報や通信に関する技術の総称。
※４：Society5.0（p.３参照）
※５：DXとは、デジタル・トランスフォーメーションのことで、文書や手続きを単に電子化するだけではなく、ITを徹底的に活用することで、手続

きを簡単・便利にし蓄積されたデータを政策立案に役立て、国民と行政、双方の生産性を抜本的に向上させること。
※６：LXPとは、「Learning Experience Platform」の略称で「学習体験プラットフォーム」のこと。学習者の好みに合わせて、学習コンテン

ツを提供できるプラットフォーム。
※７：ユニバーサルとは、年齢、性別、障がいの有無、文化等の違いに関わらないこと。

用語
解説

　世界の社会経済の動きをみると、先進諸国経済に行き詰まりがみられる一方、新興国が経済力を高めつつあ
り、国内の企業活動にも大きな影響を与えています。特に、アジアの近隣諸国との間では、資源・エネルギーの確
保、地球環境の保全、国防など、国レベルでの緊張の高まりがみられる一方、企業間の競争や連携、文化交流や個
人的なつながりの拡大など、民間レベルの交流が活発化しています。
　人やモノの流動だけでなく、情報通信ネットワークの活用により、情報の受発信や経済活動がいつでも、どこで
もできるようになり、政府や大企業だけでなく、小さな企業や地域、個人が世界の動きに直接つながっていること
を意識する必要があり、国際競争力を持った産業の育成、国際感覚豊かな人材育成などが求められています。

■■ 3． 社会経済のグローバル化

　本市では、現在ごみの発生抑制に関して「ごみ減量化啓発事業」などの取り組みにより、可燃ごみの搬入量
は毎年目標値より400ｔ以上抑制され、また、7,000人以上の市民参加による清掃活動など生活環境保全に
関する取り組みを行っています。
　今後は、資源ごみの収集などの家庭での分別取り組み対策や粗大ごみなどから売却できるものの分別な
どへの取り組み促進、環境については学校や家庭での環境教育を充実させ、環境意識の向上を図っていき、
このほかのSDGs※１に関連する取り組みについても、市として積極的に取り組んでいく必要があります。

　本市は、ALT※２による外国語教育の充実を図るとともに、友好交流都市であるフィリピン共和国バコール
市とICT※３技術を活用した英会話交流などを行っています。
　今後もこれらの事業を充実・強化していくとともに、桜川市から世界へ、また世界から桜川市への循環を
生む社会の中で活躍できるような人材の育成に努めていく必要があります。

　国が提唱する「Society5.0※４」は、“狩猟社会”⇒“農耕社会”⇒“工業社会”⇒“情報社会”というこれまでの流れ
の中で、次なる社会として掲げているもので、情報通信技術（ICT）の飛躍的な発達と情報通信機器の普及・多様
化は、社会活動・経済活動に大きな影響をもたらしています。クラウドコンピューティング（情報処理をパソコン
内ではなくネットワークの中で行うシステム）の利用拡大、モバイルデバイス（スマートフォンやタブレット型の携
帯型端末）の普及とともに、企業や個人による情報交流や経済活動は、ますますその可動域を広げつつあるとい
えます。

■■ 4． 高度情報社会の進展

　本市は、第２期桜川市まち・ひと・しごと創生総合戦略において「Society5.0」等の新たな視点を取り入
れて事業を進めることとしており、ICTを活用した子育てしやすい環境の整備や、DX※５の実現とLXP※６の構築
を見据えた先進的な図書館機能の整備などを進めています。
　今後は、マイナンバーカードを利用したキャッシュレス政策や市職員のテレワーク環境の整備、業務負荷の
軽減・効率化を図るといった行政サービスの向上のみならず防災分野等でのICT活用についても、効率的に
進める必要があります。

　我が国では、平成23（2011）年の東日本大震災以降も、熊本県、広島県、北海道といった各地で、局地的な集
中豪雨、土砂災害、地震などの自然災害が多発しており、国民の生命や財産を守る防災・減災体制の充実が求
められています。
　また、国境をまたぐ経済活動があたり前の時代に、世界的に流行する新型コロナウイルスに象徴される感染症
への対策も見据えた、新たな生活や仕事のスタイルに対応できる場や機能の整備が必要となっています。
　さらに、インターネット社会における新たな犯罪、高齢者による交通事故の多発など、日常生活の中における
様々な危険性も複雑化しており、高齢者や障がいのある方、外国人等も含め、誰もが安全・安心に暮らすことが
できる社会基盤の整備とともに、日頃からの備えや地域での助け合い、情報の共有化などを含めたまちづくりを
進めることが重要となっています。

■■ 5． 安全・安心でユニバーサル※7 なまちづくり

　近年の国内の災害（地震や豪雨など）により、防災・減災の重要性が認識されてきており、日頃から災害に
備えている市民の割合は約75％となっています。また、市は犯罪や交通事故防止、不法投棄対策などへの取
り組みも推進しています。
　今後も、感染症対策やアフターコロナを含め、市民へ安全・安心を提供できる環境づくりと日頃の備えへ
の充実を図る必要があります。

　少子高齢化の到来とともに、高度経済成長から安定経済成長の時代を経て、近年、人々の価値観やライフスタ
イルは、ますます多様化・高度化し、物質的な豊かさだけではなく、生活の質の向上や精神的・文化的な豊かさ
が重視されてきています。
　働き方改革などによる労働時間の短縮とそれに伴う余暇時間の増大、“人生100年時代”といわれるリタイア後
も含めた生涯学習需要の高まりなど、人々のニーズは多様化・高度化しています。
　これらの変化に合わせ、これまでのような機能性や効率性だけでなく、社会システムや居住スタイル、働き方、
コミュニティのあり方など、一人ひとりの生活に対応した、まちづくりが求められています。

■■ 6． 価値観やライフスタイルの変化への対応

　本市は、市民一人ひとりのニーズの多様化・高度化に伴って、市民が活用しやすい施設の利便性の向上や、
高齢者の生きがいにつながる取り組み、知恵や経験を生かす場の拡充など、これまでも様々な事業を行って
います。
　今後も、一人ひとりの価値観やライフスタイルの変化に対応した、生涯にわたり活躍できるまちづくりを進
めるための取り組みが必要です。
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※１：SDGｓ（p.３参照）
※２：ALTとは、Assistant Language Teacherの略で、外国語指導助手のこと。日本の学校における外国語授業の補助を行う助手。
※３：ICTとは、Information and Communication Technologyの略で、情報や通信に関する技術の総称。
※４：Society5.0（p.３参照）
※５：DXとは、デジタル・トランスフォーメーションのことで、文書や手続きを単に電子化するだけではなく、ITを徹底的に活用することで、手続

きを簡単・便利にし蓄積されたデータを政策立案に役立て、国民と行政、双方の生産性を抜本的に向上させること。
※６：LXPとは、「Learning Experience Platform」の略称で「学習体験プラットフォーム」のこと。学習者の好みに合わせて、学習コンテン

ツを提供できるプラットフォーム。
※７：ユニバーサルとは、年齢、性別、障がいの有無、文化等の違いに関わらないこと。

用語
解説

　世界の社会経済の動きをみると、先進諸国経済に行き詰まりがみられる一方、新興国が経済力を高めつつあ
り、国内の企業活動にも大きな影響を与えています。特に、アジアの近隣諸国との間では、資源・エネルギーの確
保、地球環境の保全、国防など、国レベルでの緊張の高まりがみられる一方、企業間の競争や連携、文化交流や個
人的なつながりの拡大など、民間レベルの交流が活発化しています。
　人やモノの流動だけでなく、情報通信ネットワークの活用により、情報の受発信や経済活動がいつでも、どこで
もできるようになり、政府や大企業だけでなく、小さな企業や地域、個人が世界の動きに直接つながっていること
を意識する必要があり、国際競争力を持った産業の育成、国際感覚豊かな人材育成などが求められています。

■■ 3． 社会経済のグローバル化

　本市では、現在ごみの発生抑制に関して「ごみ減量化啓発事業」などの取り組みにより、可燃ごみの搬入量
は毎年目標値より400ｔ以上抑制され、また、7,000人以上の市民参加による清掃活動など生活環境保全に
関する取り組みを行っています。
　今後は、資源ごみの収集などの家庭での分別取り組み対策や粗大ごみなどから売却できるものの分別な
どへの取り組み促進、環境については学校や家庭での環境教育を充実させ、環境意識の向上を図っていき、
このほかのSDGs※１に関連する取り組みについても、市として積極的に取り組んでいく必要があります。

　本市は、ALT※２による外国語教育の充実を図るとともに、友好交流都市であるフィリピン共和国バコール
市とICT※３技術を活用した英会話交流などを行っています。
　今後もこれらの事業を充実・強化していくとともに、桜川市から世界へ、また世界から桜川市への循環を
生む社会の中で活躍できるような人材の育成に努めていく必要があります。

　国が提唱する「Society5.0※４」は、“狩猟社会”⇒“農耕社会”⇒“工業社会”⇒“情報社会”というこれまでの流れ
の中で、次なる社会として掲げているもので、情報通信技術（ICT）の飛躍的な発達と情報通信機器の普及・多様
化は、社会活動・経済活動に大きな影響をもたらしています。クラウドコンピューティング（情報処理をパソコン
内ではなくネットワークの中で行うシステム）の利用拡大、モバイルデバイス（スマートフォンやタブレット型の携
帯型端末）の普及とともに、企業や個人による情報交流や経済活動は、ますますその可動域を広げつつあるとい
えます。

■■ 4． 高度情報社会の進展

　本市は、第２期桜川市まち・ひと・しごと創生総合戦略において「Society5.0」等の新たな視点を取り入
れて事業を進めることとしており、ICTを活用した子育てしやすい環境の整備や、DX※５の実現とLXP※６の構築
を見据えた先進的な図書館機能の整備などを進めています。
　今後は、マイナンバーカードを利用したキャッシュレス政策や市職員のテレワーク環境の整備、業務負荷の
軽減・効率化を図るといった行政サービスの向上のみならず防災分野等でのICT活用についても、効率的に
進める必要があります。

　我が国では、平成23（2011）年の東日本大震災以降も、熊本県、広島県、北海道といった各地で、局地的な集
中豪雨、土砂災害、地震などの自然災害が多発しており、国民の生命や財産を守る防災・減災体制の充実が求
められています。
　また、国境をまたぐ経済活動があたり前の時代に、世界的に流行する新型コロナウイルスに象徴される感染症
への対策も見据えた、新たな生活や仕事のスタイルに対応できる場や機能の整備が必要となっています。
　さらに、インターネット社会における新たな犯罪、高齢者による交通事故の多発など、日常生活の中における
様々な危険性も複雑化しており、高齢者や障がいのある方、外国人等も含め、誰もが安全・安心に暮らすことが
できる社会基盤の整備とともに、日頃からの備えや地域での助け合い、情報の共有化などを含めたまちづくりを
進めることが重要となっています。

■■ 5． 安全・安心でユニバーサル※7 なまちづくり

　近年の国内の災害（地震や豪雨など）により、防災・減災の重要性が認識されてきており、日頃から災害に
備えている市民の割合は約75％となっています。また、市は犯罪や交通事故防止、不法投棄対策などへの取
り組みも推進しています。
　今後も、感染症対策やアフターコロナを含め、市民へ安全・安心を提供できる環境づくりと日頃の備えへ
の充実を図る必要があります。

　少子高齢化の到来とともに、高度経済成長から安定経済成長の時代を経て、近年、人々の価値観やライフスタ
イルは、ますます多様化・高度化し、物質的な豊かさだけではなく、生活の質の向上や精神的・文化的な豊かさ
が重視されてきています。
　働き方改革などによる労働時間の短縮とそれに伴う余暇時間の増大、“人生100年時代”といわれるリタイア後
も含めた生涯学習需要の高まりなど、人々のニーズは多様化・高度化しています。
　これらの変化に合わせ、これまでのような機能性や効率性だけでなく、社会システムや居住スタイル、働き方、
コミュニティのあり方など、一人ひとりの生活に対応した、まちづくりが求められています。

■■ 6． 価値観やライフスタイルの変化への対応

　本市は、市民一人ひとりのニーズの多様化・高度化に伴って、市民が活用しやすい施設の利便性の向上や、
高齢者の生きがいにつながる取り組み、知恵や経験を生かす場の拡充など、これまでも様々な事業を行って
います。
　今後も、一人ひとりの価値観やライフスタイルの変化に対応した、生涯にわたり活躍できるまちづくりを進
めるための取り組みが必要です。
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※１：NPOとはNon‐Profit Organizationの略で、営利を目的とせず公益的な市民活動を行う民間団体の総称。用語
解説

　これまで、高度経済成長と人口増加という時代の流れの中で、各種公共施設や道路、上下水道といった都市の
インフラが整備されてきました。しかし、本格的な人口減少・少子高齢化時代を迎え、持続的な都市経営を図って
いく上で、既存インフラの老朽化対策や耐震化の必要性が、国や自治体の財政を大きく圧迫しています。また、社
会情勢の変化に伴って都市基盤の需要と供給に不整合な状況が生じてきています。
　これからは、都市経営の効率化の視点から、各種公共施設や都市基盤の長寿命化を効果的に図るとともに、誰
もが都市的なサービスを享受し、快適に暮らすことができるよう市街地と集落との連携機能を強化するなど、コ
ンパクト・プラス・ネットワークの視点に立った計画的な土地利用を推進していくことが求められています。

■■ 7． 都市基盤の長寿命化と計画的なまちづくり

　本市は「桜川市田園都市づくりマスタープラン」や「公共施設等総合管理計画」を策定し、まちづくり等に関
する施策を計画的に進めています。平成31（2019）年には、集落全般において計画的な土地利用を図るため
の制度的基盤として都市計画法に基づく地区計画制度を導入しました。
　今後の市の大きな動きについては、「公民館・図書館・支所機能を併せた複合施設の建設（令和6
（2024）年）」、「新庁舎の建設」（令和７（2025）年）」があります。また、引き続き、さらなる都市基盤の長寿命
化や適正かつ合理的な都市計画の見直しに取り組んでいく必要があります。

　人口減少・超高齢社会が到来し、社会保障費の増加などにより国や自治体の財政状況はますます厳しくなる
一方で、医療・福祉の充実、循環型社会づくりや都市基盤・防災体制の整備など、行政に対するニーズは多様化
しています。
　自治体への事務や権限の移譲など、地域の自主性・自立性を高めるための改革が進められる中で、住民満足
度の高い持続可能なまちづくりへの期待も一層進み、自治体の政策形成能力が問われています。
　地域の課題を解決し、快適で豊かな生活の持続・向上を実現していくためには、行政だけでなく、市民、事業者
が、それぞれの力を出し合っていく必要があり、自治会、経済団体、ボランティア・NPO※１団体等との連携をはじ
め、まちづくりへの参加・協働のベースとなる体制、機会の充実が求められます。

■■ 8． 協働によるまちづくりの推進

　本市は、協働によるまちづくりを推進するため「区長会運営事業」、「NPO・ボランティア育成事業」、「道路
里親制度」などを行っています。市民の様々なニーズに対応していくためには、行政だけではなく、「市民力」
ともいえる市民やボランティア団体の若返りを促進し、地域ぐるみでのまちづくり体制を構築していく必要が
あります。

第5章 計画策定への参画

　総合計画の策定にあたっては、多くの市民の意向を計画に反映するため、令和２（2020）年２月に18歳～ 80歳
の市民2,500名（有効回答数687件、有効回収率27.5%）を対象に市民アンケート調査を実施しました。
　市民アンケート調査によると、関心のある市政分野については、「子育て支援の充実と少子化対策の推進」や
「地域医療体制の充実」が上位となっており、福祉に関する分野に関心が高まっています。

■■ 1． 市民アンケート

　市民、市議会議員、行政職員などみんなが計画策定に参加し、みんなの力で作り上げる後期基本計画を目指
し、そのための様々な機会を設けました。
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関৺の͋る市政分野͸ʁ
（桜川市第2次総合計画市民アンケート調査よりൈ椝）
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子育てࢧԉのॆ実とগ子化ର策の推進
健康づくりの推進

地域ҩྍ体椼のॆ実
地域福祉の推進

ো͕い者福祉のॆ実
高齢者福祉の推進

社会保ো椼౓の健全ӡӦ
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※１：NPOとはNon‐Profit Organizationの略で、営利を目的とせず公益的な市民活動を行う民間団体の総称。用語
解説
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中学生アンケート   （抜粋）市長になったら、どんなまちづくりがしたい？

Ⅰ．子どもから高齢者まで健康で共生のまちづくりについて、
  　自分が市長になったら、
  　医療などがしっかり提供できていて、貧困のない将来にしたい。

Ⅲ．安全安心な暮らしのまちづくりについて、
  　自分が市長になったら、
  　災害に強くするため、川の堤防の強化や耐震性の強い建物の推奨、義務化を
  　したい。

Ⅴ．快適な暮らしのまちづくりについて、
  　私たちが市長になったら、
  子どもたちが安全に楽しく遊べる公園などの施設がある、綺麗で素敵な
  　まちにしたい。

Ⅱ．生きがいを育む学びのまちづくりについて、
  　自分だったら、
  桜川に住む小中学生の結びつきや交流をつくるため、他校との交流イベント
  　をやりたい。

Ⅳ．活力ある産業のまちづくりについて、
  　自分だったら、
  交通の便を良くしてテーマパークなどの誘致を積極的に行い、たくさんの
  　ひとが行き交う、賑やかなまちづくりをしていきたい。

Ⅵ．みんなで築く自治のまちづくりについて、
  　私たちが市長になったら、
  もっと桜川市の魅力を一人ひとりが理解して、堂々と発信していけるまち
  　にしたい。

　各種団体の役員や市議会議員、有識者、行政職員で構成される総合計画審議会を設置し、市長の諮問に応じ
て、答申を行いました。総合計画は市民参加で策定するという方針により、内容について多方面の知識や経験を
生かした協議を行いました。

■■ 2． 総合計画審議会

　副市長、教育長、行政職員で構成される総合計画策定委員会を設置し、総合計画策定について必要な事項の
協議と調整を行いました。

■■ 3． 総合計画策定委員会

　総合計画策定に向けて、行政職員が集まり、桜川市が目指すまちづくりの重点プロジェクトの検討を行いま
した。

■■ 4． 総合計画策定ワーキングチーム会議

　総合計画案を市役所各庁舎やホームページで公表し、広く市民の意見を募るパブリックコメントを実施しま
した。

■■ 5． パブリックコメント
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第1章 まちづくりの目標

　桜川市の地域特性を踏まえ、桜川市の目指すまちの将来像を次のように定めます。

■■ 1． まちの将来像
　桜川市の目指すまちの将来像『ヤマザクラと市民の幸せが咲くまち 桜川』を実現するため、6つの基本理念を
掲げます。

■■ 2． 6つの基本理念

·ͪͷকདྷ૾

　桜川市は、三方を山並みに囲まれ、市の中央部を桜川が流れる豊かな自然環境に恵まれたま
ちです。その豊かな自然を代表するのが、山々に数多く群生するヤマザクラです。
　ヤマザクラは、一本一本が異なる遺伝子を持ち、一つとして同じものがないことが特徴です。 
そして、それが集まると全体ではここでしか眺望できない景色を織り成します。
　これは人が暮らすまちの姿に重なります。まちの人たち一人ひとりは異なる個性を持っていま
す。それらの個性が結びつくことによって、まちの姿は創られていきます。
　桜川市は、市民がヤマザクラという地域の宝に誇りを持ちながらそれぞれの個性を発揮しつ
つ力を合わせることで、みんなが笑顔で幸せを感じられるまちを目指します。

『ヤマザクラと市民の幸せが咲くまち 桜川』

共生 学び 安心 活力 快適 自治

共生Ⅰ. 子どもから高齢者まで健康で共生のまちづくり
　市民が互いに協力し助け合って共生し、生涯にわたって、健やかな体と豊かな心で暮らすことができる
まちづくりを目指します。

学びⅡ. 生きがいを育む学びのまちづくり
　将来を担う人材を育成し、あらゆる世代の人々が、地域の歴史・文化を学び心身を育むまちづくりを目
指します。

安心Ⅲ. 安全安心な暮らしのまちづくり
　犯罪がなく災害に強い、安全で安心して暮らすことができるまちづくりを目指します。

活力Ⅳ. 活力ある産業のまちづくり
　地域の資源を生かした農林・商工・観光産業が活力に溢れ、地域内における経済循環が活発なまち
づくりを目指します。

快適Ⅴ. 快適な暮らしのまちづくり
　豊かな自然環境に包まれ、快適で暮らしやすい生活環境が整ったまちづくりを目指します。

自治Ⅵ. みんなで築く自治のまちづくり
　市民と行政が協働で地域を築き、効果的・効率的な行財政運営を推進する自治のまちづくりを目指し
ます。
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※１：地域福祉活動とは、ご近所の見守りや声かけ活動、地域住民の安全確保、地域住民の交流促進、生活環境の改善、災害時の要支援者の支
援体制づくりなど、身近な生活課題の解決や福祉を地域全体で支える活動のこと。

※２：重要伝統的建造物群保存地区とは、武家町、宿場町、門前町、商家町等の昔からの集落や町並みの景観の保存を目的として、市町村が定
めた伝統的建造物群保存地区のうち価値が高いものを、国が市町村の申し出を受けて選定するもの。

用語
解説

　総合計画では、まちづくりの６つの基本理念を政策の柱として設定し、それをもとに具体的な施策を展開してい
きます。

■■ 3． 6つの政策の柱

（１） 子育て支援の充実と少子化対策の推進
　次世代を担う子どもたちがのびのびと育つことができる保育環境の充実や、子育て世代への経済的支援に取
り組みます。

（2） 健康づくりの推進
　誰もが、一生を通して健やかで生きいきと暮らせるように、みんなで健康の増進を図りながら、各年代にあった
健康づくり、生活改善の推進などに取り組みます。

（3） 地域医療体制の充実
　市民の健康を守るため、医療機関を整備し地域医療体制の充実を図ります。

（4） 地域福祉の推進
　支援を必要とする人への支援ネットワークの形成など、地域福祉活動※１が活発化するような体制づくりを推進
します。

（5） 障がい者福祉の充実
　障がい者が、住み慣れた地域で充実した生活ができるように、障がい者を支えるサービスの充実や、社会参加
機会の拡充を図ります。

（6） 高齢者福祉の推進
　高齢者が、住み慣れた地域で生きいきと生活できるように、社会参加の機会を拡充させるとともに、介護予防
への取り組みや介護サービスの充実を図ります。

（１） 学校教育の充実
　子どもたちが、社会において自立的に生きるための「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」を育む教育を推
進します。また、よりよい教育環境を築くため、小中一貫教育と学校の適正規模・適正配置を進めます。

（2） 生涯学習・芸術文化活動の推進
　図書施設の整備などにより、地域や世代を超えた生涯学習機会の充実を図ります。また、様々に展開されてい
る市民の芸術文化活動を推進します。

（3） 青少年の健全育成
　次世代を担う青少年の健やかな育成に向けて、家庭・地域・学校の連携や相談体制の強化を図り、青少年の
自主的な活動を支援します。

（4） 生涯スポーツ活動の振興
　生涯にわたりスポーツに親しみ、心身ともに健やかに暮らすことができるように、市民の健康増進や交流の機
会としての生涯スポーツ活動に取り組みます。

（5） 文化財の保存活用
　山桜や重要伝統的建造物群保存地区※２など地域の特徴ある文化資源の保存活用に取り組み、文化財の魅力
向上を図るとともに、それらを生かした市民の活動を支援します。

（7） 社会保障制度の健全運営
　必要な人が、医療、介護、生活支援など必要な社会保障を受けることができるように、各種社会保障制度の適
切な運用に努めます。

　市民が互いに協力し助け合って共生し、生涯にわたって、健やかな体と豊かな心で暮らすこと
ができるまちづくりを目指します。

共生Ⅰ. 子どもから高齢者まで健康で共生のまちづくり

　将来を担う人材を育成し、あらゆる世代の人々が、地域の歴史・文化を学び心身を育むまちづ
くりを目指します。

学びⅡ. 生きがいを育む学びのまちづくり 序
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自主的な活動を支援します。
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向上を図るとともに、それらを生かした市民の活動を支援します。
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　必要な人が、医療、介護、生活支援など必要な社会保障を受けることができるように、各種社会保障制度の適
切な運用に努めます。

　市民が互いに協力し助け合って共生し、生涯にわたって、健やかな体と豊かな心で暮らすこと
ができるまちづくりを目指します。
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（１） 消防・防災対策の充実
　消防・防災対策の拠点となる市役所新庁舎を整備し、災害時の情報伝達や各避難所の機能強化、地域での自
主防災組織の充実と避難訓練による防災意識の向上など、危機管理体制の強化を図ります。

（2） 防犯・消費生活対策の推進
　多様化する犯罪に対して、防犯意識の向上や地域防犯活動を支える人材の育成を図ります。また、急増する消
費生活トラブルから市民を守り、安心した消費生活が営める地域づくりに努めます。

（3） 交通安全対策の推進
　交通安全施設の整備や市民の交通安全意識の向上に努め、地域における交通安全の確保を図ります。

（１） 農林業の振興
　農業基盤の整備や新たな担い手の育成、就業環境づくりを促進するとともに、商品価値の高い新たな作物の育
成とブランド化、海外を含めた新規販路の開拓など、地場産品の高付加価値化と魅力発信に取り組みます。

（2） 商工業の振興
　地場産業の石材業をはじめ、地域の企業への多様な支援を進めるほか、企業誘致を推進して雇用を創出しま
す。また、地域に根ざした商業の活性化を図ります。

（3） 観光の振興
　山桜や真壁の町並みをはじめとする桜川市の豊かな観光資源を生かして、市民が主体となる観光振興の取り
組みを進め、交流人口の増大による地域活性化を図ります。

　犯罪がなく災害に強い、安全で安心して暮らすことができるまちづくりを目指します。

安心Ⅲ. 安全安心な暮らしのまちづくり
　地域の資源を生かした農林・商工・観光産業が活力に溢れ、地域内における経済循環が活発
なまちづくりを目指します。

活力Ⅳ. 活力ある産業のまちづくり 序
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　交通安全施設の整備や市民の交通安全意識の向上に努め、地域における交通安全の確保を図ります。
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　農業基盤の整備や新たな担い手の育成、就業環境づくりを促進するとともに、商品価値の高い新たな作物の育
成とブランド化、海外を含めた新規販路の開拓など、地場産品の高付加価値化と魅力発信に取り組みます。

（2） 商工業の振興
　地場産業の石材業をはじめ、地域の企業への多様な支援を進めるほか、企業誘致を推進して雇用を創出しま
す。また、地域に根ざした商業の活性化を図ります。

（3） 観光の振興
　山桜や真壁の町並みをはじめとする桜川市の豊かな観光資源を生かして、市民が主体となる観光振興の取り
組みを進め、交流人口の増大による地域活性化を図ります。

　犯罪がなく災害に強い、安全で安心して暮らすことができるまちづくりを目指します。

安心Ⅲ. 安全安心な暮らしのまちづくり
　地域の資源を生かした農林・商工・観光産業が活力に溢れ、地域内における経済循環が活発
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※１：NPO（p.10参照）
※２：男女共同参画社会とは、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保

され、その結果、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべきという考え方。
用語
解説

（１） 計画的な土地利用の推進
　地理的条件や地域の特性を生かした土地利用を計画的に誘導することで、都市拠点の形成と農村集落の維持
を図り、それらが調和した質の高い生活空間を醸成して、次の世代に住み継ぐことができるまちを築きます。

（2） 景観の良い住環境の保全
　山桜を生かした景観の形成や適切な公園整備により、潤いとやすらぎのある生活環境を創出します。また、空き
家を利活用した住宅の提供や市営住宅の適正な運用など、住みやすい環境を形成し、定住促進を図ります。

（3） 道路網の整備
　市民の移動や産業の振興を図るため、都市の基盤となる幹線道路の整備を促進します。また、生活に欠かせな
い道路などの維持補修や災害時を見据えた道路の整備など、安全で円滑に移動できる道路交通網の構築を図り
ます。

（4） 公共交通の充実
　子どもや高齢者を含めた全ての人が、鉄道やバス、タクシーなどの公共交通機関を利用して、便利で快適に移
動できる公共交通網の形成を図ります。

（5） 下水道の整備
　清潔で快適な生活環境を確保するため、生活排水の適切な処理を進めます。

（6） 上水道の整備
　日常の生活に欠かすことのできない安全安心な水の提供に努めるとともに、災害時に強いライフラインを確保
します。

（7） 廃棄物の抑制と適切な処理
　ごみの排出が徹底的に抑制され、再利用・再生利用される資源循環型社会形成への取り組みを進めます。

（8） 生活環境の保全
　豊かな自然を後世に引き継ぐため、自然環境保全の意識啓発や環境美化の取り組みを進めるとともに、自然の
力を利用した再生可能なエネルギー環境の構築を図ります。

（１） 市民協働のまちづくり
　行政区や地域の市民活動団体、NPO※１法人やボランティアなどによる多様で自主的な活動を支援し、協働に
よるまちづくりを進めます。

（2） 人権尊重のまちづくり
　人権啓発活動を進めて市民の人権尊重に関する理解を深めるとともに、男女がともに働きやすい環境づくりに
よる男女共同参画社会※２の構築に努め、みんなが暮らしやすいまちづくりに取り組みます。

（4） 組織経営と人事マネジメントの充実
　市民ニーズに対応できる組織機構の適正化を図るとともに、職員の能力向上のための人材育成に取り組み
ます。

（5） 健全な財政運営の推進
　総合計画と予算編成の連動を図り、徹底した経費の縮減や効果的な予算配分、民間活力の活用などに努め、健
全で持続可能な財政運営を進めます。

（3） 時代に合った自治体運営
　行政評価の運用や不断の行財政改革の推進、窓口サービスの利便性向上を図り、計画的な行政運営を進めま
す。また、新庁舎を整備して行政運営のさらなる合理化を図るとともに、市民にとって使いやすい公共施設の整
備・統合を進めます。

　豊かな自然環境に包まれ、快適で暮らしやすい生活環境が整ったまちづくりを目指します。

快適Ⅴ. 快適な暮らしのまちづくり
　市民と行政が協働で地域を築き、効果的・効率的な行財政運営を推進する自治のまちづくり
を目指します。
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よるまちづくりを進めます。

（2） 人権尊重のまちづくり
　人権啓発活動を進めて市民の人権尊重に関する理解を深めるとともに、男女がともに働きやすい環境づくりに
よる男女共同参画社会※２の構築に努め、みんなが暮らしやすいまちづくりに取り組みます。
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（3） 時代に合った自治体運営
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　豊かな自然環境に包まれ、快適で暮らしやすい生活環境が整ったまちづくりを目指します。

快適Ⅴ. 快適な暮らしのまちづくり
　市民と行政が協働で地域を築き、効果的・効率的な行財政運営を推進する自治のまちづくり
を目指します。
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第2章 人口と財政、土地利用の見通し
■■ 1． 人口の見通し

　桜川市の人口は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」に
よれば、令和12（2030）年には33,483人、令和22（2040）年には27,452人になると推計されています。

ʲ̍ �rਓޱͷಈ޲

　出生数は年々減少しており、令和２（2020）年は165人であり、平成22（2010）年の304人と比べると、45.7%
減少しています。
　一方、死亡数は増加傾向にありましたが、近年は横ばいとなっています。直近５か年の出生数と死亡数の差は平
均で約425人の自然減となっています。

ʲ̎ �rࣗવಈଶ

　年少人口（０~14歳）は長期的に減少が続き、平成７（1995）年には老年人口（65歳以上）を下回りました。今後
も減少傾向が続くことが予想されます。
　生産年齢人口（15~64歳）は平成２（1990）年から減少が始まり、令和27（2045）年には老年人口を下回る見
込みです。
　老年人口は生産年齢人口が順次老年期に入ることから、現在増加を続けていますが、令和12（2030）年には減
少に転じる見込みです。

ʲ4 �r೥ྸ̏۠෼ผਓޱ
ɹɹʢ೥গਓ̌ޱd14ࡀɺੜ࢈೥ྸਓ15ޱd64ࡀɺ࿝೥ਓࡀ65ޱdʣͷਪҠ

　今後、桜川市の魅力を生かした雇用を創出し、20代・30代の若年層の移住・定住を進めるとともに、結婚・
出産・子育て支援を強化することで出生数の増加を目指します。こうした施策に取り組むことにより、令和7
（2025）年ごろには生産年齢人口が増加傾向に転じ、それに伴い年少人口も増えることで、令和８（2026）年に
少なくとも37,000人の人口の維持を目指します。

ʲ5 �rਓޱͷকདྷల๬

　転入数と転出数は、年による変動はあるものの、一貫して転出数が転入数を上回る転出超過（社会減）が続い
ています。直近５か年の転出入の状況は、平均で約316人の転出超過となっています。

ʲ̏ �rࣾձಈଶ
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第2章 人口と財政、土地利用の見通し
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※１：財政力指数とは、地方公共団体財政の財政力を示す指数のこと。この指数が１を超えると財政が豊かな団体とされ、地方交付税が交付され
ない。

※２：実質公債費比率とは、自治体の収入に対する負債返済の割合を示す。通常、３年間の平均値を使用。18%以上だと、新たな借金をするた
めに国や都道府県の許可が必要。25%以上だと借金を制限される。

用語
解説

■■ 2． 財政の見通し

　桜川市の財政状況については、歳入・歳出ともに依然として厳しい状況となっています。
　歳入面では、「第２章１．人口の見通し」にあるように人口（特に生産年齢人口）の減少が続き、市民税の増収を見
込むことが困難であることから、今後ますます交付税に依存する財政運営となることが予想されています。
　歳出面では、生活保護費に代表される扶助費の増加に加え、公共施設の老朽化に伴う改修などの多額の経費
増大が見込まれます。
　また、複合施設建設事業や新庁舎建設事業、さらに上曽トンネル整備事業等の大規模事業が始まっており、収支
バランスを考慮した財政計画が必要となっています。

ʲ̍ �rࡒ੓ঢ়گ

　各年度の歳入歳出決算額については、合併特例債事業に加え、特別定額給付金などの新型コロナウイルス感
染症関係の臨時的経費があり、年度により増減がある状況です。

ʲ̎ �rֹܾࢉͷਪҠ

　歳入面では、人口の増加が見込めないため、増収を見込むことは困難です。
　歳出面では、複合施設建設事業や新庁舎建設事業、さらに上曽トンネル整備事業等の大規模事業に着手してお
り、令和４（2022）年度から令和８（2026）年度においては歳入歳出差引額が歳出超過と予想され、財政調整基金
の取り崩しを見込むこととなります。
　これまで以上に経費の抑制に努め、行政評価により事業の効果や優先度・重要性を明らかにし、限られた財源
を効果的・効率的に活用することが必要となります。

ʲ4 �rࡀೖɾࡀग़ͷݟ௨͠

　財政力指数※1は、人口（特に生産年齢人口）の伸びがなく、行政に係る需要額の減少もないことから、横ばいで
推移しています。
　また、実質公債費比率※2は、市債借入に対する交付税算入額の増加や固定資産税・地方消費税交付金等の増
加により数値は改善傾向にありましたが、病院建設事業等の市債の元金償還が始まったことにより令和元
（2019）年度、令和２（2020）年度は増加しました。

ʲ̏ �rࡒ੓ྗࢦ਺ͳͲͷਪҠ

年 度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

財政調整
基金残高

2，6453，0963，3873，592 2，009

（単位：百万円）
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※１：財政力指数とは、地方公共団体財政の財政力を示す指数のこと。この指数が１を超えると財政が豊かな団体とされ、地方交付税が交付され
ない。

※２：実質公債費比率とは、自治体の収入に対する負債返済の割合を示す。通常、３年間の平均値を使用。18%以上だと、新たな借金をするた
めに国や都道府県の許可が必要。25%以上だと借金を制限される。

用語
解説

■■ 2． 財政の見通し

　桜川市の財政状況については、歳入・歳出ともに依然として厳しい状況となっています。
　歳入面では、「第２章１．人口の見通し」にあるように人口（特に生産年齢人口）の減少が続き、市民税の増収を見
込むことが困難であることから、今後ますます交付税に依存する財政運営となることが予想されています。
　歳出面では、生活保護費に代表される扶助費の増加に加え、公共施設の老朽化に伴う改修などの多額の経費
増大が見込まれます。
　また、複合施設建設事業や新庁舎建設事業、さらに上曽トンネル整備事業等の大規模事業が始まっており、収支
バランスを考慮した財政計画が必要となっています。

ʲ̍ �rࡒ੓ঢ়گ

　各年度の歳入歳出決算額については、合併特例債事業に加え、特別定額給付金などの新型コロナウイルス感
染症関係の臨時的経費があり、年度により増減がある状況です。

ʲ̎ �rֹܾࢉͷਪҠ

　歳入面では、人口の増加が見込めないため、増収を見込むことは困難です。
　歳出面では、複合施設建設事業や新庁舎建設事業、さらに上曽トンネル整備事業等の大規模事業に着手してお
り、令和４（2022）年度から令和８（2026）年度においては歳入歳出差引額が歳出超過と予想され、財政調整基金
の取り崩しを見込むこととなります。
　これまで以上に経費の抑制に努め、行政評価により事業の効果や優先度・重要性を明らかにし、限られた財源
を効果的・効率的に活用することが必要となります。

ʲ4 �rࡀೖɾࡀग़ͷݟ௨͠

　財政力指数※1は、人口（特に生産年齢人口）の伸びがなく、行政に係る需要額の減少もないことから、横ばいで
推移しています。
　また、実質公債費比率※2は、市債借入に対する交付税算入額の増加や固定資産税・地方消費税交付金等の増
加により数値は改善傾向にありましたが、病院建設事業等の市債の元金償還が始まったことにより令和元
（2019）年度、令和２（2020）年度は増加しました。

ʲ̏ �rࡒ੓ྗࢦ਺ͳͲͷਪҠ

年 度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

財政調整
基金残高

2，6453，0963，3873，592 2，009

（単位：百万円）
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※１：自然公園地域とは、自然公園法により定められた、自然の景観を保護し、国民の保健に資することを目的とした地域。
※２：区域区分とは、都市計画法第７条第１項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分で、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を

図るために、国の同意を得て都道府県が定めるもの。
※３：市街化区域とは、都市計画法第７条第２項に規定する区域で、すでに市街地を形成している区域（既成市街地）や優先的かつ計画的に市

街化を図るべき区域（新市街地）。
※４：市街化調整区域とは、都市計画法第７条第３項に規定する市街化を抑制すべき区域で、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るた

めに定めるもの。

用語
解説

■■ 3． 土地利用の見通し

　桜川市では、古くから自然地形を尊重した土地利用が行われてきました。人々の居住の場は、主に街道沿いや山
裾、河川沿いに分布し、山桜が山々を彩る風景に包まれて豊かな暮らしを営んできました。このように自然と共生し
た土地利用が行われてきた結果、桜川市の土地利用構成は、自然的土地利用が全体の約82％を占めるのに対し
て、都市的・集落的土地利用は全体の約18％に限られています。自然的土地利用は、その過半が農用地区域や自
然公園地域※１の指定を受けています。
　本格的な人口減少社会を迎え、開発需要が低下する中で、この構成比は今後も続くと見込まれます。
　なお、桜川市では、昭和52（1977）年に都市計画法の規定に基づく区域区分※2が定められており、市域全体の
約５％が市街化区域※３に、約95％が市街化調整区域※４にそれぞれ指定されています。

ʲ̍ �r౔஍ར༻ͷگݱ
　桜川市では、人口の約75％が市街化調整区域内の集落に居住しています。この区域は、高度経済成長期に設定
された土地利用規制が色濃く残っており、地域コミュニティの衰退や集落環境の悪化の要因のひとつになっている
と考えられます。このため、都市計画制度の見直しによる土地利用規制の適正化が求められています。
　また、桜川市は、古くから市街地と集落とが密接に関わる都市構造を形成してきました。市街地は、医療、福祉、
商業などの都市機能を担い、集落は、水源の涵養や里山の保全など都市機能以外の多面的機能を発揮して桜川
市の都市基盤を側面から支えています。そのような中、桜川市では、都市構造の中核となる拠点が存在しないこと
から市民の日常生活圏が拡散する傾向にあり、自立的な都市圏を構築するために新たな拠点の形成を図ることが
求められています。

ʲ2 �r౔஍ར༻ͷओͳ՝୊

工業
研究所

学校
病院
図書館
寺院
競技施設

土地利用
区分

住宅用地 併用住宅
用地

商業用地 工業用地 運輸施設
用地

公共用地 文教厚生
用地

公園・緑地
 ・公共空地

ゴルフ場 太陽光
発電施設

適用

一般住宅
共同住宅

店舗併用
住宅

作業所併用
住宅

業務施設
店舗
娯楽施設
宿泊施設
遊戯施設
問屋
卸売施設

飛行場
港湾
倉庫

ターミナル

官公庁
供給処理
施設

公園・広場
緑地
運動場

昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

812 851市街化区域  面積 （ha） - 813 844 844 851 851 851

4.5% 4.7%市街化区域  構成比 - 4.5% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7%

17,194 17,155市街化調整区域  面積（ha） - 17,193 17,162 17,162 17,155 17,155 17,155

95.5% 95.3%市街化調整区域  構成比 - 95.5% 95.3% 95.3% 95.3% 95.3% 95.3%

18,006 18,006合計  面積 （ha) 18,006 18,006 18,006 18,006 18,006 18,006 18,006

昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

13,780 13,074市街化区域  人口 （人） - 13,162 13,585 13,546 12,402 11,901 11,739

26.6% 26.0%市街化区域  構成比 - 25.7% 26.2% 26.1% 25.6% 26.1% 27.5%

37,986 37,260市街化調整区域  人口 （人） - 38,009 38,295 38,426 35,998 33,772 30,893

73.4% 74.0%市街化調整区域  構成比 - 74.3% 73.8% 73.9% 74.4% 73.9% 72.5%

51,766 50,334合計  人口（人） 50,333 51,171 51,880 51,972 48,400 45,673 42,632

月極
時間貸し等
の駐車場

土地利用
区分

その他の
空地

道路用地 鉄道用地 駐車場
用地

田 畑 山林 原野・荒地
・牧野

水面

適用
未建設宅地
用途改変中
の土地
野外利用地

幅員４m
以上の道路
農道
林道

鉄道構内
駅舎含む

水田 畑
果樹園

河川
湖沼
ため池等
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6.4%

併用住宅用地 0.6%

水面 0.9%
商業用地 0.7%
工業用地 1.5%
運輸施設用地 0.0%

文教厚生用地 0.9%
公園・緑地・公共空地 0.4%
ゴルフ場 1.8%
太陽光発電施設 0.7%
その他の空地 1.8%
道路用地 2.9%
鉄道用地 0.1%
駐車場用地 0.1%

公共用地 0.1%

田 18.1%

畑 12.3%

都市的
土地利用

自然的土地利用
山林 44.3%

原野・荒地・
牧野 6.0%

※比率は，小数第２位を四捨五入して算出しているため，合計は100％にはなりません。

ग़యɿ
＊平成27（2015）年都市計画基礎調査をもとに作成しています。
＊都市的土地利用は、住宅用地、併用住宅用地、商業用地、工業用地、運輸施設用地、公共用地、文教厚生用地、公園・緑地・公共空地、
　ゴルフ場、太陽光発電施設、その他の空地、道路用地、鉄道用地及び駐車場用地です。
＊自然的土地利用は、田、畑、山林、原野・荒地・牧野及び水面です。
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※１：自然公園地域とは、自然公園法により定められた、自然の景観を保護し、国民の保健に資することを目的とした地域。
※２：区域区分とは、都市計画法第７条第１項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分で、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を

図るために、国の同意を得て都道府県が定めるもの。
※３：市街化区域とは、都市計画法第７条第２項に規定する区域で、すでに市街地を形成している区域（既成市街地）や優先的かつ計画的に市

街化を図るべき区域（新市街地）。
※４：市街化調整区域とは、都市計画法第７条第３項に規定する市街化を抑制すべき区域で、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るた

めに定めるもの。

用語
解説

■■ 3． 土地利用の見通し

　桜川市では、古くから自然地形を尊重した土地利用が行われてきました。人々の居住の場は、主に街道沿いや山
裾、河川沿いに分布し、山桜が山々を彩る風景に包まれて豊かな暮らしを営んできました。このように自然と共生し
た土地利用が行われてきた結果、桜川市の土地利用構成は、自然的土地利用が全体の約82％を占めるのに対し
て、都市的・集落的土地利用は全体の約18％に限られています。自然的土地利用は、その過半が農用地区域や自
然公園地域※１の指定を受けています。
　本格的な人口減少社会を迎え、開発需要が低下する中で、この構成比は今後も続くと見込まれます。
　なお、桜川市では、昭和52（1977）年に都市計画法の規定に基づく区域区分※2が定められており、市域全体の
約５％が市街化区域※３に、約95％が市街化調整区域※４にそれぞれ指定されています。

ʲ̍ �r౔஍ར༻ͷگݱ
　桜川市では、人口の約75％が市街化調整区域内の集落に居住しています。この区域は、高度経済成長期に設定
された土地利用規制が色濃く残っており、地域コミュニティの衰退や集落環境の悪化の要因のひとつになっている
と考えられます。このため、都市計画制度の見直しによる土地利用規制の適正化が求められています。
　また、桜川市は、古くから市街地と集落とが密接に関わる都市構造を形成してきました。市街地は、医療、福祉、
商業などの都市機能を担い、集落は、水源の涵養や里山の保全など都市機能以外の多面的機能を発揮して桜川
市の都市基盤を側面から支えています。そのような中、桜川市では、都市構造の中核となる拠点が存在しないこと
から市民の日常生活圏が拡散する傾向にあり、自立的な都市圏を構築するために新たな拠点の形成を図ることが
求められています。

ʲ2 �r౔஍ར༻ͷओͳ՝୊
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昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

812 851市街化区域  面積 （ha） - 813 844 844 851 851 851

4.5% 4.7%市街化区域  構成比 - 4.5% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7%

17,194 17,155市街化調整区域  面積（ha） - 17,193 17,162 17,162 17,155 17,155 17,155

95.5% 95.3%市街化調整区域  構成比 - 95.5% 95.3% 95.3% 95.3% 95.3% 95.3%

18,006 18,006合計  面積 （ha) 18,006 18,006 18,006 18,006 18,006 18,006 18,006

昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

13,780 13,074市街化区域  人口 （人） - 13,162 13,585 13,546 12,402 11,901 11,739

26.6% 26.0%市街化区域  構成比 - 25.7% 26.2% 26.1% 25.6% 26.1% 27.5%

37,986 37,260市街化調整区域  人口 （人） - 38,009 38,295 38,426 35,998 33,772 30,893

73.4% 74.0%市街化調整区域  構成比 - 74.3% 73.8% 73.9% 74.4% 73.9% 72.5%

51,766 50,334合計  人口（人） 50,333 51,171 51,880 51,972 48,400 45,673 42,632
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公共用地 0.1%

田 18.1%

畑 12.3%

都市的
土地利用

自然的土地利用
山林 44.3%

原野・荒地・
牧野 6.0%

※比率は，小数第２位を四捨五入して算出しているため，合計は100％にはなりません。

ग़యɿ
＊平成27（2015）年都市計画基礎調査をもとに作成しています。
＊都市的土地利用は、住宅用地、併用住宅用地、商業用地、工業用地、運輸施設用地、公共用地、文教厚生用地、公園・緑地・公共空地、
　ゴルフ場、太陽光発電施設、その他の空地、道路用地、鉄道用地及び駐車場用地です。
＊自然的土地利用は、田、畑、山林、原野・荒地・牧野及び水面です。
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※１：市街化区域（p.29参照）
※２：市街化調整区域（p.29参照）
※３：自然公園地域（p.29参照）
※４：重要伝統的建造物群保存地区（p.19参照）

用語
解説

　土地利用の現況と課題を踏まえ、次のとおり土地利用基本構想を掲げます。
ʲ3 �r౔஍ར༻جຊߏ૝

　桜川市は、先人たちから受け継いだ“まち”とそれを包む豊かな自然とが織り成すこの原風景が、かけがえ
のない市民共有の財産であることを自覚し、これを守り、育み、その価値を一層高め、次世代へと住み継いで
いくことを目指します。
　そのために、土地利用にあたっては公共の福祉を優先させ、土地利用のあり方を「量の拡大」から「質の向
上」へと転換します。都市的土地利用は、拠点に集約しつつ、拠点以外の地域では原則抑制し、集落的土地利
用は、自然的土地利用との調和を図りつつ、地域の合意形成のもと、計画的な誘導に努めます。

　市全域を対象とする土地利用の一般則として、次のとおりゾーニング別土地利用基本構想を定めます。
ʲ4 �rκʔχϯάผ౔஍ར༻جຊߏ૝

　複合産業誘導ゾーンは、市街化区域※１のうち、商業、業務、工業その他の用途によって構成される複合産業用
途に供することが想定される地域です。このゾーンでは、複合産業用途の導入を優先し、これを阻害するおそれの
ある用途の抑制を図ります。

1�ෳ߹ۀ࢈༠ಋκʔϯ

　市街地ゾーンは、市街化区域のうち、現に住居、商業、業務その他の用途に供され、又は供されることが想定さ
れている地域です。このゾーンでは、現に形成されている住居、商業、業務その他の用途の環境の保護を優先し、
工業の用途の抑制を図ります。

஍κʔϯ֗ࢢ�2

　工業生産ゾーンは、（ア）市街化区域のうち、現に工業の用途に供され、又は供されることが想定される相当規
模の一団の地域や（イ）市街化調整区域※２のうち、現に工業の用途に供されている相当規模の一団の地域です。
このゾーンでは、現に形成されている工業の用途の環境の保護を優先し、住居の用途の抑制を図ります。

κʔϯ࢈ੜۀ޻�3

　農業振興ゾーンは、市街化調整区域のうち、農業振興地域の整備に関する法律に規定する農業振興地域（自
然共生ゾーンに係る地域を除く。）です。このゾーンでは、農業上の土地利用の保護を優先し、都市的土地利用の
抑制を図ります。

4�೶ۀৼڵκʔϯ

　自然共生ゾーンは、市街化調整区域のうち、自然公園地域※３、自然環境保全地域、保安林及び国有林に係る地
域です。このゾーンでは、自然的土地利用の保護を優先し、都市的土地利用の抑制を図ります。ただし、自然的土
地利用との調和を図りつつ、これらを観光資源として活用する場合には、この限りではありません。

5�ࣗવڞੜκʔϯ

　都市構造の拠点となる地域を対象とする土地利用の特別則として、次のとおり拠点別土地利用基本構想を定
めます。これは、ゾーニング別土地利用基本構想に優先します。

ʲ5 �rڌ఺ผ౔஍ར༻جຊߏ૝

　桜川・筑西ＩＣ周辺地区は、将来的な市街化区域への編入を視野に、計画的かつ段階的なインフラの整備と医
療、福祉、商業その他の高次都市機能の集積を図り、市の中核となる新たな複合都市拠点の形成を推進します。

઒ɾஜ੢̞ࡩ�1 ̘पล஍۠

　岩瀬市街地は、市民の日常生活を支援する生活支援型の都市拠点として、引き続き、生活支援機能の維持・増
進に努めるとともに、長期的かつ継続的なインフラの整備を図り、良好な住環境の形成に努めます。

஍֗ࢢ੉ؠ�2

　羽黒市街地は、生活支援型の都市拠点として、新たな生活支援機能の集約・確保に努めます。
　また、農地や雑種地などが残り、計画的な市街地の形成が進展していない地区にあっては、土地利用計画の見
直しを視野に検討を進めます。

3�Ӌ֗ࢢࠇ஍

　大和市街地は、行政機能の集まった行政機能型の都市拠点として、現在の行政機能の維持・増進を図るととも
に、新たな行政機能の集約・確保を図ります。また、農地や雑種地などが残り、計画的な市街地の形成が進展して
いない地区にあっては、土地利用計画の見直しを視野に検討を進めます。

4�େ࿨֗ࢢ஍

　真壁市街地は、生活支援型の都市拠点として、生活支援機能の維持・増進に努めるとともに、計画的なインフ
ラの整備を図り、重要伝統的建造物群保存地区※４をはじめとする歴史資源を生かした風格のあるまちづくりを推
進します。

5�ਅน֗ࢢ஍

　つくば真壁工業団地と台山高森工業団地は、工業生産機能に特化した工業専用型の工業拠点として、現在の
工業生産機能の維持・増進に努めます。
　南飯田地区、間中地区及び稲地区は、集落共生型の工業拠点として、現在の工業生産機能の維持に努めつつ、
土地利用計画の見直しを視野に検討を進めます。
　真壁石材谷貝団地と真壁石材塙世団地は、工業専用型の工業拠点として石材業の特性にふさわしい都市機能
の維持・増進に努めます。

஍ஂࡐ஍ɾੴஂۀ޻�6
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※１：市街化区域（p.29参照）
※２：市街化調整区域（p.29参照）
※３：自然公園地域（p.29参照）
※４：重要伝統的建造物群保存地区（p.19参照）

用語
解説

　土地利用の現況と課題を踏まえ、次のとおり土地利用基本構想を掲げます。
ʲ3 �r౔஍ར༻جຊߏ૝

　桜川市は、先人たちから受け継いだ“まち”とそれを包む豊かな自然とが織り成すこの原風景が、かけがえ
のない市民共有の財産であることを自覚し、これを守り、育み、その価値を一層高め、次世代へと住み継いで
いくことを目指します。
　そのために、土地利用にあたっては公共の福祉を優先させ、土地利用のあり方を「量の拡大」から「質の向
上」へと転換します。都市的土地利用は、拠点に集約しつつ、拠点以外の地域では原則抑制し、集落的土地利
用は、自然的土地利用との調和を図りつつ、地域の合意形成のもと、計画的な誘導に努めます。

　市全域を対象とする土地利用の一般則として、次のとおりゾーニング別土地利用基本構想を定めます。
ʲ4 �rκʔχϯάผ౔஍ར༻جຊߏ૝

　複合産業誘導ゾーンは、市街化区域※１のうち、商業、業務、工業その他の用途によって構成される複合産業用
途に供することが想定される地域です。このゾーンでは、複合産業用途の導入を優先し、これを阻害するおそれの
ある用途の抑制を図ります。

1�ෳ߹ۀ࢈༠ಋκʔϯ

　市街地ゾーンは、市街化区域のうち、現に住居、商業、業務その他の用途に供され、又は供されることが想定さ
れている地域です。このゾーンでは、現に形成されている住居、商業、業務その他の用途の環境の保護を優先し、
工業の用途の抑制を図ります。

஍κʔϯ֗ࢢ�2

　工業生産ゾーンは、（ア）市街化区域のうち、現に工業の用途に供され、又は供されることが想定される相当規
模の一団の地域や（イ）市街化調整区域※２のうち、現に工業の用途に供されている相当規模の一団の地域です。
このゾーンでは、現に形成されている工業の用途の環境の保護を優先し、住居の用途の抑制を図ります。

κʔϯ࢈ੜۀ޻�3

　農業振興ゾーンは、市街化調整区域のうち、農業振興地域の整備に関する法律に規定する農業振興地域（自
然共生ゾーンに係る地域を除く。）です。このゾーンでは、農業上の土地利用の保護を優先し、都市的土地利用の
抑制を図ります。

4�೶ۀৼڵκʔϯ

　自然共生ゾーンは、市街化調整区域のうち、自然公園地域※３、自然環境保全地域、保安林及び国有林に係る地
域です。このゾーンでは、自然的土地利用の保護を優先し、都市的土地利用の抑制を図ります。ただし、自然的土
地利用との調和を図りつつ、これらを観光資源として活用する場合には、この限りではありません。

5�ࣗવڞੜκʔϯ

　都市構造の拠点となる地域を対象とする土地利用の特別則として、次のとおり拠点別土地利用基本構想を定
めます。これは、ゾーニング別土地利用基本構想に優先します。

ʲ5 �rڌ఺ผ౔஍ར༻جຊߏ૝

　桜川・筑西ＩＣ周辺地区は、将来的な市街化区域への編入を視野に、計画的かつ段階的なインフラの整備と医
療、福祉、商業その他の高次都市機能の集積を図り、市の中核となる新たな複合都市拠点の形成を推進します。

઒ɾஜ੢̞ࡩ�1 ̘पล஍۠

　岩瀬市街地は、市民の日常生活を支援する生活支援型の都市拠点として、引き続き、生活支援機能の維持・増
進に努めるとともに、長期的かつ継続的なインフラの整備を図り、良好な住環境の形成に努めます。

஍֗ࢢ੉ؠ�2

　羽黒市街地は、生活支援型の都市拠点として、新たな生活支援機能の集約・確保に努めます。
　また、農地や雑種地などが残り、計画的な市街地の形成が進展していない地区にあっては、土地利用計画の見
直しを視野に検討を進めます。

3�Ӌ֗ࢢࠇ஍

　大和市街地は、行政機能の集まった行政機能型の都市拠点として、現在の行政機能の維持・増進を図るととも
に、新たな行政機能の集約・確保を図ります。また、農地や雑種地などが残り、計画的な市街地の形成が進展して
いない地区にあっては、土地利用計画の見直しを視野に検討を進めます。

4�େ࿨֗ࢢ஍

　真壁市街地は、生活支援型の都市拠点として、生活支援機能の維持・増進に努めるとともに、計画的なインフ
ラの整備を図り、重要伝統的建造物群保存地区※４をはじめとする歴史資源を生かした風格のあるまちづくりを推
進します。

5�ਅน֗ࢢ஍

　つくば真壁工業団地と台山高森工業団地は、工業生産機能に特化した工業専用型の工業拠点として、現在の
工業生産機能の維持・増進に努めます。
　南飯田地区、間中地区及び稲地区は、集落共生型の工業拠点として、現在の工業生産機能の維持に努めつつ、
土地利用計画の見直しを視野に検討を進めます。
　真壁石材谷貝団地と真壁石材塙世団地は、工業専用型の工業拠点として石材業の特性にふさわしい都市機能
の維持・増進に努めます。
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※１：市街化調整区域（p.29参照）用語
解説

　水源の涵養や里山の保全などの多面的機能を発揮する集落は、自然的土地利用が全体の約82％を占める桜川
市にとってなくてはならない存在です。また、歴史と伝統を受け継ぎ、自治的な共助機能を備えた地域コミュニティ
は、人口減少・少子高齢社会に対応し得る可能性を秘めた貴重な資産であると考えられます。
　桜川市は、市街化調整区域※１内の集落を次世代へ継承していくことを目指し、集落が構成する自立的な日常生
活圏（集落生活圏）の形成を支援するとともに、その制度的基盤として、農業による土地利用と調和を図りつつ、地
区計画の策定を推進します。
　また、良好な住環境が形成されている郊外住宅地や公園など集落生活圏の一部を構成する地区では、それぞれ
の地区にふさわしい土地利用の形成又は転換に努めます。
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※１：市街化調整区域（p.29参照）用語
解説

　水源の涵養や里山の保全などの多面的機能を発揮する集落は、自然的土地利用が全体の約82％を占める桜川
市にとってなくてはならない存在です。また、歴史と伝統を受け継ぎ、自治的な共助機能を備えた地域コミュニティ
は、人口減少・少子高齢社会に対応し得る可能性を秘めた貴重な資産であると考えられます。
　桜川市は、市街化調整区域※１内の集落を次世代へ継承していくことを目指し、集落が構成する自立的な日常生
活圏（集落生活圏）の形成を支援するとともに、その制度的基盤として、農業による土地利用と調和を図りつつ、地
区計画の策定を推進します。
　また、良好な住環境が形成されている郊外住宅地や公園など集落生活圏の一部を構成する地区では、それぞれ
の地区にふさわしい土地利用の形成又は転換に努めます。
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第1部 後期基本計画の構成と分野別基本計画
■■ 序章 後期基本計画の構成

ヤ
マ
ザ
ク
ラ
と
市
民
の
幸
せ
が
咲
く
ま
ち 

桜
川

基本構想（　2017年度　～ 2026年度　）

将来像 政　策

政策分野毎に全ての施策を網羅した計画

分野別基本計画（施策）
分野別基本計画のうち、政策分野を横断して、優先
的かつ重点的に実施する取り組みをプロジェクトと
して再構成

ヤマザクラと市民の幸せを咲かせるプロジェクト

後期基本計画（　2022年度　～ 2026年度　）

1-1　子育て支援の充実と少子化対策の推進
1-2　健康づくりの推進
1-3　地域医療体制の充実
1-4　地域福祉の推進
1-5　障がい者福祉の充実
1-6　高齢者福祉の推進
1-7　社会保障制度の健全運営

5-1　計画的な土地利用の推進
5-2　景観の良い住環境の保全
5-3　道路網の整備
5-4　公共交通の充実
5-5　下水道の整備
5-6　上水道の整備
5-7　廃棄物の抑制と適切な処理
5-8　生活環境の保全

2-1　学校教育の充実
2-2　生涯学習・芸術文化活動の推進
2-3　青少年の健全育成
2-4　生涯スポーツ活動の振興
2-5　文化財の保存活用

6-1　市民協働のまちづくり
6-2　人権尊重のまちづくり
6-3　時代に合った自治体運営
6-4　組織経営と人事マネジメントの充実
6-5　健全な財政運営の推進

3-1　消防・防災対策の充実
3-2　防犯・消費生活対策の推進
3-3　交通安全対策の推進

4-1　農林業の振興
4-2　商工業の振興
4-3　観光の振興

子どもから高齢者まで健康で
共生のまちづくり

１ 共生

生きがいを育む学びのまちづくり
2 学び

安全安心な暮らしのまちづくり
3 安心

活力ある産業のまちづくり
4 活力

快適な暮らしのまちづくり
5 快適

みんなで築く自治のまちづくり
6 自治

そっと差し伸べられた手、
温もりとやさしさに
包まれたまちづくり

1

降り注ぐ太陽のような
眩しくきらめくまちづくり2

風を感じたくなる
居心地よいまちづくり3

ヤマザクラの歩みとともに、
夢が語れる、
歴史が語れるまちづくり

4
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第1部 後期基本計画の構成と分野別基本計画
■■ 序章 後期基本計画の構成

ヤ
マ
ザ
ク
ラ
と
市
民
の
幸
せ
が
咲
く
ま
ち 

桜
川

基本構想（　2017年度　～ 2026年度　）

将来像 政　策

政策分野毎に全ての施策を網羅した計画

分野別基本計画（施策）
分野別基本計画のうち、政策分野を横断して、優先
的かつ重点的に実施する取り組みをプロジェクトと
して再構成

ヤマザクラと市民の幸せを咲かせるプロジェクト

後期基本計画（　2022年度　～ 2026年度　）

1-1　子育て支援の充実と少子化対策の推進
1-2　健康づくりの推進
1-3　地域医療体制の充実
1-4　地域福祉の推進
1-5　障がい者福祉の充実
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1-7　社会保障制度の健全運営

5-1　計画的な土地利用の推進
5-2　景観の良い住環境の保全
5-3　道路網の整備
5-4　公共交通の充実
5-5　下水道の整備
5-6　上水道の整備
5-7　廃棄物の抑制と適切な処理
5-8　生活環境の保全

2-1　学校教育の充実
2-2　生涯学習・芸術文化活動の推進
2-3　青少年の健全育成
2-4　生涯スポーツ活動の振興
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6-3　時代に合った自治体運営
6-4　組織経営と人事マネジメントの充実
6-5　健全な財政運営の推進
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3-2　防犯・消費生活対策の推進
3-3　交通安全対策の推進
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4-2　商工業の振興
4-3　観光の振興

子どもから高齢者まで健康で
共生のまちづくり

１ 共生

生きがいを育む学びのまちづくり
2 学び

安全安心な暮らしのまちづくり
3 安心

活力ある産業のまちづくり
4 活力

快適な暮らしのまちづくり
5 快適

みんなで築く自治のまちづくり
6 自治

そっと差し伸べられた手、
温もりとやさしさに
包まれたまちづくり

1

降り注ぐ太陽のような
眩しくきらめくまちづくり2

風を感じたくなる
居心地よいまちづくり3

ヤマザクラの歩みとともに、
夢が語れる、
歴史が語れるまちづくり

4
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※１：パートナーシップとは、仕事を行う上での協力関係のこと。
※２：ステークホルダーとは、企業などの組織が様々な活動を行うことで影響を受ける利害関係者のこと。
※３：フォローアップとは、既に開始している事業について強化をしたり、効果を確認したりするために繰り返し行うこと。また、その後の進展など

を継続的に調査すること。

用語
解説

■■ 後期基本計画におけるSDGｓの推進と位置づけ

　「SDGs（エスディージーズ）」とは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称であ
り、平成27（2015）年9月に国連で開かれたサミットの中で採択された「持続可能な開発のための2030アジェン
ダ」（以下「2030アジェンダ」という。）の中で掲げられた国際社会共通の目標です。2030アジェンダには、５つの
要素が掲げられています。
　SDGsは令和12（2030）年を達成期限とし、17の目標と、これを達成するための169のターゲットを掲げ、「誰
一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指し、国際社会全体が取り組んでいます。
　我が国においては、平成28（2016）年12月に「SDGs実施指針」が策定され、SDGs達成に向けた優先すべき
８つの課題と重視すべき５つの主要原則を掲げています。また、優先課題に対する具体策は、SDGsアクションプラ
ンに記載され、令和３（2021）年12月には、新型コロナウイルス感染症拡大の影響下でも、全ての人が生きがい
を感じられる、新しい社会を目指す「SDGsアクションプラン2022」が策定され、取り組みを推進しています。

4%(͂ ͱ͸ 　国は「SDGs実施指針」の中で、各地方自治体に対し、各種計画や戦略、方針、個別の施策の策定や改訂に当
たってはSDGsの要素を最大限反映することを奨励しつつ、関係機関等との連携の強化等により、SDGs達成に
向けた取り組みを促進することとしています。
　本市も持続可能なまちづくりを目指し、本計画においては、市の将来像の実現のための各施策と重点プロジェ
クトにSDGsの17の目標を紐づけて、取り組みの推進を図っていくものです。

͂)ըʹ͓͚Δ4%ܭຊجظޙ ͷਪਐͱҐஔ͚ͮ

◆ People：
◆ Planet：
◆ Prosperity：
◆ Peace：
◆ Partnership：

椂ؒ
地ٿ
ൟӫ
平和
パートφーγップ １˞

《５つの要素》
◆普遍性：
◆包摂性：

◆参画型：
◆統合性：
◆透明性：

楻進国をؚΊてɺ全ての国͕行ಈ
椂ؒの安全保োの理೦を൓өしɺ

「୭一椂औり͞࢒ない」
全てのスςークϗルμー ２˞͕ 役ׂを
社会ɾ経済ɾ環境に౷合తにऔり組Ή
定期తにϑΥローアップ ３˞

《５つの主要原則》

桜川市 将来像
ヤマザクラと市民の幸せが咲くまち 桜川

ͷͨΊͷऔΓ૊Έਪਐݱ࣮

後期基本計画
第１部 31の施策
第２部 ヤマザクラと市民の
　　 幸せを咲かせるプロジェクト

重点プロジェクトと
紐づけ各施策と紐づけ

ϠϚβΫϥͱࢢຽͷ࡙͕ͤ͘޾
࣋ଓՄೳͳ·ͪͮ Γ͘ʹ͚ͯ޲
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※１：パートナーシップとは、仕事を行う上での協力関係のこと。
※２：ステークホルダーとは、企業などの組織が様々な活動を行うことで影響を受ける利害関係者のこと。
※３：フォローアップとは、既に開始している事業について強化をしたり、効果を確認したりするために繰り返し行うこと。また、その後の進展など

を継続的に調査すること。

用語
解説

■■ 後期基本計画におけるSDGｓの推進と位置づけ

　「SDGs（エスディージーズ）」とは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称であ
り、平成27（2015）年9月に国連で開かれたサミットの中で採択された「持続可能な開発のための2030アジェン
ダ」（以下「2030アジェンダ」という。）の中で掲げられた国際社会共通の目標です。2030アジェンダには、５つの
要素が掲げられています。
　SDGsは令和12（2030）年を達成期限とし、17の目標と、これを達成するための169のターゲットを掲げ、「誰
一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指し、国際社会全体が取り組んでいます。
　我が国においては、平成28（2016）年12月に「SDGs実施指針」が策定され、SDGs達成に向けた優先すべき
８つの課題と重視すべき５つの主要原則を掲げています。また、優先課題に対する具体策は、SDGsアクションプラ
ンに記載され、令和３（2021）年12月には、新型コロナウイルス感染症拡大の影響下でも、全ての人が生きがい
を感じられる、新しい社会を目指す「SDGsアクションプラン2022」が策定され、取り組みを推進しています。

4%(͂ ͱ͸ 　国は「SDGs実施指針」の中で、各地方自治体に対し、各種計画や戦略、方針、個別の施策の策定や改訂に当
たってはSDGsの要素を最大限反映することを奨励しつつ、関係機関等との連携の強化等により、SDGs達成に
向けた取り組みを促進することとしています。
　本市も持続可能なまちづくりを目指し、本計画においては、市の将来像の実現のための各施策と重点プロジェ
クトにSDGsの17の目標を紐づけて、取り組みの推進を図っていくものです。

͂)ըʹ͓͚Δ4%ܭຊجظޙ ͷਪਐͱҐஔ͚ͮ

◆ People：
◆ Planet：
◆ Prosperity：
◆ Peace：
◆ Partnership：

椂ؒ
地ٿ
ൟӫ
平和
パートφーγップ １˞

《５つの要素》
◆普遍性：
◆包摂性：

◆参画型：
◆統合性：
◆透明性：

楻進国をؚΊてɺ全ての国͕行ಈ
椂ؒの安全保োの理೦を൓өしɺ

「୭一椂औり͞࢒ない」
全てのスςークϗルμー ２˞͕ 役ׂを
社会ɾ経済ɾ環境に౷合తにऔり組Ή
定期తにϑΥローアップ ３˞

《５つの主要原則》

桜川市 将来像
ヤマザクラと市民の幸せが咲くまち 桜川

ͷͨΊͷऔΓ૊Έਪਐݱ࣮

後期基本計画
第１部 31の施策
第２部 ヤマザクラと市民の
　　 幸せを咲かせるプロジェクト

重点プロジェクトと
紐づけ各施策と紐づけ

ϠϚβΫϥͱࢢຽͷ࡙͕ͤ͘޾
࣋ଓՄೳͳ·ͪͮ Γ͘ʹ͚ͯ޲
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※ＵＣＬＧ（United Cities and Local Governments）（「私たちのまちにとってのＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）－導入のためのガイドライン（2018年3月
版（第2版）」（自治体ＳＤＧｓガイドライン検討委員会編集））をもとに作成

※１：ジェンダーとは、男性と女性の役割の違いによって生まれる社会的・文化的性差のこと。
※２：ディーセント・ワークとは、権利が保障され、十分な収入を生み出し、適切な社会的保護が与えられる生産的な仕事のこと。
※３：レジリエントとは、速やかに元の状態に回復する能力・性質のこと。
※4：３Ｒ（p.7参照）
※5：パートナーシップ（p.39参照）

用語
解説

4%(Tͱ࣏ࣗମߦ੓ͷؔ܎

自治体行政は貧困で生活に苦しむ人々を特定し、支援する上で最も適したポジションにいます。各自治体に
おいてすべての住民に必要最低限の暮らしが確保されるよう、きめ細やかな支援策が求められています。

͋ΒΏΔ৔ॴͰɺ͋ ΒΏΔܗଶͷශࠔʹऴූࢭΛଧͭ

自治体は土地や水資源を含む自然資産を活用して農業や畜産などの食料生産の支援を行うことが可能で
す。そのためにも適切な土地利用計画が不可欠です。公的・私的な土地で都市農業を含む食料生産活動を
推進し、安全な食料確保に貢献することもできます。

ٌծʹऴූࢭΛଧͪɺ৯ྉͷ҆ఆ֬อͱӫཆঢ়ଶͷվળΛୡ੒͢Δͱͱ΋ʹɺ࣋ ଓՄೳͳ೶ۀΛਪਐ͢Δ

住民の健康維持は自治体の保健福祉行政の根幹です。国民皆保険制度の運営も住民の健康維持に貢献し
ています。都市環境を良好に保つことによって住民の健康状態を維持・改善可能であるという研究成果も
得られています。

͋ΒΏΔ೥ྸͷ͢΂ͯͷਓʑͷ݈߁తͳੜ׆Λ֬อ͠ɺ෱ࢱΛਪਐ͢Δ

教育の中でも特に義務教育等の初等教育においては自治体が果たすべき役割は非常に大きいと言えます。
地域住民が自ら考え、行動する力を育むためにも、学校教育と社会教育の両面における自治体行政の取り
組みは重要です。

͢΂ͯͷਓʑʹแઁత͔ͭެฏͰ࣭ͷڭ͍ߴҭΛఏ͠ڙɺੜֶ֔शͷػձΛଅਐ͢Δ

自治体による女性や子ども等の弱者の人権を守る取り組みは大変重要です。また、自治体行政や社会シス
テムにジェンダー平等を反映させるために行政職員や審議会委員等における女性の割合を増やすことも重
要な取り組みと言えます。

δΣϯμʔ˞̍ ͷฏ౳Λୡ੒͠ɺ͢ ΂ͯͷঁੑͱঁࣇͷΤϯύϫʔϝϯτΛਤΔ

安全で清潔な水へのアクセスは住民の日常生活を支える基盤です。水道事業は自治体の行政サービスとし
て提供されることが多く、水源地の環境保全を通して水質を良好に保つことも自治体の大事な責務です。

͢΂ͯͷਓʑʹਫͱӴੜ΁ͷΞΫηεΛ֬อ͢Δ

公共建築物に対して率先して省/再エネを推進したり、住民が省/再エネ対策を推進する際に補助を出した
りする等、安価かつ効率的で信頼性の高い持続可能なエネルギー源へのアクセスを増やすことも自治体の
大きな役割と言えます。

ख͝ΖͰ৴པͰ͖ɺ࣋ ଓՄೳ͔ͭۙ୅తͳΤωϧΪʔ΁ͷΞΫηεΛ֬อ͢Δ

自治体は経済成長戦略の策定を通して地域経済の活性化や雇用の創出に直接的に関与することができま
す。また、勤務環境の改善や社会サービスの制度整備を通して労働者の待遇を改善することも可能な立場
にあります。

͢΂ͯͷਓʑͷͨΊͷแઁత͔ͭ࣋ଓՄೳͳࡁܦ੒௕ɺٴ༺ޏͼσΟʔηϯτɾϫʔΫ˞̎ Λਪਐ͢Δ

自治体は地域のインフラ整備に対して極めて大きな役割を有しています。地域経済の活性化戦略の中に地
元企業の支援などを盛り込むことで、新たな産業やイノベーションを創出することにも貢献することができ
ます。

ϨδϦΤϯτ˞̏ ͳΠϯϑϥΛ੔උ͠ɺ࣋ ଓՄೳͳۀ࢈ԽΛਪਐ͢Δͱͱ΋ʹɺΠϊϕʔγϣϯͷ֦େΛਤΔ

差別や偏見の解消を推進する上でも自治体は主導的な役割を担うことができます。少数意見を吸い上げつ
つ、不公平・不平等のないまちづくりを行うことが求められています。

Ոؒͷෆฏ౳Λੋਖ਼͢Δࠃͼٴ಺ࠃ

包摂的で、安全な、強靭で持続可能なまちづくりを進めることは首長や自治体行政職員にとって究極的な目
標であり、存在理由そのものです。都市化が進む世界の中で自治体行政の果たし得る役割は益々大きく
なっています。

౎ࢢΛแઁతɺ̓ શɺϨδϦΤϯτ͔ͭ࣋ଓՄೳʹ͢Δ

環境負荷削減を進める上で持続可能な生産と消費は非常に重要なテーマです。これを推進するためには住
民一人ひとりの意識や行動を見直す必要があります。省エネや３R※４の徹底など、住民対象の環境教育など
を行うことでこの流れを加速させることが可能です。

࣋ଓՄೳͳফඅͱੜ࢈ͷύλʔϯΛ֬อ͢Δ

気候変動問題は年々深刻化し、既に多くの形でその影響は顕在化しています。従来の温室効果ガス削減と
いった緩和策だけでなく、気候変動に備えた適応策の検討と策定を各自治体で行うことが求められています。

ΛऔΔࡦରٸۓΊɺͨ͏͔޲ཱͪʹڹมಈͱͦͷӨީؾ

海洋汚染の原因の８割は陸上の活動に起因しているといわれています。まちの中で発生した汚染が河川等
を通して海洋に流れ出ることがないように、臨海都市だけでなくすべての自治体で汚染対策を講じることが
重要です。

ւ༸ͱւ༸ݯࢿΛอશ͠ɺ࣋ ଓՄೳͳܗͰར༻͢Δ

自然生態系の保護と土地利用計画は密接な関係があり、自治体が大きな役割を有すると言えます。自然資
産を広域に保護するためには、自治体単独で対策を講じるのではなく、国や周辺自治体、その他関係者との
連携が不可欠です。

৿ྛͷ࣋ଓՄೳͳ؅ཧɺ࠭ യԽ΁ͷରॲɺ౔஍ྼԽͷ્ٴࢭͼٯసɺͳΒͼʹੜ෺ଟ༷ੑଛࣦͷ્ࢭΛਤΔ

平和で公正な社会をつくる上でも自治体は大きな責務を負っています。地域内の多くの住民の参画を促し
て参加型の行政を推進して、暴力や犯罪を減らすことも自治体の役割と言えます。

ެਖ਼ɺฏ࿨͔ͭแઁతͳࣾձΛਪਐ͢Δ

自治体は公的／民間セクター、住民、ＮＧＯ／ＮＰＯなど多くの関係者を結び付け、パートナーシップ※５の推
進を担う中核的な存在になり得ます。持続可能な世界を構築していく上で多様な主体の協力関係を築くこ
とは極めて重要です。

࣋ଓՄೳͳ։ൃʹ͚ͯ޲άϩʔόϧɾύʔτφʔγοϓΛੑ׆Խ͢Δ
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※ＵＣＬＧ（United Cities and Local Governments）（「私たちのまちにとってのＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）－導入のためのガイドライン（2018年3月
版（第2版）」（自治体ＳＤＧｓガイドライン検討委員会編集））をもとに作成

※１：ジェンダーとは、男性と女性の役割の違いによって生まれる社会的・文化的性差のこと。
※２：ディーセント・ワークとは、権利が保障され、十分な収入を生み出し、適切な社会的保護が与えられる生産的な仕事のこと。
※３：レジリエントとは、速やかに元の状態に回復する能力・性質のこと。
※4：３Ｒ（p.7参照）
※5：パートナーシップ（p.39参照）

用語
解説

4%(Tͱ࣏ࣗମߦ੓ͷؔ܎
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͋ΒΏΔ৔ॴͰɺ͋ ΒΏΔܗଶͷශࠔʹऴූࢭΛଧͭ
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ٌծʹऴූࢭΛଧͪɺ৯ྉͷ҆ఆ֬อͱӫཆঢ়ଶͷվળΛୡ੒͢Δͱͱ΋ʹɺ࣋ ଓՄೳͳ೶ۀΛਪਐ͢Δ
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͋ΒΏΔ೥ྸͷ͢΂ͯͷਓʑͷ݈߁తͳੜ׆Λ֬อ͠ɺ෱ࢱΛਪਐ͢Δ
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͢΂ͯͷਓʑʹแઁత͔ͭެฏͰ࣭ͷڭ͍ߴҭΛఏ͠ڙɺੜֶ֔शͷػձΛଅਐ͢Δ
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δΣϯμʔ˞̍ ͷฏ౳Λୡ੒͠ɺ͢ ΂ͯͷঁੑͱঁࣇͷΤϯύϫʔϝϯτΛਤΔ
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͢΂ͯͷਓʑʹਫͱӴੜ΁ͷΞΫηεΛ֬อ͢Δ
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ख͝ΖͰ৴པͰ͖ɺ࣋ ଓՄೳ͔ͭۙ୅తͳΤωϧΪʔ΁ͷΞΫηεΛ֬อ͢Δ
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͢΂ͯͷਓʑͷͨΊͷแઁత͔ͭ࣋ଓՄೳͳࡁܦ੒௕ɺٴ༺ޏͼσΟʔηϯτɾϫʔΫ˞̎ Λਪਐ͢Δ
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ϨδϦΤϯτ˞̏ ͳΠϯϑϥΛ੔උ͠ɺ࣋ ଓՄೳͳۀ࢈ԽΛਪਐ͢Δͱͱ΋ʹɺΠϊϕʔγϣϯͷ֦େΛਤΔ

差別や偏見の解消を推進する上でも自治体は主導的な役割を担うことができます。少数意見を吸い上げつ
つ、不公平・不平等のないまちづくりを行うことが求められています。

Ոؒͷෆฏ౳Λੋਖ਼͢Δࠃͼٴ಺ࠃ
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自治体は公的／民間セクター、住民、ＮＧＯ／ＮＰＯなど多くの関係者を結び付け、パートナーシップ※５の推
進を担う中核的な存在になり得ます。持続可能な世界を構築していく上で多様な主体の協力関係を築くこ
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͂)ͱ4%ࡦࢪ ͷؔ܎

政策1　共生　子どもから高齢者まで健康で共生のまちづくり
　　　1-1　子育て支援の充実と少子化対策の推進
　　　1-2　健康づくりの推進
　　　1-3　地域医療体制の充実
　　　1-4　地域福祉の推進
　　　1-5　障がい者福祉の充実
　　　1-6　高齢者福祉の推進
　　　1-7　社会保障制度の健全運営
政策2　学び　生きがいを育む学びのまちづくり
　　　2-1　学校教育の充実
　　　2-2　生涯学習・芸術文化活動の推進
　　　2-3　青少年の健全育成
　　　2-4　生涯スポーツ活動の振興
　　　2-5　文化財の保存活用
政策3　安心　安全安心な暮らしのまちづくり
　　　3-1　消防・防災対策の充実
　　　3-2　防犯・消費生活対策の推進
　　　3-3　交通安全対策の推進
政策4　活力　活力ある産業のまちづくり
　　　4-1　農林業の振興
　　　4-2　商工業の振興
　　　4-3　観光の振興
政策5　快適　快適な暮らしのまちづくり
　　　5-1　計画的な土地利用の推進
　　　5-2　景観の良い住環境の保全
　　　5-3　道路網の整備
　　　5-4　公共交通の充実
　　　5-5　下水道の整備
　　　5-6　上水道の整備
　　　5-7　廃棄物の抑制と適切な処理
　　　5-8　生活環境の保全
政策6　自治　みんなで築く自治のまちづくり
　　　6-1　市民協働のまちづくり
　　　6-2　人権尊重のまちづくり
　　　6-3　時代に合った自治体運営
　　　6-4　組織経営と人事マネジメントの充実
　　　6-5　健全な財政運営の推進

施策分野
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͂)ͱ4%ࡦࢪ ͷؔ܎

政策1　共生　子どもから高齢者まで健康で共生のまちづくり
　　　1-1　子育て支援の充実と少子化対策の推進
　　　1-2　健康づくりの推進
　　　1-3　地域医療体制の充実
　　　1-4　地域福祉の推進
　　　1-5　障がい者福祉の充実
　　　1-6　高齢者福祉の推進
　　　1-7　社会保障制度の健全運営
政策2　学び　生きがいを育む学びのまちづくり
　　　2-1　学校教育の充実
　　　2-2　生涯学習・芸術文化活動の推進
　　　2-3　青少年の健全育成
　　　2-4　生涯スポーツ活動の振興
　　　2-5　文化財の保存活用
政策3　安心　安全安心な暮らしのまちづくり
　　　3-1　消防・防災対策の充実
　　　3-2　防犯・消費生活対策の推進
　　　3-3　交通安全対策の推進
政策4　活力　活力ある産業のまちづくり
　　　4-1　農林業の振興
　　　4-2　商工業の振興
　　　4-3　観光の振興
政策5　快適　快適な暮らしのまちづくり
　　　5-1　計画的な土地利用の推進
　　　5-2　景観の良い住環境の保全
　　　5-3　道路網の整備
　　　5-4　公共交通の充実
　　　5-5　下水道の整備
　　　5-6　上水道の整備
　　　5-7　廃棄物の抑制と適切な処理
　　　5-8　生活環境の保全
政策6　自治　みんなで築く自治のまちづくり
　　　6-1　市民協働のまちづくり
　　　6-2　人権尊重のまちづくり
　　　6-3　時代に合った自治体運営
　　　6-4　組織経営と人事マネジメントの充実
　　　6-5　健全な財政運営の推進

施策分野

序章　後期基本計画の構成

第
1
部
後
期
基
本
計
画
の
構
成
と

分
野
別
基
本
計
画

2
　学
び

3
　安
心

4
　活
力

5
　快
適

6
　自
治

第
2
部
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
と
市
民
の
幸
せ
を

咲
か
せ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

序
　
　論

基
本
構
想

基
本
計
画

付
属
資
料

第
1
部
後
期
基
本
計
画
の
構
成
と

分
野
別
基
本
計
画

第
2
部
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
と
市
民
の
幸
せ
を

咲
か
せ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

1
　共
生



44 Sakuragawa City

■■ 後期基本計画の見方

子育て支援の充実と少子化対策の推進1-1 主管課 児童福祉課
関係課 国保年金課、生活環境課、こども園、健康推進課、農林課、学校教育課

●市内には、認定こども園が６箇所、小規模保育施設が１箇所あります。利用者負担額については、多子世帯の保
育施設利用に係る経済的負担の軽減を目的に、市の事業による第2子・第3子以降の子に対する負担額の助
成を行っています。平成30（2018）年10月からは筑西市との契約により、西部メディカルセンター内で病児保
育を実施しています。
●出産・育児に伴う経済的負担の大きさや、育児に対する不安など保護者の心理的負担が増えています。
●ファミリー・サポート・センター※１事業として、援助会員が依頼会員の子どもを預かる取り組みを行っています。
●子育て中の家庭を対象に子どもの遊び場確保と保護者の交流の場として、子育て支援センターを市内3箇所
に設けています。
●学童クラブ※2を小学校単位で開設し、小学校6年生まで受け入れています。
●平成31（2019）年度に「第2期桜川市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、地域の子育て支援のための総
合的かつ計画的な取り組みを進めています。

●若者に出会いの場を提供し、結婚支援を行っています。
●少子化が進行している状況においても、子育て世代の女性就業率の上昇などにより就労世帯が利用しやすい
環境を整え、対策を継続して行っております。

⿣ɹݱɹɹঢ়

⿣ɹ՝ɹɹ୊
●社会的環境の変化から、仕事と子育ての両立を希望する保護者を支援する子育ての環境の充実が求められて
います。
●特別な支援が必要な子どもが増加傾向にあり、一人ひとりの特性等に配慮した支援が求められています。
●ファミリー・サポート・センターの利用者が少なく、事業の周知及び改善が必要です。
●学童クラブの利用児童が増加したことにより、支援員の確保が必要です。
●子育て中の親同士の交流を促進する場所や機会の確保など、保護者が子育てを楽しいと感じられる環境の整
備・拡充が求められています。
●ひとり親家庭など低所得世帯への就労や子育て支援が必要です。
●出産・育児に伴う経済的支援の充実化が求められています。
●若者に幅広い出会いの場を提供するため、いばらき出会いサポートセンターの活用やNPO※３法人などと連携
した取り組みが求められています。

●第2期桜川市子ども・子育て支援事業計画 ‐さくらがわスマイル子どもプラン‐
●第2次桜川市次世代育成支援行動計画

⿣ɹओͳؔ࿈ܭը

⿣ɹࡦࢪͷ໨ඪࢦඪ ⿣ɹࡦࢪͷ໨࢟͢ࢦΛ࣮͢ݱΔͨΊͷखஈ

ᶃ 子育てがしやすいまちだと思う割合

指標名分類 現状値（2020年度） 目標値（2026年度）

ᶄ

ᶅ

子育てが楽しいと感じる保護者の割合

仕事と子育てが両立できていると思う保護者の割合

成果指標

成果指標

成果指標

50.8%

82.4%

66.5%

55.0%

88.0%

70.0%

施策の目指す姿 安心して子どもを産み、子育てができている。

※１：ファミリー・サポート・センターとは、育児の手助けを受けたい人（依頼会員）と手助けしたい人（援助会員）が会員になり、子育てについ
て助け合う会員組織。

※２：学童クラブとは、仕事などで保護者や家族が昼間家庭にいない児童に対し、放課後や土曜日、夏休みなどに安全に過ごせる居場所を提供
し、健全育成を図ることを目的とした施設のこと。

※３：NPO（p.10参照）

用語
解説

ʬɹ̍ �̍ �̍ ɹࢠҭͯͷࢧԉମ੍ͷॆ࣮ɹʭ
ライフスタイルが多様化する保護者のニーズに沿って、子育てと就労の両立を支援します。
◎必要な保育施設や保育士の確保
◎保護者の復職に伴う低年齢児の保育施設への受け
入れ

◎延長保育、一時預かり保育などの充実
◎個々の発達状態に合わせた保育サービスの充実

◎ファミリー・サポート・センター事業の周知徹底及
び利用者のニーズ確認による事業内容の改善、援
助会員の育成
◎学童クラブの施設整備や支援員の確保
◎全ての子どもが健やかに成長し、安心して子育てが
できる環境の整備

ʬɹ̍ �̍ �̎ ɹอऀޢ૬ஊମ੍ͷॆ࣮ɹʭ
子どもや家庭の状況に応じた相談体制の充実を図ります。
◎子育て世帯の交流や子どもの育成への支援体制の
充実

◎家庭児童相談に対する支援体制の強化

◎要保護児童の早期発見と関係機関の連携による適
切な保護
◎児童虐待に対する予防対策の充実

ʬɹ̍ �̍ �̏ ɹࡁܦ໘ͷࢠҭͯࢧԉɹʭ
子育て世帯を経済的に支援し負担を軽減します。
◎医療費助成や各種手当などによる子育て支援
◎教育や保育施設利用者負担額への支援

◎妊娠・出産費用への支援
◎新たな経済支援のあり方の検討

ʬɹ̍ �̍ �̐ ɹ݁ࠗͷԠԉɹʭ
若者の結婚に対する意識醸成を図ります。
◎結婚を希望する若者への婚活支援 ◎NPO法人などと連携した婚活パーティーの開催

■ 子育てについて学び考え、保護者としての自覚と責
任を持ちます。

■ 子育て仲間と一緒に育児を楽しみ、悩みを相談し合
える関係をつくります。

■ 子どもの健やかな成長を家庭や地域社会全体で支
えます。

■ 結婚・出産・育児に対して関心を持つようにします。

■ 子育てに関する精神的、経済的な不安や負担を軽
減する支援を行います。

■ これから親になる人に子育ての楽しさを知ってもら
う機会を提供します。

■ 地域の子育て経験者や住民が力を合わせ、地域全
体で子どもを守り育てる体制づくりを支援します。

■ 出会いの場を提供し、結婚を希望する人を応援して
いきます。

市民の役割 行政の役割

第1章　 共生　子どもから高齢者まで健康で共生のまちづくり
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子育て支援の充実と少子化対策の推進1-1 主管課 児童福祉課
関係課 国保年金課、生活環境課、こども園、健康推進課、農林課、学校教育課

●市内には、認定こども園が６箇所、小規模保育施設が１箇所あります。利用者負担額については、多子世帯の保
育施設利用に係る経済的負担の軽減を目的に、市の事業による第2子・第3子以降の子に対する負担額の助
成を行っています。平成30（2018）年10月からは筑西市との契約により、西部メディカルセンター内で病児保
育を実施しています。

●出産・育児に伴う経済的負担の大きさや、育児に対する不安など保護者の心理的負担が増えています。
●ファミリー・サポート・センター※１事業として、援助会員が依頼会員の子どもを預かる取り組みを行っています。
●子育て中の家庭を対象に子どもの遊び場確保と保護者の交流の場として、子育て支援センターを市内3箇所
に設けています。
●学童クラブ※2を小学校単位で開設し、小学校6年生まで受け入れています。
●平成31（2019）年度に「第2期桜川市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、地域の子育て支援のための総
合的かつ計画的な取り組みを進めています。

●若者に出会いの場を提供し、結婚支援を行っています。
●少子化が進行している状況においても、子育て世代の女性就業率の上昇などにより就労世帯が利用しやすい
環境を整え、対策を継続して行っております。

⿣ɹݱɹɹঢ়

⿣ɹ՝ɹɹ୊
●社会的環境の変化から、仕事と子育ての両立を希望する保護者を支援する子育ての環境の充実が求められて
います。
●特別な支援が必要な子どもが増加傾向にあり、一人ひとりの特性等に配慮した支援が求められています。
●ファミリー・サポート・センターの利用者が少なく、事業の周知及び改善が必要です。
●学童クラブの利用児童が増加したことにより、支援員の確保が必要です。
●子育て中の親同士の交流を促進する場所や機会の確保など、保護者が子育てを楽しいと感じられる環境の整
備・拡充が求められています。

●ひとり親家庭など低所得世帯への就労や子育て支援が必要です。
●出産・育児に伴う経済的支援の充実化が求められています。
●若者に幅広い出会いの場を提供するため、いばらき出会いサポートセンターの活用やNPO※３法人などと連携
した取り組みが求められています。

●第2期桜川市子ども・子育て支援事業計画 ‐さくらがわスマイル子どもプラン‐
●第2次桜川市次世代育成支援行動計画

⿣ɹओͳؔ࿈ܭը

⿣ɹࡦࢪͷ໨ඪࢦඪ ⿣ɹࡦࢪͷ໨࢟͢ࢦΛ࣮͢ݱΔͨΊͷखஈ

ᶃ 子育てがしやすいまちだと思う割合

指標名分類 現状値（2020年度） 目標値（2026年度）

ᶄ

ᶅ

子育てが楽しいと感じる保護者の割合

仕事と子育てが両立できていると思う保護者の割合

成果指標

成果指標

成果指標

50.8%

82.4%

66.5%

55.0%

88.0%

70.0%

施策の目指す姿 安心して子どもを産み、子育てができている。

※１：ファミリー・サポート・センターとは、育児の手助けを受けたい人（依頼会員）と手助けしたい人（援助会員）が会員になり、子育てについ
て助け合う会員組織。

※２：学童クラブとは、仕事などで保護者や家族が昼間家庭にいない児童に対し、放課後や土曜日、夏休みなどに安全に過ごせる居場所を提供
し、健全育成を図ることを目的とした施設のこと。

※３：NPO（p.10参照）

用語
解説

ʬɹ̍ �̍ �̍ ɹࢠҭͯͷࢧԉମ੍ͷॆ࣮ɹʭ
ライフスタイルが多様化する保護者のニーズに沿って、子育てと就労の両立を支援します。
◎必要な保育施設や保育士の確保
◎保護者の復職に伴う低年齢児の保育施設への受け
入れ

◎延長保育、一時預かり保育などの充実
◎個々の発達状態に合わせた保育サービスの充実

◎ファミリー・サポート・センター事業の周知徹底及
び利用者のニーズ確認による事業内容の改善、援
助会員の育成

◎学童クラブの施設整備や支援員の確保
◎全ての子どもが健やかに成長し、安心して子育てが
できる環境の整備

ʬɹ̍ �̍ �̎ ɹอऀޢ૬ஊମ੍ͷॆ࣮ɹʭ
子どもや家庭の状況に応じた相談体制の充実を図ります。
◎子育て世帯の交流や子どもの育成への支援体制の
充実

◎家庭児童相談に対する支援体制の強化

◎要保護児童の早期発見と関係機関の連携による適
切な保護

◎児童虐待に対する予防対策の充実

ʬɹ̍ �̍ �̏ ɹࡁܦ໘ͷࢠҭͯࢧԉɹʭ
子育て世帯を経済的に支援し負担を軽減します。
◎医療費助成や各種手当などによる子育て支援
◎教育や保育施設利用者負担額への支援

◎妊娠・出産費用への支援
◎新たな経済支援のあり方の検討

ʬɹ̍ �̍ �̐ ɹ݁ࠗͷԠԉɹʭ
若者の結婚に対する意識醸成を図ります。
◎結婚を希望する若者への婚活支援 ◎NPO法人などと連携した婚活パーティーの開催

■ 子育てについて学び考え、保護者としての自覚と責
任を持ちます。

■ 子育て仲間と一緒に育児を楽しみ、悩みを相談し合
える関係をつくります。

■ 子どもの健やかな成長を家庭や地域社会全体で支
えます。

■ 結婚・出産・育児に対して関心を持つようにします。

■ 子育てに関する精神的、経済的な不安や負担を軽
減する支援を行います。

■ これから親になる人に子育ての楽しさを知ってもら
う機会を提供します。

■ 地域の子育て経験者や住民が力を合わせ、地域全
体で子どもを守り育てる体制づくりを支援します。

■ 出会いの場を提供し、結婚を希望する人を応援して
いきます。

市民の役割 行政の役割

第1章　 共生　子どもから高齢者まで健康で共生のまちづくり
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※成果指標とは、活動（取り組み）の成果として社会への影響を計測する指標（アウトカム）のこと。
　例：住民満足度を表す指標として、上記の「子育てしやすいまちだと思う割合」など。
※活動指標とは、行政活動等の結果として直接的に得られる指標（アウトプット）のこと。
　例：生活習慣病患者数抑制のための指標として、「特定健診受診率」を掲げて受診率の向上を目指すなど。

施策名 各施策の目指す姿
を記載しています。

各施策の目指す姿を実現する
ための手段を記載しています。

各施策に関連する個別の
計画名を掲載しています。

用語の説明は各施策の
下部に記載しています。

各施策の現状を
記載しています。

各施策の課題を
記載しています。

各施策に設定した目標
指標を記載しています。

各施策に関係する課を
記載しています。

各施策の市民の役割を
記載しています。

各施策の行政の役割を
記載しています。

各施策に紐づくSDGｓ17
のゴールを示しています。

序章　後期基本計画の構成
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■■ 後期基本計画の見方

子育て支援の充実と少子化対策の推進1-1 主管課 児童福祉課
関係課 国保年金課、生活環境課、こども園、健康推進課、農林課、学校教育課

●市内には、認定こども園が６箇所、小規模保育施設が１箇所あります。利用者負担額については、多子世帯の保
育施設利用に係る経済的負担の軽減を目的に、市の事業による第2子・第3子以降の子に対する負担額の助
成を行っています。平成30（2018）年10月からは筑西市との契約により、西部メディカルセンター内で病児保
育を実施しています。
●出産・育児に伴う経済的負担の大きさや、育児に対する不安など保護者の心理的負担が増えています。
●ファミリー・サポート・センター※１事業として、援助会員が依頼会員の子どもを預かる取り組みを行っています。
●子育て中の家庭を対象に子どもの遊び場確保と保護者の交流の場として、子育て支援センターを市内3箇所
に設けています。
●学童クラブ※2を小学校単位で開設し、小学校6年生まで受け入れています。
●平成31（2019）年度に「第2期桜川市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、地域の子育て支援のための総
合的かつ計画的な取り組みを進めています。
●若者に出会いの場を提供し、結婚支援を行っています。
●少子化が進行している状況においても、子育て世代の女性就業率の上昇などにより就労世帯が利用しやすい
環境を整え、対策を継続して行っております。

⿣ɹݱɹɹঢ়

⿣ɹ՝ɹɹ୊
●社会的環境の変化から、仕事と子育ての両立を希望する保護者を支援する子育ての環境の充実が求められて
います。
●特別な支援が必要な子どもが増加傾向にあり、一人ひとりの特性等に配慮した支援が求められています。
●ファミリー・サポート・センターの利用者が少なく、事業の周知及び改善が必要です。
●学童クラブの利用児童が増加したことにより、支援員の確保が必要です。
●子育て中の親同士の交流を促進する場所や機会の確保など、保護者が子育てを楽しいと感じられる環境の整
備・拡充が求められています。
●ひとり親家庭など低所得世帯への就労や子育て支援が必要です。
●出産・育児に伴う経済的支援の充実化が求められています。
●若者に幅広い出会いの場を提供するため、いばらき出会いサポートセンターの活用やNPO※３法人などと連携
した取り組みが求められています。

●第2期桜川市子ども・子育て支援事業計画 ‐さくらがわスマイル子どもプラン‐
●第2次桜川市次世代育成支援行動計画

⿣ɹओͳؔ࿈ܭը

⿣ɹࡦࢪͷ໨ඪࢦඪ ⿣ɹࡦࢪͷ໨࢟͢ࢦΛ࣮͢ݱΔͨΊͷखஈ

ᶃ 子育てがしやすいまちだと思う割合

指標名分類 現状値（2020年度） 目標値（2026年度）

ᶄ

ᶅ

子育てが楽しいと感じる保護者の割合

仕事と子育てが両立できていると思う保護者の割合

成果指標

成果指標

成果指標

50.8%

82.4%

66.5%

55.0%

88.0%

70.0%

施策の目指す姿 安心して子どもを産み、子育てができている。

※１：ファミリー・サポート・センターとは、育児の手助けを受けたい人（依頼会員）と手助けしたい人（援助会員）が会員になり、子育てについ
て助け合う会員組織。

※２：学童クラブとは、仕事などで保護者や家族が昼間家庭にいない児童に対し、放課後や土曜日、夏休みなどに安全に過ごせる居場所を提供
し、健全育成を図ることを目的とした施設のこと。

※３：NPO（p.10参照）

用語
解説

ʬɹ̍ �̍ �̍ ɹࢠҭͯͷࢧԉମ੍ͷॆ࣮ɹʭ
ライフスタイルが多様化する保護者のニーズに沿って、子育てと就労の両立を支援します。
◎必要な保育施設や保育士の確保
◎保護者の復職に伴う低年齢児の保育施設への受け
入れ

◎延長保育、一時預かり保育などの充実
◎個々の発達状態に合わせた保育サービスの充実

◎ファミリー・サポート・センター事業の周知徹底及
び利用者のニーズ確認による事業内容の改善、援
助会員の育成
◎学童クラブの施設整備や支援員の確保
◎全ての子どもが健やかに成長し、安心して子育てが
できる環境の整備

ʬɹ̍ �̍ �̎ ɹอऀޢ૬ஊମ੍ͷॆ࣮ɹʭ
子どもや家庭の状況に応じた相談体制の充実を図ります。
◎子育て世帯の交流や子どもの育成への支援体制の
充実

◎家庭児童相談に対する支援体制の強化

◎要保護児童の早期発見と関係機関の連携による適
切な保護

◎児童虐待に対する予防対策の充実

ʬɹ̍ �̍ �̏ ɹࡁܦ໘ͷࢠҭͯࢧԉɹʭ
子育て世帯を経済的に支援し負担を軽減します。
◎医療費助成や各種手当などによる子育て支援
◎教育や保育施設利用者負担額への支援

◎妊娠・出産費用への支援
◎新たな経済支援のあり方の検討

ʬɹ̍ �̍ �̐ ɹ݁ࠗͷԠԉɹʭ
若者の結婚に対する意識醸成を図ります。
◎結婚を希望する若者への婚活支援 ◎NPO法人などと連携した婚活パーティーの開催

■ 子育てについて学び考え、保護者としての自覚と責
任を持ちます。

■ 子育て仲間と一緒に育児を楽しみ、悩みを相談し合
える関係をつくります。

■ 子どもの健やかな成長を家庭や地域社会全体で支
えます。

■ 結婚・出産・育児に対して関心を持つようにします。

■ 子育てに関する精神的、経済的な不安や負担を軽
減する支援を行います。

■ これから親になる人に子育ての楽しさを知ってもら
う機会を提供します。

■ 地域の子育て経験者や住民が力を合わせ、地域全
体で子どもを守り育てる体制づくりを支援します。

■ 出会いの場を提供し、結婚を希望する人を応援して
いきます。

市民の役割 行政の役割

第1章　 共生　子どもから高齢者まで健康で共生のまちづくり
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子育て支援の充実と少子化対策の推進1-1 主管課 児童福祉課
関係課 国保年金課、生活環境課、こども園、健康推進課、農林課、学校教育課

●市内には、認定こども園が６箇所、小規模保育施設が１箇所あります。利用者負担額については、多子世帯の保
育施設利用に係る経済的負担の軽減を目的に、市の事業による第2子・第3子以降の子に対する負担額の助
成を行っています。平成30（2018）年10月からは筑西市との契約により、西部メディカルセンター内で病児保
育を実施しています。

●出産・育児に伴う経済的負担の大きさや、育児に対する不安など保護者の心理的負担が増えています。
●ファミリー・サポート・センター※１事業として、援助会員が依頼会員の子どもを預かる取り組みを行っています。
●子育て中の家庭を対象に子どもの遊び場確保と保護者の交流の場として、子育て支援センターを市内3箇所
に設けています。
●学童クラブ※2を小学校単位で開設し、小学校6年生まで受け入れています。
●平成31（2019）年度に「第2期桜川市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、地域の子育て支援のための総
合的かつ計画的な取り組みを進めています。

●若者に出会いの場を提供し、結婚支援を行っています。
●少子化が進行している状況においても、子育て世代の女性就業率の上昇などにより就労世帯が利用しやすい
環境を整え、対策を継続して行っております。

⿣ɹݱɹɹঢ়

⿣ɹ՝ɹɹ୊
●社会的環境の変化から、仕事と子育ての両立を希望する保護者を支援する子育ての環境の充実が求められて
います。
●特別な支援が必要な子どもが増加傾向にあり、一人ひとりの特性等に配慮した支援が求められています。
●ファミリー・サポート・センターの利用者が少なく、事業の周知及び改善が必要です。
●学童クラブの利用児童が増加したことにより、支援員の確保が必要です。
●子育て中の親同士の交流を促進する場所や機会の確保など、保護者が子育てを楽しいと感じられる環境の整
備・拡充が求められています。

●ひとり親家庭など低所得世帯への就労や子育て支援が必要です。
●出産・育児に伴う経済的支援の充実化が求められています。
●若者に幅広い出会いの場を提供するため、いばらき出会いサポートセンターの活用やNPO※３法人などと連携
した取り組みが求められています。

●第2期桜川市子ども・子育て支援事業計画 ‐さくらがわスマイル子どもプラン‐
●第2次桜川市次世代育成支援行動計画

⿣ɹओͳؔ࿈ܭը

⿣ɹࡦࢪͷ໨ඪࢦඪ ⿣ɹࡦࢪͷ໨࢟͢ࢦΛ࣮͢ݱΔͨΊͷखஈ

ᶃ 子育てがしやすいまちだと思う割合

指標名分類 現状値（2020年度） 目標値（2026年度）

ᶄ

ᶅ

子育てが楽しいと感じる保護者の割合

仕事と子育てが両立できていると思う保護者の割合

成果指標

成果指標

成果指標

50.8%

82.4%

66.5%

55.0%

88.0%

70.0%

施策の目指す姿 安心して子どもを産み、子育てができている。

※１：ファミリー・サポート・センターとは、育児の手助けを受けたい人（依頼会員）と手助けしたい人（援助会員）が会員になり、子育てについ
て助け合う会員組織。

※２：学童クラブとは、仕事などで保護者や家族が昼間家庭にいない児童に対し、放課後や土曜日、夏休みなどに安全に過ごせる居場所を提供
し、健全育成を図ることを目的とした施設のこと。

※３：NPO（p.10参照）

用語
解説

ʬɹ̍ �̍ �̍ ɹࢠҭͯͷࢧԉମ੍ͷॆ࣮ɹʭ
ライフスタイルが多様化する保護者のニーズに沿って、子育てと就労の両立を支援します。
◎必要な保育施設や保育士の確保
◎保護者の復職に伴う低年齢児の保育施設への受け
入れ

◎延長保育、一時預かり保育などの充実
◎個々の発達状態に合わせた保育サービスの充実

◎ファミリー・サポート・センター事業の周知徹底及
び利用者のニーズ確認による事業内容の改善、援
助会員の育成

◎学童クラブの施設整備や支援員の確保
◎全ての子どもが健やかに成長し、安心して子育てが
できる環境の整備

ʬɹ̍ �̍ �̎ ɹอऀޢ૬ஊମ੍ͷॆ࣮ɹʭ
子どもや家庭の状況に応じた相談体制の充実を図ります。
◎子育て世帯の交流や子どもの育成への支援体制の
充実

◎家庭児童相談に対する支援体制の強化

◎要保護児童の早期発見と関係機関の連携による適
切な保護

◎児童虐待に対する予防対策の充実

ʬɹ̍ �̍ �̏ ɹࡁܦ໘ͷࢠҭͯࢧԉɹʭ
子育て世帯を経済的に支援し負担を軽減します。
◎医療費助成や各種手当などによる子育て支援
◎教育や保育施設利用者負担額への支援

◎妊娠・出産費用への支援
◎新たな経済支援のあり方の検討

ʬɹ̍ �̍ �̐ ɹ݁ࠗͷԠԉɹʭ
若者の結婚に対する意識醸成を図ります。
◎結婚を希望する若者への婚活支援 ◎NPO法人などと連携した婚活パーティーの開催

■ 子育てについて学び考え、保護者としての自覚と責
任を持ちます。

■ 子育て仲間と一緒に育児を楽しみ、悩みを相談し合
える関係をつくります。

■ 子どもの健やかな成長を家庭や地域社会全体で支
えます。

■ 結婚・出産・育児に対して関心を持つようにします。

■ 子育てに関する精神的、経済的な不安や負担を軽
減する支援を行います。

■ これから親になる人に子育ての楽しさを知ってもら
う機会を提供します。

■ 地域の子育て経験者や住民が力を合わせ、地域全
体で子どもを守り育てる体制づくりを支援します。

■ 出会いの場を提供し、結婚を希望する人を応援して
いきます。

市民の役割 行政の役割

第1章　 共生　子どもから高齢者まで健康で共生のまちづくり
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※成果指標とは、活動（取り組み）の成果として社会への影響を計測する指標（アウトカム）のこと。
　例：住民満足度を表す指標として、上記の「子育てしやすいまちだと思う割合」など。
※活動指標とは、行政活動等の結果として直接的に得られる指標（アウトプット）のこと。
　例：生活習慣病患者数抑制のための指標として、「特定健診受診率」を掲げて受診率の向上を目指すなど。

施策名 各施策の目指す姿
を記載しています。

各施策の目指す姿を実現する
ための手段を記載しています。

各施策に関連する個別の
計画名を掲載しています。

用語の説明は各施策の
下部に記載しています。

各施策の現状を
記載しています。

各施策の課題を
記載しています。

各施策に設定した目標
指標を記載しています。

各施策に関係する課を
記載しています。

各施策の市民の役割を
記載しています。

各施策の行政の役割を
記載しています。

各施策に紐づくSDGｓ17
のゴールを示しています。

序章　後期基本計画の構成
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46 Sakuragawa City

子育て支援の充実と少子化対策の推進1-1 主管課 児童福祉課
関係課 国保年金課、生活環境課、こども園、健康推進課、農林課、学校教育課

●市内には、認定こども園が６箇所、小規模保育施設が１箇所あります。利用者負担額については、多子世帯の保
育施設利用に係る経済的負担の軽減を目的に、市の事業による第2子・第3子以降の子に対する負担額の助
成を行っています。平成30（2018）年10月からは筑西市との契約により、西部メディカルセンター内で病児保
育を実施しています。
●出産・育児に伴う経済的負担の大きさや、育児に対する不安など保護者の心理的負担が増えています。
●ファミリー・サポート・センター※１事業として、援助会員が依頼会員の子どもを預かる取り組みを行っています。
●子育て中の家庭を対象に子どもの遊び場確保と保護者の交流の場として、子育て支援センターを市内3箇所
に設けています。
●学童クラブ※2を小学校単位で開設し、小学校6年生まで受け入れています。
●平成31（2019）年度に「第2期桜川市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、地域の子育て支援のための総
合的かつ計画的な取り組みを進めています。

●若者に出会いの場を提供し、結婚支援を行っています。
●少子化が進行している状況においても、子育て世代の女性就業率の上昇などにより就労世帯が利用しやすい
環境を整え、対策を継続して行っております。

⿣ɹݱɹɹঢ়

⿣ɹ՝ɹɹ୊
●社会的環境の変化から、仕事と子育ての両立を希望する保護者を支援する子育ての環境の充実が求められて
います。
●特別な支援が必要な子どもが増加傾向にあり、一人ひとりの特性等に配慮した支援が求められています。
●ファミリー・サポート・センターの利用者が少なく、事業の周知及び改善が必要です。
●学童クラブの利用児童が増加したことにより、支援員の確保が必要です。
●子育て中の親同士の交流を促進する場所や機会の確保など、保護者が子育てを楽しいと感じられる環境の整
備・拡充が求められています。
●ひとり親家庭など低所得世帯への就労や子育て支援が必要です。
●出産・育児に伴う経済的支援の充実化が求められています。
●若者に幅広い出会いの場を提供するため、いばらき出会いサポートセンターの活用やNPO※３法人などと連携
した取り組みが求められています。

●第2期桜川市子ども・子育て支援事業計画 ‐さくらがわスマイル子どもプラン‐
●第2次桜川市次世代育成支援行動計画

⿣ɹओͳؔ࿈ܭը

⿣ɹࡦࢪͷ໨ඪࢦඪ ⿣ɹࡦࢪͷ໨࢟͢ࢦΛ࣮͢ݱΔͨΊͷखஈ

ᶃ 子育てがしやすいまちだと思う割合

指標名分類 現状値（2020年度） 目標値（2026年度）

ᶄ

ᶅ

子育てが楽しいと感じる保護者の割合

仕事と子育てが両立できていると思う保護者の割合

成果指標

成果指標

成果指標

50.8%

82.4%

66.5%

55.0%

88.0%

70.0%

施策の目指す姿 安心して子どもを産み、子育てができている。

※１：ファミリー・サポート・センターとは、育児の手助けを受けたい人（依頼会員）と手助けしたい人（援助会員）が会員になり、子育てについ
て助け合う会員組織。

※２：学童クラブとは、仕事などで保護者や家族が昼間家庭にいない児童に対し、放課後や土曜日、夏休みなどに安全に過ごせる居場所を提供
し、健全育成を図ることを目的とした施設のこと。

※３：NPO（p.10参照）

用語
解説

ʬɹ̍ �̍ �̍ ɹࢠҭͯͷࢧԉମ੍ͷॆ࣮ɹʭ
ライフスタイルが多様化する保護者のニーズに沿って、子育てと就労の両立を支援します。
◎必要な保育施設や保育士の確保
◎保護者の復職に伴う低年齢児の保育施設への受け
入れ
◎延長保育、一時預かり保育などの充実
◎個々の発達状態に合わせた保育サービスの充実

◎ファミリー・サポート・センター事業の周知徹底及
び利用者のニーズ確認による事業内容の改善、援
助会員の育成
◎学童クラブの施設整備や支援員の確保
◎全ての子どもが健やかに成長し、安心して子育てが
できる環境の整備

ʬɹ̍ �̍ �̎ ɹอऀޢ૬ஊମ੍ͷॆ࣮ɹʭ
子どもや家庭の状況に応じた相談体制の充実を図ります。
◎子育て世帯の交流や子どもの育成への支援体制の
充実
◎家庭児童相談に対する支援体制の強化

◎要保護児童の早期発見と関係機関の連携による適
切な保護
◎児童虐待に対する予防対策の充実

ʬɹ̍ �̍ �̏ ɹࡁܦ໘ͷࢠҭͯࢧԉɹʭ
子育て世帯を経済的に支援し負担を軽減します。
◎医療費助成や各種手当などによる子育て支援
◎教育や保育施設利用者負担額への支援

◎妊娠・出産費用への支援
◎新たな経済支援のあり方の検討

ʬɹ̍ �̍ �̐ ɹ݁ࠗͷԠԉɹʭ
若者の結婚に対する意識醸成を図ります。
◎結婚を希望する若者への婚活支援 ◎NPO法人などと連携した婚活パーティーの開催

■ 子育てについて学び考え、保護者としての自覚と責
任を持ちます。

■ 子育て仲間と一緒に育児を楽しみ、悩みを相談し合
える関係をつくります。

■ 子どもの健やかな成長を家庭や地域社会全体で支
えます。

■ 結婚・出産・育児に対して関心を持つようにします。

■ 子育てに関する精神的、経済的な不安や負担を軽
減する支援を行います。

■ これから親になる人に子育ての楽しさを知ってもら
う機会を提供します。

■ 地域の子育て経験者や住民が力を合わせ、地域全
体で子どもを守り育てる体制づくりを支援します。

■ 出会いの場を提供し、結婚を希望する人を応援して
いきます。

市民の役割 行政の役割

第1章　 共生　子どもから高齢者まで健康で共生のまちづくり
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子育て支援の充実と少子化対策の推進1-1 主管課 児童福祉課
関係課 国保年金課、生活環境課、こども園、健康推進課、農林課、学校教育課

●市内には、認定こども園が６箇所、小規模保育施設が１箇所あります。利用者負担額については、多子世帯の保
育施設利用に係る経済的負担の軽減を目的に、市の事業による第2子・第3子以降の子に対する負担額の助
成を行っています。平成30（2018）年10月からは筑西市との契約により、西部メディカルセンター内で病児保
育を実施しています。
●出産・育児に伴う経済的負担の大きさや、育児に対する不安など保護者の心理的負担が増えています。
●ファミリー・サポート・センター※１事業として、援助会員が依頼会員の子どもを預かる取り組みを行っています。
●子育て中の家庭を対象に子どもの遊び場確保と保護者の交流の場として、子育て支援センターを市内3箇所
に設けています。
●学童クラブ※2を小学校単位で開設し、小学校6年生まで受け入れています。
●平成31（2019）年度に「第2期桜川市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、地域の子育て支援のための総
合的かつ計画的な取り組みを進めています。
●若者に出会いの場を提供し、結婚支援を行っています。
●少子化が進行している状況においても、子育て世代の女性就業率の上昇などにより就労世帯が利用しやすい
環境を整え、対策を継続して行っております。

⿣ɹݱɹɹঢ়

⿣ɹ՝ɹɹ୊
●社会的環境の変化から、仕事と子育ての両立を希望する保護者を支援する子育ての環境の充実が求められて
います。
●特別な支援が必要な子どもが増加傾向にあり、一人ひとりの特性等に配慮した支援が求められています。
●ファミリー・サポート・センターの利用者が少なく、事業の周知及び改善が必要です。
●学童クラブの利用児童が増加したことにより、支援員の確保が必要です。
●子育て中の親同士の交流を促進する場所や機会の確保など、保護者が子育てを楽しいと感じられる環境の整
備・拡充が求められています。
●ひとり親家庭など低所得世帯への就労や子育て支援が必要です。
●出産・育児に伴う経済的支援の充実化が求められています。
●若者に幅広い出会いの場を提供するため、いばらき出会いサポートセンターの活用やNPO※３法人などと連携
した取り組みが求められています。

●第2期桜川市子ども・子育て支援事業計画 ‐さくらがわスマイル子どもプラン‐
●第2次桜川市次世代育成支援行動計画

⿣ɹओͳؔ࿈ܭը

⿣ɹࡦࢪͷ໨ඪࢦඪ ⿣ɹࡦࢪͷ໨࢟͢ࢦΛ࣮͢ݱΔͨΊͷखஈ

ᶃ 子育てがしやすいまちだと思う割合

指標名分類 現状値（2020年度） 目標値（2026年度）

ᶄ

ᶅ

子育てが楽しいと感じる保護者の割合

仕事と子育てが両立できていると思う保護者の割合

成果指標

成果指標

成果指標

50.8%

82.4%

66.5%

55.0%

88.0%

70.0%

施策の目指す姿 安心して子どもを産み、子育てができている。

※１：ファミリー・サポート・センターとは、育児の手助けを受けたい人（依頼会員）と手助けしたい人（援助会員）が会員になり、子育てについ
て助け合う会員組織。

※２：学童クラブとは、仕事などで保護者や家族が昼間家庭にいない児童に対し、放課後や土曜日、夏休みなどに安全に過ごせる居場所を提供
し、健全育成を図ることを目的とした施設のこと。

※３：NPO（p.10参照）

用語
解説

ʬɹ̍ �̍ �̍ ɹࢠҭͯͷࢧԉମ੍ͷॆ࣮ɹʭ
ライフスタイルが多様化する保護者のニーズに沿って、子育てと就労の両立を支援します。
◎必要な保育施設や保育士の確保
◎保護者の復職に伴う低年齢児の保育施設への受け
入れ
◎延長保育、一時預かり保育などの充実
◎個々の発達状態に合わせた保育サービスの充実

◎ファミリー・サポート・センター事業の周知徹底及
び利用者のニーズ確認による事業内容の改善、援
助会員の育成
◎学童クラブの施設整備や支援員の確保
◎全ての子どもが健やかに成長し、安心して子育てが
できる環境の整備

ʬɹ̍ �̍ �̎ ɹอऀޢ૬ஊମ੍ͷॆ࣮ɹʭ
子どもや家庭の状況に応じた相談体制の充実を図ります。
◎子育て世帯の交流や子どもの育成への支援体制の
充実
◎家庭児童相談に対する支援体制の強化

◎要保護児童の早期発見と関係機関の連携による適
切な保護
◎児童虐待に対する予防対策の充実

ʬɹ̍ �̍ �̏ ɹࡁܦ໘ͷࢠҭͯࢧԉɹʭ
子育て世帯を経済的に支援し負担を軽減します。
◎医療費助成や各種手当などによる子育て支援
◎教育や保育施設利用者負担額への支援

◎妊娠・出産費用への支援
◎新たな経済支援のあり方の検討

ʬɹ̍ �̍ �̐ ɹ݁ࠗͷԠԉɹʭ
若者の結婚に対する意識醸成を図ります。
◎結婚を希望する若者への婚活支援 ◎NPO法人などと連携した婚活パーティーの開催

■ 子育てについて学び考え、保護者としての自覚と責
任を持ちます。

■ 子育て仲間と一緒に育児を楽しみ、悩みを相談し合
える関係をつくります。

■ 子どもの健やかな成長を家庭や地域社会全体で支
えます。

■ 結婚・出産・育児に対して関心を持つようにします。

■ 子育てに関する精神的、経済的な不安や負担を軽
減する支援を行います。

■ これから親になる人に子育ての楽しさを知ってもら
う機会を提供します。

■ 地域の子育て経験者や住民が力を合わせ、地域全
体で子どもを守り育てる体制づくりを支援します。

■ 出会いの場を提供し、結婚を希望する人を応援して
いきます。

市民の役割 行政の役割

第1章　 共生　子どもから高齢者まで健康で共生のまちづくり
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健康づくりの推進1-2 主管課 健康推進課
関係課 国保年金課、児童福祉課、高齢福祉課

●健康で元気に暮らしていると思う市民の割合は76.4％で前期計画目標値の79.0％には達していませんが、平
成27（2015）年の73.3％から少しずつ上昇している状況です。市民の健康意識や健康づくりの取り組みが定
着しつつあります。
●特定健診やがん検診の受診率は、新型コロナウイルス感染予防のため予約制となった影響を受け27.4％と以
前より減少しました。
●子宮頸がん・乳がん検診の受診率も上記同様の要因により減少しました。しかし、無料クーポン券の交付や個
別医療機関の拡充と受診勧奨通知により、令和２（2020）年（県速報値）の県内受診率順位は子宮頸がん検診
3位、乳がん検診8位と高い受診状況です。
●市民の更なる健康増進に取り組むため、「第2次桜川市きらり健康プラン」を平成31（2019）年3月に策定しま
した。きらり健康プラン策定時のアンケート調査結果（平成30（2018）年）では、「塩分を控えるよう実行してい
る人の割合」は54.3％、「普段睡眠休養が取れていない人」の割合は23.2％、「週2回以上定期的な運動をして
いる人」の割合は28.8％です。
●乳幼児健診の受診率は95％ですが横ばい状態です。健診未受診者には家庭訪問を行い、発育や発達、育児状
況の確認をしています。歯科保健では、「むし歯のない割合」は3歳児88.6％、小学生42.8％、中学生49.2％と、
年齢が高くなるにつれ、むし歯罹患率が高くなります。
●定期予防接種の接種率は、高齢者ではインフルエンザが72.4％、子どもでは、麻しん・風しん予防接種（MR）
第１期が106.3％、第２期が93.5％と高い状況です。
●市民アンケートの「市政で関心のある分野について」は、「子育て支援の充実と少子化対策の推進」41.4％、「健
康づくりの推進」24.7％と関心が高い状況です。市民の優先度評価結果では、「健康づくりの推進」は、優先度
も高く満足度も高い評価です。

⿣ɹݱɹɹঢ়

⿣ɹ՝ɹɹ୊
●心身の健康について正しい知識や情報を入手することは、主体的に行動し健康を享受するために必要です。生
涯を通じて健康上の問題に着目し、自ら健康づくりに取り組めるよう健康意識の啓発や環境整備が求められま
す。幼少期からの適切な生活習慣の獲得は、成人期・老年期における生活習慣病予防や介護予防に繋がりま
す。健康づくりには行政や個人行動だけではなく、地域の繋がりが重要です。
●特定健診やがん検診の受診率を向上させ、生活習慣病の重症化予防やがんの早期発見をするため、健診など
が受けやすい体制の整備が必要です。また、未受診者への受診勧奨や無関心層の方へ、健診の啓発を実施し、
新規受診を促進する取り組みが求められます。
●感染症の予防、重症化予防及び感染症のまん延防止のため、感染症予防対策の啓発や予防接種事業を推進す
ることが求められています。また、関係機関と連携し新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等の発
生に備えることが必要です。
●少子化や核家族化の進行により、子育て環境や子育ての意識も多様化しており、育児相談や訪問などで個々
への対応が求められます。育児の孤立や虐待防止のために、訪問やオンライン面接などを活用した相談支援等
を推進し、切れ目のない支援体制づくりが必要です。子育て世代包括支援センターを中心とした関係機関や他
職種との連携強化が重要です。
●保健事業の効果的・効率的な実施のため、環境変化に応じた運用見直しや真壁保健センターの取り扱いも含
めた事業実施拠点の確保が必要です。

⿣ɹࡦࢪͷ໨ඪࢦඪ

施策の目指す姿 自ら健康づくりに取り組み、元気に暮らせている。

ʬɹ̍ �̎ �̎ ɹ฼ࢧࢠԉମ੍ͷॆ࣮ɹʭ
安心して妊娠・出産・育児ができるよう、切れ目のない母子の健康づくりを支援します。
◎健診や相談、家庭訪問体制の充実
◎ICT※５を活用した子育て支援の推進
◎療育支援の充実

◎子育て世代包括支援センターを基盤とした関係機
関との連携、地域支援体制の整備
◎プレコンセプション（受胎前）ケアから、不妊治療費
助成やメンタルケアも含めた包括的な女性の健康
づくり支援体制の構築

ᶃ 健康で元気に暮らしていると思う市民の割合

指標名 現状値（2020年度） 目標値（2026年度）

ᶄ

ᶅ

特定健診※1受診率

乳幼児健診受診率

成果指標

活動指標

活動指標

76.4%

27.4%

95.0%

80.0%

62.0%

96.2%

分類

⿣ɹࡦࢪͷ໨࢟͢ࢦΛ࣮͢ݱΔͨΊͷखஈ
ʬɹ̍ �2�̍ ɹ݈ͮ͘߁Γͷਪਐɹʭ
自ら進んで行う健康的な生活習慣づくりに向け、健康意識の普及啓発や取り組みを支援し、
ソーシャルキャピタル※２の醸成を推進します。
特定健診やがん検診を定期的に受診できる体制を整え、疾病予防及び重症化予防に努めます。
◎健康相談や健康教室の開催によるヘルスリテラ
シー※３の向上の促進
◎健康推進員会や食生活改善推進員協議会との協働
による健康づくり活動の推進

◎疾病（感染症）予防対策の推進
◎パーソナルヘルスレコード（PHR）※４の利活用の推進
◎特定健診やがん検診の受診機会の拡充
◎特定保健指導や精密検査者の受診勧奨

第1章　 共生　子どもから高齢者まで健康で共生のまちづくり
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健康づくりの推進1-2 主管課 健康推進課
関係課 国保年金課、児童福祉課、高齢福祉課

●健康で元気に暮らしていると思う市民の割合は76.4％で前期計画目標値の79.0％には達していませんが、平
成27（2015）年の73.3％から少しずつ上昇している状況です。市民の健康意識や健康づくりの取り組みが定
着しつつあります。
●特定健診やがん検診の受診率は、新型コロナウイルス感染予防のため予約制となった影響を受け27.4％と以
前より減少しました。
●子宮頸がん・乳がん検診の受診率も上記同様の要因により減少しました。しかし、無料クーポン券の交付や個
別医療機関の拡充と受診勧奨通知により、令和２（2020）年（県速報値）の県内受診率順位は子宮頸がん検診
3位、乳がん検診8位と高い受診状況です。
●市民の更なる健康増進に取り組むため、「第2次桜川市きらり健康プラン」を平成31（2019）年3月に策定しま
した。きらり健康プラン策定時のアンケート調査結果（平成30（2018）年）では、「塩分を控えるよう実行してい
る人の割合」は54.3％、「普段睡眠休養が取れていない人」の割合は23.2％、「週2回以上定期的な運動をして
いる人」の割合は28.8％です。
●乳幼児健診の受診率は95％ですが横ばい状態です。健診未受診者には家庭訪問を行い、発育や発達、育児状
況の確認をしています。歯科保健では、「むし歯のない割合」は3歳児88.6％、小学生42.8％、中学生49.2％と、
年齢が高くなるにつれ、むし歯罹患率が高くなります。
●定期予防接種の接種率は、高齢者ではインフルエンザが72.4％、子どもでは、麻しん・風しん予防接種（MR）
第１期が106.3％、第２期が93.5％と高い状況です。
●市民アンケートの「市政で関心のある分野について」は、「子育て支援の充実と少子化対策の推進」41.4％、「健
康づくりの推進」24.7％と関心が高い状況です。市民の優先度評価結果では、「健康づくりの推進」は、優先度
も高く満足度も高い評価です。

⿣ɹݱɹɹঢ়

⿣ɹ՝ɹɹ୊
●心身の健康について正しい知識や情報を入手することは、主体的に行動し健康を享受するために必要です。生
涯を通じて健康上の問題に着目し、自ら健康づくりに取り組めるよう健康意識の啓発や環境整備が求められま
す。幼少期からの適切な生活習慣の獲得は、成人期・老年期における生活習慣病予防や介護予防に繋がりま
す。健康づくりには行政や個人行動だけではなく、地域の繋がりが重要です。
●特定健診やがん検診の受診率を向上させ、生活習慣病の重症化予防やがんの早期発見をするため、健診など
が受けやすい体制の整備が必要です。また、未受診者への受診勧奨や無関心層の方へ、健診の啓発を実施し、
新規受診を促進する取り組みが求められます。
●感染症の予防、重症化予防及び感染症のまん延防止のため、感染症予防対策の啓発や予防接種事業を推進す
ることが求められています。また、関係機関と連携し新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等の発
生に備えることが必要です。
●少子化や核家族化の進行により、子育て環境や子育ての意識も多様化しており、育児相談や訪問などで個々
への対応が求められます。育児の孤立や虐待防止のために、訪問やオンライン面接などを活用した相談支援等
を推進し、切れ目のない支援体制づくりが必要です。子育て世代包括支援センターを中心とした関係機関や他
職種との連携強化が重要です。
●保健事業の効果的・効率的な実施のため、環境変化に応じた運用見直しや真壁保健センターの取り扱いも含
めた事業実施拠点の確保が必要です。

⿣ɹࡦࢪͷ໨ඪࢦඪ

施策の目指す姿 自ら健康づくりに取り組み、元気に暮らせている。

ʬɹ̍ �̎ �̎ ɹ฼ࢧࢠԉମ੍ͷॆ࣮ɹʭ
安心して妊娠・出産・育児ができるよう、切れ目のない母子の健康づくりを支援します。
◎健診や相談、家庭訪問体制の充実
◎ICT※５を活用した子育て支援の推進
◎療育支援の充実

◎子育て世代包括支援センターを基盤とした関係機
関との連携、地域支援体制の整備
◎プレコンセプション（受胎前）ケアから、不妊治療費
助成やメンタルケアも含めた包括的な女性の健康
づくり支援体制の構築

ᶃ 健康で元気に暮らしていると思う市民の割合

指標名 現状値（2020年度） 目標値（2026年度）

ᶄ

ᶅ

特定健診※1受診率

乳幼児健診受診率

成果指標

活動指標

活動指標

76.4%

27.4%

95.0%

80.0%

62.0%

96.2%

分類

⿣ɹࡦࢪͷ໨࢟͢ࢦΛ࣮͢ݱΔͨΊͷखஈ
ʬɹ̍ �2�̍ ɹ݈ͮ͘߁Γͷਪਐɹʭ
自ら進んで行う健康的な生活習慣づくりに向け、健康意識の普及啓発や取り組みを支援し、
ソーシャルキャピタル※２の醸成を推進します。
特定健診やがん検診を定期的に受診できる体制を整え、疾病予防及び重症化予防に努めます。
◎健康相談や健康教室の開催によるヘルスリテラ
シー※３の向上の促進
◎健康推進員会や食生活改善推進員協議会との協働
による健康づくり活動の推進

◎疾病（感染症）予防対策の推進
◎パーソナルヘルスレコード（PHR）※４の利活用の推進
◎特定健診やがん検診の受診機会の拡充
◎特定保健指導や精密検査者の受診勧奨

第1章　 共生　子どもから高齢者まで健康で共生のまちづくり
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●第2期桜川市子ども・子育て支援事業計画
　‐さくらがわスマイル子どもプラン‐
●第2期桜川市国民健康保険データヘルス計画書
●第８期桜川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画
●第2次桜川市次世代育成支援行動計画
●桜川市新型インフルエンザ等対策行動計画
●第三期桜川市特定健康診査・特定保健指導実施計画

●第2次桜川市きらり健康プラン
●健やか親子21
●第3次健康いばらき21プラン
●健康日本21
●茨城県後期高齢者医療広域連合第４次広域計画

⿣ɹओͳؔ࿈ܭը

※１：特定健診（特定健康診査）とは、糖尿病などの生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、「メタボリックシンドローム（内臓
脂肪症候群）」に着目し、メタボ該当者やその予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする方を選定するために行うもの。

※２：ソーシャルキャピタルとは、人々の協調行動を活発にすることにより、社会の効率性を高めることができるという考えのもと、社会や地域にお
ける人々の信頼関係やつながりが重要であるとする概念のこと。

※３：ヘルスリテラシーとは、健康に関連する情報を探し出し、理解して、意思決定に活用し、適切な健康行動に繋げる能力のこと。
※4：パーソナルヘルスレコード（PHR)とは、母子健康手帳、学校健診結果、定期健康診断結果、お薬手帳などをデジタル化し、「PHR」として

クラウドやモバイルを使用して利活用する仕組みのこと。個人の健康・医療・介護に関する情報を指し、自分自身で生涯にわたって管理・
活用することによって、自己の健康状態にあったサービスの提供を受けることができることを目指すもの。

※5：ICT（p.９参照）
※6：特定保健指導とは、特定健診を受けた後に、メタボリックシンドロームの危険度に応じて、生活習慣の改善が必要な方に行われる保健指導の

こと。

用語
解説

■ 健康相談や健康教室などに積極的に参加し、疾病
やその予防について正しい知識を得て、自ら健康づ
くり活動に取り組みます。

■ 「自分の健康は自分で守る」という意識を持ち、年に
１回は特定健診やがん検診を受診します。

■ 基本的な感染予防対策（手洗い、咳エチケット等）を
行います。

■ 予防接種の重要性を理解し、適切な時期に接種し
ます。

■ 保護者は、乳幼児健診などを積極的に受け、子ども
の健康の保持増進に努めます。

■ 健康推進員会や食生活改善推進員協議会と協働し
て、生活習慣病予防やがん予防、こころの健康づく
りに関する知識などの普及啓発や取り組みへの支
援を行います。

■ 特定健診やがん検診の受けやすい体制を整え、未受
診者の受診勧奨を行い、受診率の向上に努めます。

■ 感染症に関する正確でわかりやすい情報提供や、感
染予防対策の普及啓発に取り組みます。

■ 予防接種に関する正しい知識の普及と接種率の向
上のための啓発に取り組みます。

■ 特定保健指導※６やがん検診の精密検査者の受診勧
奨をします。

■ 乳幼児健診などの未受診児対策、健診後の経過観
察や療育支援を行います。

■ 育児不安や負担を軽減できるよう訪問やオンライン
面接を取り入れた相談体制の充実に努めます。

市民の役割 行政の役割

第1章　 共生　子どもから高齢者まで健康で共生のまちづくり
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●第2期桜川市子ども・子育て支援事業計画
　‐さくらがわスマイル子どもプラン‐
●第2期桜川市国民健康保険データヘルス計画書
●第８期桜川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画
●第2次桜川市次世代育成支援行動計画
●桜川市新型インフルエンザ等対策行動計画
●第三期桜川市特定健康診査・特定保健指導実施計画

●第2次桜川市きらり健康プラン
●健やか親子21
●第3次健康いばらき21プラン
●健康日本21
●茨城県後期高齢者医療広域連合第４次広域計画

⿣ɹओͳؔ࿈ܭը

※１：特定健診（特定健康診査）とは、糖尿病などの生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、「メタボリックシンドローム（内臓
脂肪症候群）」に着目し、メタボ該当者やその予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする方を選定するために行うもの。

※２：ソーシャルキャピタルとは、人々の協調行動を活発にすることにより、社会の効率性を高めることができるという考えのもと、社会や地域にお
ける人々の信頼関係やつながりが重要であるとする概念のこと。

※３：ヘルスリテラシーとは、健康に関連する情報を探し出し、理解して、意思決定に活用し、適切な健康行動に繋げる能力のこと。
※4：パーソナルヘルスレコード（PHR)とは、母子健康手帳、学校健診結果、定期健康診断結果、お薬手帳などをデジタル化し、「PHR」として

クラウドやモバイルを使用して利活用する仕組みのこと。個人の健康・医療・介護に関する情報を指し、自分自身で生涯にわたって管理・
活用することによって、自己の健康状態にあったサービスの提供を受けることができることを目指すもの。

※5：ICT（p.９参照）
※6：特定保健指導とは、特定健診を受けた後に、メタボリックシンドロームの危険度に応じて、生活習慣の改善が必要な方に行われる保健指導の

こと。

用語
解説

■ 健康相談や健康教室などに積極的に参加し、疾病
やその予防について正しい知識を得て、自ら健康づ
くり活動に取り組みます。

■ 「自分の健康は自分で守る」という意識を持ち、年に
１回は特定健診やがん検診を受診します。

■ 基本的な感染予防対策（手洗い、咳エチケット等）を
行います。

■ 予防接種の重要性を理解し、適切な時期に接種し
ます。

■ 保護者は、乳幼児健診などを積極的に受け、子ども
の健康の保持増進に努めます。

■ 健康推進員会や食生活改善推進員協議会と協働し
て、生活習慣病予防やがん予防、こころの健康づく
りに関する知識などの普及啓発や取り組みへの支
援を行います。

■ 特定健診やがん検診の受けやすい体制を整え、未受
診者の受診勧奨を行い、受診率の向上に努めます。

■ 感染症に関する正確でわかりやすい情報提供や、感
染予防対策の普及啓発に取り組みます。

■ 予防接種に関する正しい知識の普及と接種率の向
上のための啓発に取り組みます。

■ 特定保健指導※６やがん検診の精密検査者の受診勧
奨をします。

■ 乳幼児健診などの未受診児対策、健診後の経過観
察や療育支援を行います。

■ 育児不安や負担を軽減できるよう訪問やオンライン
面接を取り入れた相談体制の充実に努めます。

市民の役割 行政の役割

第1章　 共生　子どもから高齢者まで健康で共生のまちづくり
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地域医療体制の充実1-3 主管課 健康推進課
関係課 国保年金課

●平成30（2018）年10月に、病院の再編統合により開院した、さくらがわ地域医療センターについては、指定管
理制度を導入した公設民営方式により運営しています。
●病院運営については、指定管理者の医療資源や経営ノウハウを生かし、内科、小児科、整形外科、眼科、外科を
中心に、初期救急受け入れや訪問看護事業など、市民に身近な医療を提供しています。
●真壁医師会桜川支部所属の医療機関については、日曜祝日に診療を行う休日当番医療を実施しています。
●また、筑西広域病院群輪番病院において、日曜祝日と夜間は毎日の体制で休日夜間救急診療を実施しています。
●市内医療機関については、一般診療を行いながら、コロナ禍における、発熱外来での診療やPCR検査、ワクチ
ン接種を実施するとともに、各種健診事業を実施しています。

⿣ɹݱɹɹঢ়

⿣ɹ՝ɹɹ୊
●地域医療の充実については、市民要望の優先度が高くなっており、地域で適切な医療が受けられるよう医療体
制の充実が求められています。
●休日当番医療については、市医師会との協力体制を構築し円滑な運営が必要です。
●医師が少ない地域にあって、適切に医療資源を利用してもらうため、かかりつけ医などを持つ市民、かかりつけ
医の役割の理解や、定着に向けて、普及啓発活動を推進することが必要です。

●第７次茨城県保健医療計画
●茨城県地域医療構想

⿣ɹओͳؔ࿈ܭը

⿣ɹࡦࢪͷ໨ඪࢦඪ ⿣ɹࡦࢪͷ໨࢟͢ࢦΛ࣮͢ݱΔͨΊͷखஈ

施策の目指す姿 地域で相談ができる「かかりつけ医」などを持ち、
必要時には専門医療を受けられる。

ʬɹ̍ �3�̍ ɹཱࢢපӃͷӡӦɹʭ
将来にわたる地域医療提供体制の確保のため、指定管理者の医療資源や経営ノウハウを生かし、
適正な病院運営に努めます。
◎指定管理制度による病院運営 ◎病院事業運営評価

ʬɹ̍ �3�̎ ɹ஍Ҭҩྍؔػ౳ͱͷ࿈ܞɹʭ
地域で安心して医療が受けられるよう体制を整えます。
◎医療機関の役割分担と相互連携の推進
◎夜間や休日の救急体制の継続的な確保

◎医療機関の適正受診の普及啓発

■ 適切な応急処置と医療の知識を身につけます。
■ 適切な医療や健康の相談などができる「かかりつけ
医」、「かかりつけ歯科医」、「かかりつけ薬局」を持っ
て、医療の適正受診に努めます。

■ 将来にわたる地域医療提供体制を確保するため、適
切な病院運営に努めます。

■ 地域医療機関等との連携により、地域医療提供体
制の確保を図ります。

■ 「かかりつけ医」などを持つことの普及啓発活動を
推進します。

市民の役割 行政の役割

ᶃ 地域で適切な医療が受けられると思う市民の割合

指標名 現状値（2020年度） 目標値（2026年度）

ᶄ かかりつけ医を持つ市民の割合

成果指標

活動指標

53.3%

67.2%

55.0%

70.0%

分類

第1章　 共生　子どもから高齢者まで健康で共生のまちづくり
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地域医療体制の充実1-3 主管課 健康推進課
関係課 国保年金課

●平成30（2018）年10月に、病院の再編統合により開院した、さくらがわ地域医療センターについては、指定管
理制度を導入した公設民営方式により運営しています。
●病院運営については、指定管理者の医療資源や経営ノウハウを生かし、内科、小児科、整形外科、眼科、外科を
中心に、初期救急受け入れや訪問看護事業など、市民に身近な医療を提供しています。
●真壁医師会桜川支部所属の医療機関については、日曜祝日に診療を行う休日当番医療を実施しています。
●また、筑西広域病院群輪番病院において、日曜祝日と夜間は毎日の体制で休日夜間救急診療を実施しています。
●市内医療機関については、一般診療を行いながら、コロナ禍における、発熱外来での診療やPCR検査、ワクチ
ン接種を実施するとともに、各種健診事業を実施しています。

⿣ɹݱɹɹঢ়

⿣ɹ՝ɹɹ୊
●地域医療の充実については、市民要望の優先度が高くなっており、地域で適切な医療が受けられるよう医療体
制の充実が求められています。
●休日当番医療については、市医師会との協力体制を構築し円滑な運営が必要です。
●医師が少ない地域にあって、適切に医療資源を利用してもらうため、かかりつけ医などを持つ市民、かかりつけ
医の役割の理解や、定着に向けて、普及啓発活動を推進することが必要です。

●第７次茨城県保健医療計画
●茨城県地域医療構想

⿣ɹओͳؔ࿈ܭը

⿣ɹࡦࢪͷ໨ඪࢦඪ ⿣ɹࡦࢪͷ໨࢟͢ࢦΛ࣮͢ݱΔͨΊͷखஈ

施策の目指す姿 地域で相談ができる「かかりつけ医」などを持ち、
必要時には専門医療を受けられる。

ʬɹ̍ �3�̍ ɹཱࢢපӃͷӡӦɹʭ
将来にわたる地域医療提供体制の確保のため、指定管理者の医療資源や経営ノウハウを生かし、
適正な病院運営に努めます。
◎指定管理制度による病院運営 ◎病院事業運営評価

ʬɹ̍ �3�̎ ɹ஍Ҭҩྍؔػ౳ͱͷ࿈ܞɹʭ
地域で安心して医療が受けられるよう体制を整えます。
◎医療機関の役割分担と相互連携の推進
◎夜間や休日の救急体制の継続的な確保

◎医療機関の適正受診の普及啓発

■ 適切な応急処置と医療の知識を身につけます。
■ 適切な医療や健康の相談などができる「かかりつけ
医」、「かかりつけ歯科医」、「かかりつけ薬局」を持っ
て、医療の適正受診に努めます。

■ 将来にわたる地域医療提供体制を確保するため、適
切な病院運営に努めます。

■ 地域医療機関等との連携により、地域医療提供体
制の確保を図ります。

■ 「かかりつけ医」などを持つことの普及啓発活動を
推進します。

市民の役割 行政の役割

ᶃ 地域で適切な医療が受けられると思う市民の割合

指標名 現状値（2020年度） 目標値（2026年度）

ᶄ かかりつけ医を持つ市民の割合

成果指標

活動指標

53.3%

67.2%

55.0%

70.0%

分類

第1章　 共生　子どもから高齢者まで健康で共生のまちづくり
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地域福祉の推進1-4 主管課 社会福祉課
関係課 児童福祉課、高齢福祉課、介護保険課、健康推進課

●本市では、「桜川市第3次地域福祉計画」、「第2次桜川市次世代育成支援行動計画」、「第８期桜川市高齢者福
祉計画・介護保険事業計画」、「第3期桜川市障害者計画・第6期桜川市障害福祉計画・第2期桜川市障害児
福祉計画」、「第2次桜川市きらり健康プラン」、「第2期桜川市子ども・子育て支援事業計画」の個別計画を策
定し、地域福祉事業を実施しています。
●少子高齢化、核家族化の進行、個人の価値観の多様化などにより、地域のつながりが希薄になってきています。
●急速な高齢化や人口減少により、社会福祉協議会にボランティア登録している人の数が前期基本計画時より3
団体200名ほど減少しており、今後もさらに登録者数の減少が見込まれています。
●地域福祉活動を支えてきた人の高齢化などにより、地域福祉活動に参加したことのある市民は、平成27
（2015）年度市民アンケートでは26.4％であったが、令和２（2020）年度は20.6％と5.8％減少傾向にありま
す。しかし、若年層において、組織枠にとらわれず、友人や気の合う仲間と興味のある活動に参加する人は増え
つつあります。
●一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が増加しており、日常生活や災害発生時に支援を必要とする人が増
えています。
●ひきこもり、8050問題※２、ヤングケアラー※３、老々介護※４、認知症高齢者の増加、生活困窮など、福祉課題が多
様化、複雑化しています。

⿣ɹݱɹɹঢ়

⿣ɹ՝ɹɹ୊
●地域福祉の担い手の減少や担い手の高齢化に対応していくため、元気な高齢者への意識啓発を行う必要があ
ります。
●社会福祉協議会に登録しているボランティア数を維持し、活動を継続することが必要です。
●若年層や子どもたちが福祉・ボランティアに興味を持って取り組めるように、活動する機会・場所を設けて、
地域福祉を推進する将来の担い手を育成することが必要です。
●地域福祉活動の推進に中核的な役割を果たす市社会福祉協議会が、行政や各種団体との連携強化を図り、住
民が抱える生活課題の解決など、事業や活動の強化を図ることが重要です。
●高齢化、核家族化の進行や、多様化、複雑化する福祉課題へ対応するため、公助に加え、地域で声かけ・見守
りを行うなど互助・共助の力が大切であり、地域住民がお互いに支え合う体制づくりが重要です。

●桜川市第3次地域福祉計画
●第８期桜川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画
●第6期桜川市障害福祉計画
●第2期桜川市子ども・子育て支援事業計画　　　
‐さくらがわスマイル子どもプラン‐

●第2次桜川市次世代育成支援行動計画
●第3期桜川市障害者計画
●第2期桜川市障害児福祉計画
●第2次桜川市きらり健康プラン

⿣ɹओͳؔ࿈ܭը

⿣ɹࡦࢪͷ໨ඪࢦඪ ⿣ɹࡦࢪͷ໨࢟͢ࢦΛ࣮͢ݱΔͨΊͷखஈ

施策の目指す姿 地域で互いに支え合う意識が高まり、
積極的に福祉活動に参加している。

※１：地域福祉活動（p.19参照）
※２：8050問題とは、「80代」の親が「50代」の子どもと同居して経済的支援する状態をなぞらえた中高年ひきこもりを抱える世帯を象徴した言葉。
※３：ヤングケアラーとは、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている18歳未満の子

どものこと。
※4：老々介護とは、高齢者の介護を高齢者が行うこと。
※5：ソーシャルインクルージョンとは、「全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の

構成員として包み支え合う」という理念のこと。
※6：バリアフリーとは、社会生活を送る上でのあらゆる障壁を取り除くこと。障壁となるものを取り除くことで生活しやすくしようという考え方。

用語
解説

ʬɹ̍ �4�̍ ɹ஍Ҭͷ׆ಈʹࢀՃͰ͖Δ·ͪͮ͘Γͷਪਐɹʭ
地域活動への主体的な参加を促進します。
地域での住民同士の交流を促進します。
多機関連携を推進します。
◎情報提供の充実
◎地域活動への支援実施
◎地域活動を推進する人材育成
◎生きがいや健康づくりを通じた交流促進

◎多世代間の交流促進
◎活躍の場の創出
◎住民、福祉事業所、社会福祉協議会、行政など多機
関連携

ʬɹ̍ �4�̎ ɹ҆৺ͯ͠฻ΒͤΔ·ͪͮ͘Γͷਪਐɹʭ
地域における安心・安全に対する活動を推進します。
ソーシャルインクルージョン※５を推進します。
◎地域における見守り活動の推進
◎地域における防犯活動の推進
◎地域における防災活動の推進

◎自立支援の推進
◎バリアフリー※６の推進

■ 支援を必要とする人々を地域で支える地域福祉の
考え方に対する正しい認識と理解に努めます。

■ 地域福祉活動などに積極的かつ継続的に参加します。

■ 市民の誰もが安心した生活を送ることのできる地
域社会づくりに努めます。

■ 地域福祉活動への市民参加を支援します。

市民の役割 行政の役割

ᶃ 地域福祉活動※１を行っている市民の割合

指標名 現状値（2020年度） 目標値（2026年度）

ᶄ

ᶅ

高齢者見守りネットワーク事業所登録件数

社会福祉協議会にボランティア登録をしている人の数

活動指標

活動指標

活動指標

20.6%

97件

572人

30.0%

120件

580人

分類

第1章　 共生　子どもから高齢者まで健康で共生のまちづくり

第
1
部
後
期
基
本
計
画
の
構
成
と

分
野
別
基
本
計
画

1
　共
生

2
　学
び

3
　安
心

4
　活
力

5
　快
適

6
　自
治

第
2
部
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
と
市
民
の
幸
せ
を

咲
か
せ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

序
　
　論

基
本
構
想

基
本
計
画

付
属
資
料

第
1
部
後
期
基
本
計
画
の
構
成
と

分
野
別
基
本
計
画

第
2
部
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
と
市
民
の
幸
せ
を

咲
か
せ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト



55Sakuragawa City

地域福祉の推進1-4 主管課 社会福祉課
関係課 児童福祉課、高齢福祉課、介護保険課、健康推進課

●本市では、「桜川市第3次地域福祉計画」、「第2次桜川市次世代育成支援行動計画」、「第８期桜川市高齢者福
祉計画・介護保険事業計画」、「第3期桜川市障害者計画・第6期桜川市障害福祉計画・第2期桜川市障害児
福祉計画」、「第2次桜川市きらり健康プラン」、「第2期桜川市子ども・子育て支援事業計画」の個別計画を策
定し、地域福祉事業を実施しています。
●少子高齢化、核家族化の進行、個人の価値観の多様化などにより、地域のつながりが希薄になってきています。
●急速な高齢化や人口減少により、社会福祉協議会にボランティア登録している人の数が前期基本計画時より3
団体200名ほど減少しており、今後もさらに登録者数の減少が見込まれています。
●地域福祉活動を支えてきた人の高齢化などにより、地域福祉活動に参加したことのある市民は、平成27
（2015）年度市民アンケートでは26.4％であったが、令和２（2020）年度は20.6％と5.8％減少傾向にありま
す。しかし、若年層において、組織枠にとらわれず、友人や気の合う仲間と興味のある活動に参加する人は増え
つつあります。
●一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が増加しており、日常生活や災害発生時に支援を必要とする人が増
えています。
●ひきこもり、8050問題※２、ヤングケアラー※３、老々介護※４、認知症高齢者の増加、生活困窮など、福祉課題が多
様化、複雑化しています。

⿣ɹݱɹɹঢ়

⿣ɹ՝ɹɹ୊
●地域福祉の担い手の減少や担い手の高齢化に対応していくため、元気な高齢者への意識啓発を行う必要があ
ります。
●社会福祉協議会に登録しているボランティア数を維持し、活動を継続することが必要です。
●若年層や子どもたちが福祉・ボランティアに興味を持って取り組めるように、活動する機会・場所を設けて、
地域福祉を推進する将来の担い手を育成することが必要です。
●地域福祉活動の推進に中核的な役割を果たす市社会福祉協議会が、行政や各種団体との連携強化を図り、住
民が抱える生活課題の解決など、事業や活動の強化を図ることが重要です。
●高齢化、核家族化の進行や、多様化、複雑化する福祉課題へ対応するため、公助に加え、地域で声かけ・見守
りを行うなど互助・共助の力が大切であり、地域住民がお互いに支え合う体制づくりが重要です。

●桜川市第3次地域福祉計画
●第８期桜川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画
●第6期桜川市障害福祉計画
●第2期桜川市子ども・子育て支援事業計画　　　
‐さくらがわスマイル子どもプラン‐

●第2次桜川市次世代育成支援行動計画
●第3期桜川市障害者計画
●第2期桜川市障害児福祉計画
●第2次桜川市きらり健康プラン

⿣ɹओͳؔ࿈ܭը

⿣ɹࡦࢪͷ໨ඪࢦඪ ⿣ɹࡦࢪͷ໨࢟͢ࢦΛ࣮͢ݱΔͨΊͷखஈ

施策の目指す姿 地域で互いに支え合う意識が高まり、
積極的に福祉活動に参加している。

※１：地域福祉活動（p.19参照）
※２：8050問題とは、「80代」の親が「50代」の子どもと同居して経済的支援する状態をなぞらえた中高年ひきこもりを抱える世帯を象徴した言葉。
※３：ヤングケアラーとは、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている18歳未満の子

どものこと。
※4：老々介護とは、高齢者の介護を高齢者が行うこと。
※5：ソーシャルインクルージョンとは、「全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の

構成員として包み支え合う」という理念のこと。
※6：バリアフリーとは、社会生活を送る上でのあらゆる障壁を取り除くこと。障壁となるものを取り除くことで生活しやすくしようという考え方。

用語
解説

ʬɹ̍ �4�̍ ɹ஍Ҭͷ׆ಈʹࢀՃͰ͖Δ·ͪͮ͘Γͷਪਐɹʭ
地域活動への主体的な参加を促進します。
地域での住民同士の交流を促進します。
多機関連携を推進します。
◎情報提供の充実
◎地域活動への支援実施
◎地域活動を推進する人材育成
◎生きがいや健康づくりを通じた交流促進

◎多世代間の交流促進
◎活躍の場の創出
◎住民、福祉事業所、社会福祉協議会、行政など多機
関連携

ʬɹ̍ �4�̎ ɹ҆৺ͯ͠฻ΒͤΔ·ͪͮ͘Γͷਪਐɹʭ
地域における安心・安全に対する活動を推進します。
ソーシャルインクルージョン※５を推進します。
◎地域における見守り活動の推進
◎地域における防犯活動の推進
◎地域における防災活動の推進

◎自立支援の推進
◎バリアフリー※６の推進

■ 支援を必要とする人々を地域で支える地域福祉の
考え方に対する正しい認識と理解に努めます。

■ 地域福祉活動などに積極的かつ継続的に参加します。

■ 市民の誰もが安心した生活を送ることのできる地
域社会づくりに努めます。

■ 地域福祉活動への市民参加を支援します。

市民の役割 行政の役割

ᶃ 地域福祉活動※１を行っている市民の割合

指標名 現状値（2020年度） 目標値（2026年度）

ᶄ

ᶅ

高齢者見守りネットワーク事業所登録件数

社会福祉協議会にボランティア登録をしている人の数

活動指標

活動指標

活動指標

20.6%

97件

572人

30.0%

120件

580人

分類
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障がい者福祉の充実1-5 主管課 社会福祉課
関係課 児童福祉課、高齢福祉課、介護保険課、健康推進課

●障害者基本法に基づく「第３期桜川市障害者計画」と、障害者総合支援法に基づく「第６期桜川市障害福祉計
画」や、児童福祉法に基づく「第２期桜川市障害児福祉計画」を令和2（2020）年度に策定し、障がい福祉サー
ビス及び障がい児支援等の充実に努めています。
●障がいのある人とその家族が抱える問題の解決や不安解消に関する相談、社会参加や権利擁護のために必要
な援助に関する相談など様々な相談に応じています。平成２７（2015）年度から令和２（2020）年度では相談件
数は122件増加し、主に精神障がいと発達障がいの相談が増え計画相談支援を通して出てきたニーズに伴
い、自立支援給付※1の利用は年々増加しているため、今後も同じように推移していく傾向にあります。
●市内で計画相談支援事業※２を実施している事業所は５箇所あり、5年間で128人増えました。また新規の事業
所が増えたこともあり福祉サービスの利用者は今後も増加傾向にあります。
●障害者計画策定時のアンケート調査結果の今後特に力を入れてほしい市の施策として、全体では「経済的な支
援」が29.1％、「障がいのある人への理解の促進」が28.5％、「交通・移動手段の確保」が26.6％、「保健・医療
サービス」が25.2％となっており、その中でも精神保健福祉手帳所持者では、「経済的な支援」と「障がいのある
人への理解の促進」がともに59.5％と最も多く、次いで「相談支援」が42.9％となっています。
●放課後等デイサービスの平成３０（2018）年度から令和２（2020）年度の利用実績では38人から50人と年々
増加し、児童発達支援も増加傾向にあり、障害者計画策定時のアンケート調査結果の１８歳未満のサービス利
用希望としても、放課後等デイサービスの利用希望が最も多くなっています。
●地域生活における社会参加支援の主なものは、自治会や地域の祭り・文化祭や障がい者スポーツ大会などへ
の参加や、意思疎通支援事業などでコロナ禍であったが5年間で利用者は、40人の増加でした。今後もイベン
トや地域社会参加のため増加傾向にあります。

⿣ɹݱɹɹঢ়

⿣ɹ՝ɹɹ୊
●地域包括ケアシステムの構築を目指すため、協議の場を設置する必要があります。（精神障がいにも対応した
地域包括ケアシステム※３）

●就労移行支援事業等を通じて、障がい者の就労を促進する必要があります。
●発達障がい児等支援の一層の充実のため、地域における障がい児支援の中核的施設の設置を目指す必要が
あります。
●障がい福祉サービスの質の確保及び向上のため、障がい者等が真に必要とする障がい福祉サービスが提供で
きるのか検証を行っていく必要があります。
●障がい者の相談支援体制を充実・強化するため、専門的・総合的な相談支援の充実・強化を図る必要があ
ります。（基幹相談支援センターの設置）
●障がいのある人が社会参加するための支援事業への参加促進や啓発、意思疎通支援等の円滑化を図り社会
参加を支援する必要があります。

⿣ɹࡦࢪͷ໨ඪࢦඪ

施策の目指す姿 障がいの特性に応じた福祉サービスを受け、
地域社会で豊かな生活を送れている。

⿣ɹࡦࢪͷ໨࢟͢ࢦΛ࣮͢ݱΔͨΊͷखஈ
ʬɹ̍ �5�̍ ɹ૬ஊମ੍ͷڧԽɹʭ
地域で生活するための住居の確保やいつも安心して相談できる場の提供と、必要な時に適切な質や
量の福祉サービスが受けられるよう相談に応じていきます。
◎障がい福祉に関する制度の周知と相談体制の強化 ◎障がい福祉サービス利用などへの相談支援の充実

ʬɹ̍ �5�̎ ɹ෱ࢱαʔϏεͷॆ࣮ɹʭ
計画相談支援事業所との連携により、適切な福祉サービスが受けられるよう支援します。
◎福祉サービスの充実
◎計画相談支援事業所との連携強化と情報提供

◎ケアマネジメント体制による自立支援給付の充実

ʬɹ̍ �5�3ɹࣾձࢀՃͷଅਐɹʭ
障がいのある人の地域における日常生活・社会生活の充実と社会参加を支援します。
◎地域生活支援や就労のための障がい福祉サービス
の充実

◎障害者差別解消法についての周知や理解の促進

■ 市民一人ひとりが障がいについて理解し、障がい
のある人もない人もお互いの人格や個性を尊重し
ます。

■ 障がいのある人が相談しやすい環境をつくるなど、
寄り添う心を養います。

■ 障がいのある人やその家族が抱える問題の解決や
不安解消、社会参加や権利擁護に関する相談など
に応じます。

■ 福祉サービスに係る情報の提供や利用の援助など、
社会生活力を高めるための支援に努めます。

■ 障害者差別解消法について、市民への周知を図り
ます。

市民の役割 行政の役割

※１：自立支援給付とは、在宅で訪問によってうけるサービスや施設への通所や入所を利用するサービス、また自立促進のための就労支援など利
用者の状態や、ニーズに応じて個別に給付されるサービス。

※２：計画相談支援事業とは、面談やアセスメントを通して一人ひとりのニーズや状況に合わせた「サービス等利用計画」を作成し、その後は定
期的にサービスの利用状況などを聞き取りして、変更が必要な場合には「サービス等利用計画」の改善を行うもの。

※３：精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムとは、精神障がい者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、
医療、障がい福祉・介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合い、教育を包括的に確保するもの。

用語
解説

ᶃ 相談件数

指標名 現状値（2020年度） 目標値（2026年度）

ᶄ

ᶅ

計画相談支援による福祉サービスの実利用者数

地域生活における社会参加支援のための事業利用者数

活動指標

活動指標

活動指標

669件

419人

160人

791件

479人

180人

分類

●第３期桜川市障害者計画
●第６期桜川市障害福祉計画
●第２期桜川市障害児福祉計画

⿣ɹओͳؔ࿈ܭը

第1章　 共生　子どもから高齢者まで健康で共生のまちづくり
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障がい者福祉の充実1-5 主管課 社会福祉課
関係課 児童福祉課、高齢福祉課、介護保険課、健康推進課

●障害者基本法に基づく「第３期桜川市障害者計画」と、障害者総合支援法に基づく「第６期桜川市障害福祉計
画」や、児童福祉法に基づく「第２期桜川市障害児福祉計画」を令和2（2020）年度に策定し、障がい福祉サー
ビス及び障がい児支援等の充実に努めています。
●障がいのある人とその家族が抱える問題の解決や不安解消に関する相談、社会参加や権利擁護のために必要
な援助に関する相談など様々な相談に応じています。平成２７（2015）年度から令和２（2020）年度では相談件
数は122件増加し、主に精神障がいと発達障がいの相談が増え計画相談支援を通して出てきたニーズに伴
い、自立支援給付※1の利用は年々増加しているため、今後も同じように推移していく傾向にあります。
●市内で計画相談支援事業※２を実施している事業所は５箇所あり、5年間で128人増えました。また新規の事業
所が増えたこともあり福祉サービスの利用者は今後も増加傾向にあります。
●障害者計画策定時のアンケート調査結果の今後特に力を入れてほしい市の施策として、全体では「経済的な支
援」が29.1％、「障がいのある人への理解の促進」が28.5％、「交通・移動手段の確保」が26.6％、「保健・医療
サービス」が25.2％となっており、その中でも精神保健福祉手帳所持者では、「経済的な支援」と「障がいのある
人への理解の促進」がともに59.5％と最も多く、次いで「相談支援」が42.9％となっています。
●放課後等デイサービスの平成３０（2018）年度から令和２（2020）年度の利用実績では38人から50人と年々
増加し、児童発達支援も増加傾向にあり、障害者計画策定時のアンケート調査結果の１８歳未満のサービス利
用希望としても、放課後等デイサービスの利用希望が最も多くなっています。
●地域生活における社会参加支援の主なものは、自治会や地域の祭り・文化祭や障がい者スポーツ大会などへ
の参加や、意思疎通支援事業などでコロナ禍であったが5年間で利用者は、40人の増加でした。今後もイベン
トや地域社会参加のため増加傾向にあります。

⿣ɹݱɹɹঢ়

⿣ɹ՝ɹɹ୊
●地域包括ケアシステムの構築を目指すため、協議の場を設置する必要があります。（精神障がいにも対応した
地域包括ケアシステム※３）

●就労移行支援事業等を通じて、障がい者の就労を促進する必要があります。
●発達障がい児等支援の一層の充実のため、地域における障がい児支援の中核的施設の設置を目指す必要が
あります。
●障がい福祉サービスの質の確保及び向上のため、障がい者等が真に必要とする障がい福祉サービスが提供で
きるのか検証を行っていく必要があります。
●障がい者の相談支援体制を充実・強化するため、専門的・総合的な相談支援の充実・強化を図る必要があ
ります。（基幹相談支援センターの設置）
●障がいのある人が社会参加するための支援事業への参加促進や啓発、意思疎通支援等の円滑化を図り社会
参加を支援する必要があります。

⿣ɹࡦࢪͷ໨ඪࢦඪ

施策の目指す姿 障がいの特性に応じた福祉サービスを受け、
地域社会で豊かな生活を送れている。

⿣ɹࡦࢪͷ໨࢟͢ࢦΛ࣮͢ݱΔͨΊͷखஈ
ʬɹ̍ �5�̍ ɹ૬ஊମ੍ͷڧԽɹʭ
地域で生活するための住居の確保やいつも安心して相談できる場の提供と、必要な時に適切な質や
量の福祉サービスが受けられるよう相談に応じていきます。
◎障がい福祉に関する制度の周知と相談体制の強化 ◎障がい福祉サービス利用などへの相談支援の充実

ʬɹ̍ �5�̎ ɹ෱ࢱαʔϏεͷॆ࣮ɹʭ
計画相談支援事業所との連携により、適切な福祉サービスが受けられるよう支援します。
◎福祉サービスの充実
◎計画相談支援事業所との連携強化と情報提供

◎ケアマネジメント体制による自立支援給付の充実

ʬɹ̍ �5�3ɹࣾձࢀՃͷଅਐɹʭ
障がいのある人の地域における日常生活・社会生活の充実と社会参加を支援します。
◎地域生活支援や就労のための障がい福祉サービス
の充実

◎障害者差別解消法についての周知や理解の促進

■ 市民一人ひとりが障がいについて理解し、障がい
のある人もない人もお互いの人格や個性を尊重し
ます。

■ 障がいのある人が相談しやすい環境をつくるなど、
寄り添う心を養います。

■ 障がいのある人やその家族が抱える問題の解決や
不安解消、社会参加や権利擁護に関する相談など
に応じます。

■ 福祉サービスに係る情報の提供や利用の援助など、
社会生活力を高めるための支援に努めます。

■ 障害者差別解消法について、市民への周知を図り
ます。

市民の役割 行政の役割

※１：自立支援給付とは、在宅で訪問によってうけるサービスや施設への通所や入所を利用するサービス、また自立促進のための就労支援など利
用者の状態や、ニーズに応じて個別に給付されるサービス。

※２：計画相談支援事業とは、面談やアセスメントを通して一人ひとりのニーズや状況に合わせた「サービス等利用計画」を作成し、その後は定
期的にサービスの利用状況などを聞き取りして、変更が必要な場合には「サービス等利用計画」の改善を行うもの。

※３：精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムとは、精神障がい者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、
医療、障がい福祉・介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合い、教育を包括的に確保するもの。

用語
解説

ᶃ 相談件数

指標名 現状値（2020年度） 目標値（2026年度）

ᶄ

ᶅ

計画相談支援による福祉サービスの実利用者数

地域生活における社会参加支援のための事業利用者数

活動指標

活動指標

活動指標

669件

419人

160人

791件

479人

180人

分類

●第３期桜川市障害者計画
●第６期桜川市障害福祉計画
●第２期桜川市障害児福祉計画

⿣ɹओͳؔ࿈ܭը

第1章　 共生　子どもから高齢者まで健康で共生のまちづくり

第
1
部
後
期
基
本
計
画
の
構
成
と

分
野
別
基
本
計
画

1
　共
生

2
　学
び

3
　安
心

4
　活
力

5
　快
適

6
　自
治

第
2
部
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
と
市
民
の
幸
せ
を

咲
か
せ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

序
　
　論

基
本
構
想

基
本
計
画

付
属
資
料

第
1
部
後
期
基
本
計
画
の
構
成
と

分
野
別
基
本
計
画

第
2
部
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
と
市
民
の
幸
せ
を

咲
か
せ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト



58 Sakuragawa City

高齢者福祉の推進1-6 主管課 高齢福祉課
関係課 社会福祉課、介護保険課、健康推進課

●高齢化率は、平成28（2016）年29.5％、令和2（2020）年32.4％となっており、65歳以上の高齢者人口は年々
高くなる傾向にあります。また、高齢独居世帯、高齢夫婦世帯のいずれについても、世帯数、構成比ともに増加
しており、平成27（2015）年は高齢独居世帯1,227世帯、高齢夫婦世帯は1,144世帯となっています。
● 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査※２において、「認知機能低下」のリスクがある高齢者が45.5％で、85歳
以上では64.7％を占めています。また、在宅介護実態調査において、主な介護者が不安に感じていることとし
て、「認知症への対応」を挙げた方が、介護度に関係なく最も多い状況です。
●介護予防・日常生活圏域ニーズ調査で、介護に対する負担感について「とても負担を感じている」、「やや負担
を感じている」と回答した方が65.2％を占めています。
●在宅介護実態調査によると、主な介護者のうち、47.2％の方が働きながら介護を担っている状況です。また、仕
事と介護の両立について「問題はあるが何とか続けていける」、「続けていくのは難しい」、「続けていくのはか
なり難しい」と回答した方を合わせると58.4％を占めており、何らかの問題や不安を抱えながら介護を担って
いる状況にあり、介護者の負担軽減が求められます。

⿣ɹݱɹɹঢ়

⿣ɹ՝ɹɹ୊
●生活機能の低下リスクが高い75歳以上の高齢者が多くなることが見込まれることから、心身機能の低下を防
ぐフレイル予防や、介護予防・重度化防止の取り組みを充実させるとともに、いつまでも健康で生きがいを持
ち、生きいきと生涯を送れるよう、社会参加・生きがいづくりの推進を図る必要があります。
●関係機関との連携により、介護保険サービス、在宅福祉サービス及び家族介護者支援など高齢者福祉サービ
スの充実を図ることが重要です。
●認知症になっても地域において安心して生活できるよう、認知症施策の充実が求められます。

●桜川市第3次地域福祉計画
●第８期桜川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画

⿣ɹओͳؔ࿈ܭը

⿣ɹࡦࢪͷ໨ඪࢦඪ ⿣ɹࡦࢪͷ໨࢟͢ࢦΛ࣮͢ݱΔͨΊͷखஈ

施策の目指す姿 高齢者が安心して健康に暮らせている。

※１：認知症サポーターとは、認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けする人のこと。
※２：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査とは、一般高齢者、介護予防・日常生活支援総合事業対象者、要支援者を対象に、日常生活圏域ごと

に、地域の抱える課題の特定（地域診断）に資することなどを目的として実施する調査のこと。
※３：健康寿命とは、日常的に介護を必要とせず、健康で自立して暮らすことができる期間。

用語
解説

ʬɹ̍ �6�̍ ɹऀྸߴͷ݈߁ͱੜ͖͕͍ͮ͘Γͷਪਐɹʭ
健康寿命※３を延ばすため、高齢者が元気で活躍できる場（体力維持・就労・集い）を設けて
様々な活動を支援します。また、経験を生かして社会貢献ができる環境づくりに努めます。
◎高齢者クラブ活動の支援
◎シルバー人材センター、ボランティア活動の支援

◎生きいきサロンなどの地域交流の場の充実
◎一般介護予防事業の充実と参加促進

ʬɹ̍ �6�̎ ɹऀྸߴ෱ࢱαʔϏεͷॆ࣮ɹʭ
高齢者の日常生活に対する在宅支援サービス、
介護予防及び家族介護者への活動支援サービスの充実に努めます。
◎日常生活を支援するサービスの充実 ◎高齢者見守りネットワークの強化

ʬɹ̍ �6�̏ ɹ஍ҬแׅέΞγεςϜମ੍ͮ͘Γͷਪਐɹʭ
住み慣れた地域でその人らしい生活が継続できるよう、相談体制の充実、
生活支援体制の整備を図るとともに、医療・介護などが連携する仕組みの構築に努めます。
◎地域包括支援センターの体制強化
◎医療機関と介護事業所の連携の推進

◎地域ケア会議の推進
◎地域の支え合い活動の推進

ʬɹ̍ �6�̐ ɹೝ஌঱ࡦࢪͷਪਐɹʭ
増加する認知症の人とその家族に対する社会的理解の普及と地域の支え合いの仕組みづくりを行います。
◎認知症初期への支援
◎市民啓発の推進

◎成年後見制度の利用促進
◎本人や介護者が集う場の充実

■ 健康意識の向上により介護予防に努めます。
■ 豊かな経験や知識を生かして積極的に社会参加し
ます。

■ 相互扶助の推進により地域の繋がり強化に努め
ます。

■ 認知症についての知識を学ぶことで、認知症の人と
その家族を社会が受け入れ、徘徊などの問題を地
域で支えます。

■  生きがいづくりや健康維持のための活動を推進し
ます。

■ 高齢者の多様なニーズに適した行政サービスを提
供します。

■ 介護や日常生活で困ったときの総合相談体制を築
き、各関係機関（行政・医療・介護・地域）の連携
を強化します。

■ 認知症への施策（予防対策・知識習得）を推進します。

市民の役割 行政の役割

ᶃ 生きがいを感じている高齢者の割合

指標名 現状値（2020年度） 目標値（2026年度）

ᶄ

ᶅ

ᶆ

生きいきサロン延べ参加者数

相談に対して解決した割合

成果指標

活動指標

活動指標

68.3%

1,547人

86.7%

75.0%

2,550人

87.0%
認知症サポーター※１養成者数活動指標 343人 360人

分類
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高齢者福祉の推進1-6 主管課 高齢福祉課
関係課 社会福祉課、介護保険課、健康推進課

●高齢化率は、平成28（2016）年29.5％、令和2（2020）年32.4％となっており、65歳以上の高齢者人口は年々
高くなる傾向にあります。また、高齢独居世帯、高齢夫婦世帯のいずれについても、世帯数、構成比ともに増加
しており、平成27（2015）年は高齢独居世帯1,227世帯、高齢夫婦世帯は1,144世帯となっています。
● 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査※２において、「認知機能低下」のリスクがある高齢者が45.5％で、85歳
以上では64.7％を占めています。また、在宅介護実態調査において、主な介護者が不安に感じていることとし
て、「認知症への対応」を挙げた方が、介護度に関係なく最も多い状況です。
●介護予防・日常生活圏域ニーズ調査で、介護に対する負担感について「とても負担を感じている」、「やや負担
を感じている」と回答した方が65.2％を占めています。
●在宅介護実態調査によると、主な介護者のうち、47.2％の方が働きながら介護を担っている状況です。また、仕
事と介護の両立について「問題はあるが何とか続けていける」、「続けていくのは難しい」、「続けていくのはか
なり難しい」と回答した方を合わせると58.4％を占めており、何らかの問題や不安を抱えながら介護を担って
いる状況にあり、介護者の負担軽減が求められます。

⿣ɹݱɹɹঢ়

⿣ɹ՝ɹɹ୊
●生活機能の低下リスクが高い75歳以上の高齢者が多くなることが見込まれることから、心身機能の低下を防
ぐフレイル予防や、介護予防・重度化防止の取り組みを充実させるとともに、いつまでも健康で生きがいを持
ち、生きいきと生涯を送れるよう、社会参加・生きがいづくりの推進を図る必要があります。
●関係機関との連携により、介護保険サービス、在宅福祉サービス及び家族介護者支援など高齢者福祉サービ
スの充実を図ることが重要です。
●認知症になっても地域において安心して生活できるよう、認知症施策の充実が求められます。

●桜川市第3次地域福祉計画
●第８期桜川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画

⿣ɹओͳؔ࿈ܭը

⿣ɹࡦࢪͷ໨ඪࢦඪ ⿣ɹࡦࢪͷ໨࢟͢ࢦΛ࣮͢ݱΔͨΊͷखஈ

施策の目指す姿 高齢者が安心して健康に暮らせている。

※１：認知症サポーターとは、認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けする人のこと。
※２：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査とは、一般高齢者、介護予防・日常生活支援総合事業対象者、要支援者を対象に、日常生活圏域ごと

に、地域の抱える課題の特定（地域診断）に資することなどを目的として実施する調査のこと。
※３：健康寿命とは、日常的に介護を必要とせず、健康で自立して暮らすことができる期間。

用語
解説

ʬɹ̍ �6�̍ ɹऀྸߴͷ݈߁ͱੜ͖͕͍ͮ͘Γͷਪਐɹʭ
健康寿命※３を延ばすため、高齢者が元気で活躍できる場（体力維持・就労・集い）を設けて
様々な活動を支援します。また、経験を生かして社会貢献ができる環境づくりに努めます。
◎高齢者クラブ活動の支援
◎シルバー人材センター、ボランティア活動の支援

◎生きいきサロンなどの地域交流の場の充実
◎一般介護予防事業の充実と参加促進

ʬɹ̍ �6�̎ ɹऀྸߴ෱ࢱαʔϏεͷॆ࣮ɹʭ
高齢者の日常生活に対する在宅支援サービス、
介護予防及び家族介護者への活動支援サービスの充実に努めます。
◎日常生活を支援するサービスの充実 ◎高齢者見守りネットワークの強化

ʬɹ̍ �6�̏ ɹ஍ҬแׅέΞγεςϜମ੍ͮ͘Γͷਪਐɹʭ
住み慣れた地域でその人らしい生活が継続できるよう、相談体制の充実、
生活支援体制の整備を図るとともに、医療・介護などが連携する仕組みの構築に努めます。
◎地域包括支援センターの体制強化
◎医療機関と介護事業所の連携の推進

◎地域ケア会議の推進
◎地域の支え合い活動の推進

ʬɹ̍ �6�̐ ɹೝ஌঱ࡦࢪͷਪਐɹʭ
増加する認知症の人とその家族に対する社会的理解の普及と地域の支え合いの仕組みづくりを行います。
◎認知症初期への支援
◎市民啓発の推進

◎成年後見制度の利用促進
◎本人や介護者が集う場の充実

■ 健康意識の向上により介護予防に努めます。
■ 豊かな経験や知識を生かして積極的に社会参加し
ます。

■ 相互扶助の推進により地域の繋がり強化に努め
ます。

■ 認知症についての知識を学ぶことで、認知症の人と
その家族を社会が受け入れ、徘徊などの問題を地
域で支えます。

■  生きがいづくりや健康維持のための活動を推進し
ます。

■ 高齢者の多様なニーズに適した行政サービスを提
供します。

■ 介護や日常生活で困ったときの総合相談体制を築
き、各関係機関（行政・医療・介護・地域）の連携
を強化します。

■ 認知症への施策（予防対策・知識習得）を推進します。

市民の役割 行政の役割

ᶃ 生きがいを感じている高齢者の割合

指標名 現状値（2020年度） 目標値（2026年度）

ᶄ

ᶅ

ᶆ

生きいきサロン延べ参加者数

相談に対して解決した割合

成果指標

活動指標

活動指標

68.3%

1,547人

86.7%

75.0%

2,550人

87.0%
認知症サポーター※１養成者数活動指標 343人 360人

分類
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社会保障制度の健全運営1-7 主管課 国保年金課
関係課 社会福祉課、介護保険課、健康推進課

●国民健康保険制度と後期高齢者医療制度については、被保険者の高齢化や医療技術の高度化により一人あ
たりの医療費が増加する一方、財源となる保険税（料）の増収が見込めず厳しい財政状況が続いています。国
民健康保険制度は平成30（2018）年度から県が財政運営の主体として、安定的で効率的な事業の中心的な
役割を担い、令和4（2022）年度から賦課方式を２方式（所得割・均等割）として県内統一を目指すこととして
います。
●介護保険制度については、高齢化率及び介護保険の認定率の上昇などにより、介護保険給付費が増加してい
ます。また、介護サービスの充実や施設の基盤整備を図るため、介護保険事業計画を策定することにより3年毎
に見直しをしています。
●生活保護については、高齢者の増加、扶養義務者の意識変化などにより、相談件数、被保護世帯数ともに増加
傾向にあります。令和2（2020）年度においては高齢者世帯、障がい者世帯、傷病者世帯の割合が全体の88%
を占め、自立困難世帯が生活保護世帯の多くを占めています。
●国民年金制度は、少子高齢化の進行や厳しい経済情勢から制度に対する将来の不安感・若年層の年金離れ
により取り巻く状況が年々厳しくなっています。

⿣ɹݱɹɹঢ়

⿣ɹ՝ɹɹ୊
●医療保険の健全運営のため、疾病の早期発見、早期治療による医療費の抑制と保険税（料）の収納率向上によ
る財源確保に取り組む必要がある中、コロナ禍により健診受診率の低下・受診控えがみられます。また、所得
の減少による保険税（料）の減免の増加など税収の確保が難しい状況にあります。
●令和7（2025）年には団塊の世代が75歳以上となることから、今後、要介護認定者数、介護保険給付費の増加
が見込まれ対応が求められています。
●生活保護受給者の高齢化に伴い、医療扶助費・介護扶助費を中心とした生活保護費の増加が予想され、生活
困窮者の生活保障確保と自立に向けた取り組みの促進が必要です。
●国民年金事務の一部は国からの法定受託事務であり、年金事務所と協力・連携しながら相談対応や届出書の
受付を行い、年金制度の周知・普及をしていく必要があります。

⿣ɹࡦࢪͷ໨ඪࢦඪ ⿣ɹࡦࢪͷ໨࢟͢ࢦΛ࣮͢ݱΔͨΊͷखஈ

施策の目指す姿 安心して社会保障を受けることができている。

ʬɹ̍ �7�̍ ɹҩྍอ੍ݥ౓ͷॆ࣮ɹʭ
医療費の抑制と保険税（料）の収納率向上により保険財政基盤の安定化を図ります。
◎特定健診※１や特定保健指導※２など保健事業の充実
◎レセプト点検の強化や医療費通知による医療費の
抑制

◎ジェネリック医薬品※３の普及啓発
◎国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の収納率
向上

ʬɹ̍ �7�̎ ɹհޢอ੍ݥ౓ͷॆ࣮ɹʭ
要介護認定者や介護保険サービス利用者のさらなる増加が見込まれる中、
健全な介護保険財政の運営に努めます。
◎介護認定審査会の適正な運営
◎介護給付適正化の強化

◎介護保険料の収納率の向上

ʬɹ̍ �7�̏ ɹηʔϑςΟωοτ੍౓ͷॆ࣮ɹʭ
生活保護制度や生活困窮者自立支援制度などのセーフティネットにより、
生活困窮者の生活保障と自立促進に努めます。
◎生活保護制度の適正実施
◎医療扶助適正化の推進

◎就労や自立支援の実施

ʬɹ̍ �7�̐ ɹҩྍ෱ࢱඅ੍څࢧ౓	Ϛϧ෱
ͷ࣮ࢪɹʭ
対象者の医療費を助成し、経済的負担を軽減します。
◎小児・重度心身障害者等・ひとり親世帯・妊産婦
に対し、申請に基づく保険給付の一部負担金助成
の実施

◎助成対象者把握のため、関係部署との連携

ʬɹ̍ �7�5ɹࠃຽ೥੍ۚ౓ͷਪਐɹʭ
日本年金機構・年金事務所と協力連携のもと、
国民年金制度の周知・普及により市民が安心した生活を送れるように努めます。
◎所得保障の基盤となる公的年金制度の重要性の
周知

◎年金受給(老齢・遺族・障がい)・保険料免除制度・
生活者支援給付金などの普及や相談及び受付業務
の実施

■ 特定健診や特定保健指導を積極的に受診して自分
の健康に関心を持ちます。

■ 医療・介護保険制度を理解して保険税（料）を適正
に納付します。

■ 自立した生活を送るため、働くスキルを磨き、資産を
運用し、社会保障制度などの活用に努めます。

■ 世代間でお互いに助け合う仕組みであり、健全な老
後の生活を維持するため、公的年金に加入し、保険
料を納付します。

■ 特定健診や特定保健指導などの保健事業を推進し
ます。

■ ジェネリック医薬品の普及啓発に努めます。
■ 医療・介護の保険税（料）が納付しやすい環境を整
えます。

■ 生活保護の適正実施や自立促進のための支援を推
進します。

■ 国民年金制度の周知・普及を推進し、相談・受付
を実施します。

市民の役割 行政の役割

ᶃ 社会保障の健全運営にやや満足又は満足している市民の割合

指標名 現状値（2020年度） 目標値（2026年度）

成果指標 60.0% 63.0%
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社会保障制度の健全運営1-7 主管課 国保年金課
関係課 社会福祉課、介護保険課、健康推進課

●国民健康保険制度と後期高齢者医療制度については、被保険者の高齢化や医療技術の高度化により一人あ
たりの医療費が増加する一方、財源となる保険税（料）の増収が見込めず厳しい財政状況が続いています。国
民健康保険制度は平成30（2018）年度から県が財政運営の主体として、安定的で効率的な事業の中心的な
役割を担い、令和4（2022）年度から賦課方式を２方式（所得割・均等割）として県内統一を目指すこととして
います。
●介護保険制度については、高齢化率及び介護保険の認定率の上昇などにより、介護保険給付費が増加してい
ます。また、介護サービスの充実や施設の基盤整備を図るため、介護保険事業計画を策定することにより3年毎
に見直しをしています。
●生活保護については、高齢者の増加、扶養義務者の意識変化などにより、相談件数、被保護世帯数ともに増加
傾向にあります。令和2（2020）年度においては高齢者世帯、障がい者世帯、傷病者世帯の割合が全体の88%
を占め、自立困難世帯が生活保護世帯の多くを占めています。
●国民年金制度は、少子高齢化の進行や厳しい経済情勢から制度に対する将来の不安感・若年層の年金離れ
により取り巻く状況が年々厳しくなっています。

⿣ɹݱɹɹঢ়

⿣ɹ՝ɹɹ୊
●医療保険の健全運営のため、疾病の早期発見、早期治療による医療費の抑制と保険税（料）の収納率向上によ
る財源確保に取り組む必要がある中、コロナ禍により健診受診率の低下・受診控えがみられます。また、所得
の減少による保険税（料）の減免の増加など税収の確保が難しい状況にあります。
●令和7（2025）年には団塊の世代が75歳以上となることから、今後、要介護認定者数、介護保険給付費の増加
が見込まれ対応が求められています。
●生活保護受給者の高齢化に伴い、医療扶助費・介護扶助費を中心とした生活保護費の増加が予想され、生活
困窮者の生活保障確保と自立に向けた取り組みの促進が必要です。
●国民年金事務の一部は国からの法定受託事務であり、年金事務所と協力・連携しながら相談対応や届出書の
受付を行い、年金制度の周知・普及をしていく必要があります。

⿣ɹࡦࢪͷ໨ඪࢦඪ ⿣ɹࡦࢪͷ໨࢟͢ࢦΛ࣮͢ݱΔͨΊͷखஈ

施策の目指す姿 安心して社会保障を受けることができている。

ʬɹ̍ �7�̍ ɹҩྍอ੍ݥ౓ͷॆ࣮ɹʭ
医療費の抑制と保険税（料）の収納率向上により保険財政基盤の安定化を図ります。
◎特定健診※１や特定保健指導※２など保健事業の充実
◎レセプト点検の強化や医療費通知による医療費の
抑制

◎ジェネリック医薬品※３の普及啓発
◎国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の収納率
向上

ʬɹ̍ �7�̎ ɹհޢอ੍ݥ౓ͷॆ࣮ɹʭ
要介護認定者や介護保険サービス利用者のさらなる増加が見込まれる中、
健全な介護保険財政の運営に努めます。
◎介護認定審査会の適正な運営
◎介護給付適正化の強化

◎介護保険料の収納率の向上

ʬɹ̍ �7�̏ ɹηʔϑςΟωοτ੍౓ͷॆ࣮ɹʭ
生活保護制度や生活困窮者自立支援制度などのセーフティネットにより、
生活困窮者の生活保障と自立促進に努めます。
◎生活保護制度の適正実施
◎医療扶助適正化の推進

◎就労や自立支援の実施

ʬɹ̍ �7�̐ ɹҩྍ෱ࢱඅ੍څࢧ౓	Ϛϧ෱
ͷ࣮ࢪɹʭ
対象者の医療費を助成し、経済的負担を軽減します。
◎小児・重度心身障害者等・ひとり親世帯・妊産婦
に対し、申請に基づく保険給付の一部負担金助成
の実施

◎助成対象者把握のため、関係部署との連携

ʬɹ̍ �7�5ɹࠃຽ೥੍ۚ౓ͷਪਐɹʭ
日本年金機構・年金事務所と協力連携のもと、
国民年金制度の周知・普及により市民が安心した生活を送れるように努めます。
◎所得保障の基盤となる公的年金制度の重要性の
周知

◎年金受給(老齢・遺族・障がい)・保険料免除制度・
生活者支援給付金などの普及や相談及び受付業務
の実施

■ 特定健診や特定保健指導を積極的に受診して自分
の健康に関心を持ちます。

■ 医療・介護保険制度を理解して保険税（料）を適正
に納付します。

■ 自立した生活を送るため、働くスキルを磨き、資産を
運用し、社会保障制度などの活用に努めます。

■ 世代間でお互いに助け合う仕組みであり、健全な老
後の生活を維持するため、公的年金に加入し、保険
料を納付します。

■ 特定健診や特定保健指導などの保健事業を推進し
ます。

■ ジェネリック医薬品の普及啓発に努めます。
■ 医療・介護の保険税（料）が納付しやすい環境を整
えます。

■ 生活保護の適正実施や自立促進のための支援を推
進します。

■ 国民年金制度の周知・普及を推進し、相談・受付
を実施します。

市民の役割 行政の役割

ᶃ 社会保障の健全運営にやや満足又は満足している市民の割合

指標名 現状値（2020年度） 目標値（2026年度）

成果指標 60.0% 63.0%

分類
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●第2期桜川市国民健康保険データヘルス計画書
●第三期桜川市特定健康診査・特定保健指導実施計画
●第2次桜川市次世代育成支援行動計画
●茨城県後期高齢者医療広域連合第4次広域計画
●第８期桜川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画

⿣ ओͳؔ࿈ܭը

※１：特定健診（p.50参照）
※２：特定保健指導（p.50参照）
※３：ジェネリック医薬品とは、先発医薬品（新薬）の特許期間満了後に別の製薬会社が製造販売する後発医薬品のこと。一般に先発医薬品と比

べ安価で、医療費の削減と患者負担の軽減につながるものとされている。

用語
解説

さくらがわ地域医療センター
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